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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

１９８ 指定介護療養型医療施設がその指定を辞退 長寿いきがい課

した件

１９９ 指定自立支援医療機関を指定した件 障がい福祉課

２００ 指定自立支援医療機関の指定を更新した件 同

２０１ 同 同

２０２ 同 同

２０３ 道路の区域を変更する件 道路整備課

２０４ 同 同

２０５ 都市計画事業の変更を認可した件 都市計画課

２０６ 土砂災害警戒区域を指定する件 砂防防災課

２０７ 土砂災害警戒区域の指定を解除する件 同

２０８ 土砂災害特別警戒区域を指定する件 同

２０９ 土砂災害特別警戒区域の指定を解除する件 同

２１０ 港湾施設の概要を公示する件 運輸政策課

２１１※ 放置等を禁止する区域及び同区域内におい 同

て放置等を禁止する物件を指定する件



【告示】

番 号 表 題 担当課名

２１２ 特定調達契約について一般競争入札に付す 教育委員会

る件

【監査委員公表】

番 号 表 題 担当課名

７ 包括外部監査の結果公表

【内水面漁場管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 徳島県内水面漁場管理委員会指示第１号に

基づく水域の範囲を定める件

２ 令和４年度の目標増殖量を定めた件

【内水面漁場管理委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

１ こいの取扱いについて指示する件

【正誤】

番 号 表 題 担当課名

※ 平成７年３月３１日付け徳島県報号外第４ 出納局会計課

７号徳島県規則第３１号中訂正



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
八
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

開

設

者

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

辞
退
年
月
日

名

称

所

在

地

眉
山
病
院

徳
島
市
西
二
軒
屋
町
二
丁
目
三
九
番
地
二

医
療
法
人
眉
山
病
院

介
護
療
養
型
医
療
施
設

令
和
四
年
三
月
三

十
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

株
式
会
社
ソ
レ
イ
ユ

海
部
郡
海
陽
町
四
方
原
字
杉
谷

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
診
療

海
部
郡
海
陽
町
宍
喰
浦
字
松
原

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
三
年
十
一

二
八-

二

所
前
店

一
三
九-

四

更
生
医
療
（
薬
局
）

月
一
日

同

同

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
牟
岐

同

牟
岐
町
大
字
川
長
字
山

同

同

店

戸
一
六
八-

四

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁

コ
ス
モ
ス
薬
局
阿
波
店

阿
波
市
阿
波
町
大
道
北
一
三
二

同

同

目
一
○
番
一
号

第
一
福
岡
ビ

ル
Ｓ
館
四
階

有
限
会
社
エ
ム
・
ア
イ

徳
島
市
論
田
町
大
江
五
番
地
の

論
田
調
剤
薬
局

徳
島
市
論
田
町
大
江
五
番
地
の

同

同

一

一

株
式
会
社
レ
イ
ル

同

佐
古
六
番
町
七
番
四
号

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
城
南

同

南
二
軒
屋
町
三
丁
目
五

同

同

十
二

店

-

三
八

月
一
日

同

同

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
二
軒

同

一
丁
目
二

同

同



屋
店

-

八

株
式
会
社
ス
マ
イ
ル

板
野
郡
北
島
町
高
房
字
八
丁
野

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
大
谷

鳴
門
市
大
麻
町
池
谷
字
大
石
五

同

同

西
三
九-

二
六

の
里

○
番
一

同

同

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
藍
住

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
字
龍
池

同

令
和
四
年
二
月

店

傍
示
五
四-

三

一
日

株
式
会
社
レ
イ
ル

徳
島
市
佐
古
六
番
町
七
番
四
号

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
渭
東

徳
島
市
安
宅
二
丁
目
三
番
三
号

同

同

店

同

同

隆
成
堂
調
剤
薬
局

同

蔵
本
町
二
丁
目
二
○
番

同

同

地



徳
島
県
告
示
第
二
百
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
訪
問
看
護
事
業
者

担

当

す

る

指

定

更

新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ど
り

徳
島
市
末
広
二
丁
目
一
番
八
○

ひ
だ
ま
り
訪
問
看
護
ス

徳
島
市
国
府
町
早
淵
三
五

育
成
医
療
（
訪
問
看
護
）

令
和
四
年
二
月
一

ー
ま
ぁ
サ
ー
ビ
ス

号

テ
ー
シ
ョ
ン

-

一

サ
ン
シ
テ
ィ
国
府

更
生
医
療
（
訪
問
看
護
）

日



徳
島
県
告
示
第
二
百
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所

担

当

す

る

指

定

更

新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

医
療
法
人

緑
会

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
北
浜
九

小
川
病
院

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
北
浜

育
成
医
療
（
腎
臓
に
関
す

令
和
四
年
二
月
一

九
番
地

九
九
番
地

る
医
療
）

日

更
生
医
療
（
腎
臓
に
関
す

る
医
療
）



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

指

定

更

新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

株
式
会
社
徳
島
共
和
薬
品

徳
島
市
丈
六
町
西
高
木
六
四-

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
上
那

那
賀
郡
那
賀
町
小
浜
一
三
七-

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
三
年
十
一
月

一

賀
店

四

更
生
医
療
（
薬
局
）

一
日

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
木
頭

同

木
頭
和
無
田
字

同

同

店

イ
ワ
ツ
シ
二
九
番
一

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
那
賀

同

延
野
字
大
原
二

同

同

店

○
六-

一

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
見
能

阿
南
市
見
能
林
町
念
仏
免
一
七

同

同

林
店

-

一
六

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
高
専

同

上
か
う
や
二

同

同

前
店

三-
九

株
式
会
社
徳
島
ベ
ー
ス

同

川
内
町
大
松
八
○
二-

オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
調
剤
薬

徳
島
市
川
内
町
大
松
八
○
二-

同

同

四

局

四



有
限
会
社
タ
ウ
ン
フ
ァ
ー
マ

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
か
や
一

き
た
じ
ま
調
剤
薬
局

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
か
や
一

同

同

シ
ー

二
二
番
地
三

二
二
番
地
三

同

同

タ
ウ
ン
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

同

中
須
三

同

同

薬
局

-

二

有
限
会
社
四
国
メ
デ
ィ
カ
ル

徳
島
市
南
田
宮
二
丁
目
八
番
一

ひ
か
り
薬
局
国
府
店

徳
島
市
国
府
町
早
淵
字
池
久
保

同

同

十
二
月

サ
ポ
ー
ト

号

三
三-

五

一
日

同

同

ひ
か
り
薬
局
中
島
田
店

同

中
島
田
町
三
丁
目
六
○

同

同

-

一

株
式
会
社
徳
島
共
和
薬
品

同

丈
六
町
西
高
木
六
四-

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
横
須

小
松
島
市
横
須
町
字
横
須
八
七

同

同

一

店

番
四

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
名
東

徳
島
市
名
東
町
一
丁
目
一
一
五

同

同

店
-

四

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
国
府

同

国
府
町
桜
間
字
登
々
路

同

同

店

八-

一

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
千
代

同

大
原
町
千
代
ヶ
丸
一
三

同

同

ヶ
丸
店

六
番
地

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
中
田

小
松
島
市
中
田
町
字
広
見
一
番

同

同

店

八
七



同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
池
田

三
好
市
池
田
町
シ
マ
八
五
二-

同

同

店

一

株
式
会
社
西
日
本
フ
ァ
ー
マ

香
川
県
高
松
市
宮
脇
町
一
丁
目

ア
イ
ン
薬
局
昭
和
町
店

徳
島
市
昭
和
町
七
丁
目
三
六

同

令
和
四
年
一
月
一

シ
ー

五
番
一
七
号

日

ヒ
ラ
オ
カ
薬
局
株
式
会
社

吉
野
川
市
山
川
町
前
川
二
一
二

ヒ
ラ
オ
カ
薬
局

吉
野
川
市
山
川
町
前
川
二
一
二

同

同

番
地
二
六

番
地
二
六

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア

徳
島
市
北
常
三
島
町
一
丁
目
一

佐
古
二
番
町
調
剤
薬
局

徳
島
市
佐
古
二
番
町
五
番
一
一

同

同

シ
ス
ト

○
番
地
一
七

号

株
式
会
社
Ａ.

Ｗ.

フ
ァ
ー

同

三
軒
屋
町
外
二
四-

四

エ
ン
ゼ
ル
調
剤
薬
局
徳

同

寺
島
本
町
西
一-

三
八

同

同

マ
シ
ー

二

島
駅
前
店

有
限
会
社
エ
ン
ゼ
ル
調
剤
薬

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
東
堤
ノ

エ
ン
ゼ
ル
調
剤
薬
局
北

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
東
堤
ノ

同

同

局

内
一
九-

九

島
店

内
一
九-

九

株
式
会
社
ソ
レ
イ
ユ

海
部
郡
海
陽
町
四
方
原
字
杉
谷

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
さ

海
部
郡
海
陽
町
大
里
字
飯
持
一

同

同

二
八
番
地
二

つ
き
店

二
一
番
一

株
式
会
社
徳
島
共
和
薬
品

徳
島
市
丈
六
町
西
高
木
六
四-

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
宮
倉

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
太
田
三

同

同

一

店

四-

一
七

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
立
江

小
松
島
市
立
江
町
字
江
ノ
上
一

同

同

店

番
地
一

同

同

共
和
調
剤
薬
局

海
部
郡
美
波
町
西
河
内
字
月
輪

同

同



三
三-

一

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
才
見

阿
南
市
才
見
町
屋
那
婆
二
五
番

同

同

店

地
一

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
日
開

同

領
家
町
土
倉
一
六-

一

同

同

野
店

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
羽
ノ

同

羽
ノ
浦
町
宮
倉
前
田
二

同

同

浦
店

-

六

同

同

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
八
万

徳
島
市
八
万
町
大
野
一
一
八-

同

同

店

一

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア

同

北
常
三
島
町
一
丁
目
一

西
須
賀
調
剤
薬
局

同

西
須
賀
町
下
中
須
八
五

同

同

二
月
一

シ
ス
ト

○
番
地
一
七

番
六

日

有
限
会
社
大
津
薬
局

阿
南
市
富
岡
町
今
福
寺
四
○-

大
津
薬
局
駅
前
本
店

阿
南
市
富
岡
町
今
福
寺
四
○-

同

同

一
八

一
八



徳
島
県
告
示
第
二
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
八
多
町
町
田
一
番
一

地
先
か
ら

旧

五
・
〇
〜
七
・
〇

四
八
二
・
四

３

小
松
島
佐
那

同

三
反
地
一
四

３

河
内

番
一
地
先
ま
で

同

新

七
・
九
〜
二
二
・
〇

四
八
二
・
四



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
池
田
町
白
地
井
ノ
久

保
九
二
三
番
一
地
先
か
ら

旧

四
・
六
〜
二
〇
・
〇

一
三
四
・
三

８

野
呂
内
三
縄

同

６２

停
車
場

九
四
四
番
一
地
先
ま
で

同

新

八
・
二
〜
二
一
・
九

一
三
四
・
三



徳
島
県
告
示
第
二
百
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
○
号
昭
和
町
大
道
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
九
年
二
月
十
八
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
二
百
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

区
域
が
所
在

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

す
る
市
町
村

自
然
現
象
の
種
類

三
好
市

西
久
保
⑴

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

西
久
保
⑵

同

ヲ
ン
ダ
⑵

同

西
岡
⑵

同

麦
生
土

地
す
べ
り

阿
佐

同

小
川

同

樫
尾

同

神
山
町

上
河
内

同

大
埜
地

同

猪
ノ
頭

同

臼
嶽

同

東
野
間

同

上
中
内

同

東
み
よ
し
町

赤
ハ
デ
谷

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
並
び
に
徳
島
県
東
部
県

土
整
備
局
徳
島
庁
舎
及
び
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
二
百
七
号

次
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

区
域
が
所
在

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

す
る
市
町
村

自
然
現
象
の
種
類

三
好
市

西
久
保
⑴

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

西
久
保
⑵

同

西
岡
⑵

同

東
み
よ
し
町

赤
ハ
デ
谷

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
及
び
徳
島
県
西
部
総
合

県
民
局
三
好
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る

。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

区
域
が
所
在

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

す
る
市
町
村

自
然
現
象
の
種
類

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

三
好
市

西
久
保
⑴

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

西
久
保
⑵

同

ヲ
ン
ダ
⑵

同

西
岡
⑵

同

東
み
よ
し
町

赤
ハ
デ
谷

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
及
び
徳
島
県
西
部
総
合

県
民
局
三
好
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
二
百
九
号

次
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

区
域
が
所
在

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

す
る
市
町
村

自
然
現
象
の
種
類

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

三
好
市

西
久
保
⑴

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

西
久
保
⑵

同

西
岡
⑵

同

東
み
よ
し
町

赤
ハ
デ
谷

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
及
び
徳
島
県
西
部
総
合

県
民
局
三
好
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅
川
港
の
港
湾
施
設
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一
１

港
湾
施
設
の
種
類

水
域
施
設
（
小
型
船
舶
用
泊
地
）

２

名
称

大
田
地
区
小
型
船
舶
用
泊
地

３

位
置

海
部
郡
海
陽
町
浅
川
字
大
田
一
四
番
二
地
先
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

４

数
量
及
び
能
力

延
長

八
五
メ
ー
ト
ル

５

供
用
開
始
年
月
日

令
和
四
年
四
月
一
日

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
）

二
１

港
湾
施
設
の
種
類

水
域
施
設
（
小
型
船
舶
用
泊
地
）

２

名
称

加
島
地
区
小
型
船
舶
用
泊
地

３

位
置

海
部
郡
海
陽
町
浅
川
字
鍛
冶
屋
四
四
番
七
地
先
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

４

数
量
及
び
能
力

延
長

二
五
二
メ
ー
ト
ル

５

供
用
開
始
年
月
日

令
和
四
年
四
月
一
日

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
一
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
放

置
等
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
同
区
域
内
に
お
い
て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令

和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

浅
川
港
港
湾
管
理
者

徳
島
県

代
表
者

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

港
湾
名

浅
川
港

二

放
置
等
禁
止
区
域

浅
川
港
湾
口
北
防
波
堤
南
端
と
北
防
波
堤
南
端
と
を
結
ん
だ
線
、
北
防
波
堤
、
伊
勢
田
防
波
護
岸
、

大
田
係
船
護
岸
、
大
田
船
だ
ま
り
護
岸
、
陸
域
、
伊
勢
田
南
防
潮
堤
、
伊
勢
田
橋
、
伊
勢
田
北
防
潮
堤

、
陸
域
、
粟
浦
防
潮
堤
、
陸
域
、
加
島
護
岸
、
加
島
防
波
堤
、
陸
域
及
び
浅
川
港
湾
口
北
防
波
堤
に
よ

り
囲
ま
れ
た
海
面

三

放
置
等
禁
止
物
件

船
舶
及
び
浮
桟
橋



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
二
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

無
線
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト

六
百
三
十
五
台

２

調
達
物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
限

令
和
四
年
六
月
三
十
日
（
木
曜
日
）

４

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
入
札
に
参
加
す

る
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

６

入
札
説
明
書
（
契
約
条
項
等
を
含
む
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

１

二
の
２
の
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
で
、
こ
の
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
徳
島
県
知

事
が
定
め
る
一
般
競
争
入
札
（
指
名
競
争
入
札
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
２
の
㈠
に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま
で
に
２
の
㈡
に
掲
げ
る
提
出
場

所
へ
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
同
期
限
ま
で
に
申
請
を

行
っ
た
場
合
で
も
、
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
入
札
公
告
に
係
る
入
札
参
加
資
格
が



与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

２

申
請
書
の
受
領
期
限
及
び
提
出
場
所

㈠

受
領
期
限

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時

㈡

提
出
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
〇
八
八｜

六
二
一｜

二
〇
六
六
）

四

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

１

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
説
明
書
及
び
契
約
条
項
に
つ
い

て
の
問
合
せ
先

郵
便
番
号
七
七
〇｜

八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
課
回
帰
創
出
・
消
費
者
教
育
担
当

電
話

〇
八
八｜

六
二
一｜

三
一
三
五

電
子
メ
ー
ル

g
a
k
k
o
u
k
y
o
u
i
k
u
k
a
@
p
r
e
f
.
t
o
k
u
s
h
i
m
a
.
j
p

２

入
札
説
明
書
の
交
付
期
間

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
徳
島
県
の

休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
休
日
を
除

く
。
）
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
）

３

入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

無
料
で
配
付
す
る
。
な
お
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
明
記
し

た
電
子
メ
ー
ル
を
２
の
交
付
期
間
内
に
１
に
示
し
た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
へ
送
付
す
る
こ
と
。

五

入
札
に
つ
い
て
の
問
合
せ
方
法

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六

入
札
に
参
加
す
る
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項
等

１

本
件
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
し
よ
う
と
す
る
物
品
等
の
仕
様
が
、
入
札
説
明
書

仕
様
書
に
示
し
た
特
質
等
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
（
以
下
「
応
札
仕
様

書
等
」
と
い
う
。
）
を
県
の
指
定
す
る
様
式
に
よ
り
、
２
の
㈠
に
掲
げ
る
提
出
期
限
ま
で
に
２
の
㈡

に
掲
げ
る
提
出
場
所
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

応
札
仕
様
書
等
の
審
査
の
結
果
、
採
用
し
得
る
と
判
断
し
「
適
合
」
と
さ
れ
た
応
札
仕
様
書
等
を

提
出
し
た
者
に
限
り
、
入
札
落
札
決
定
の
対
象
と
す
る
。
な
お
、
県
か
ら
応
札
仕
様
書
等
に
関
し
説

明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

応
札
仕
様
書
等
の
提
出
期
限
、
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

㈠

提
出
期
限

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時

㈡

提
出
場
所

郵
便
番
号
七
七
〇｜

八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
課
回
帰
創
出
・
消
費
者
教
育
担
当

㈢

提
出
方
法



直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
無
線
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト

応
札
仕
様
書
等
在
中
」
と
明
記
し
、
書
留
郵
便
に
て
、
提
出
期
限
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）

七

入
札
手
続
等

１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

㈠

日
時

令
和
四
年
五
月
九
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
一
時

㈡

場
所

板
野
郡
板
野
町
犬
伏
字
東
谷
一
番
地
七

徳
島
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
四
階

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
室

㈢

入
札
書
の
提
出
方
法

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
書
留
郵
便
に
て
、
２
の
㈠
の
提
出
期
間
内
に

必
着
の
こ
と
。
）

２

郵
送
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
間
、
宛
先
等

㈠

提
出
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月
六
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時
ま
で

㈡

宛
先

郵
便
番
号
七
七
〇｜

八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
課
回
帰
創
出
・
消
費
者
教
育
担
当

㈢

提
出
方
法

封
筒
の
表
面
に
「
無
線
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
入
札
書
在
中
」
と
明
記
す
る
こ
と
。

３

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
見
積
も
っ
た
総
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価

格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入

札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

５

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

㈠

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

㈡

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

封
筒
の
表
面
に
「
無
線
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
入
札
書
在
中
」
と
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
入
札
書
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

㈢

記
名
の
な
い
入
札

㈣

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

㈤

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

㈥

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札



㈦

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

㈧

電
送
に
よ
る
入
札

㈨

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

６

落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
六
に
よ
り
こ
の
公
告
及
び
入
札
説
明
書
に
示
し
た
物
品
等
の

納
入
に
つ
い
て
証
明
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
提
示

し
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は

、
直
ち
に
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。
な
お
、
開
札
に
立
ち
会
わ
な
い

者
又
は
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
本
件
入
札
執
行
事
務
に
関
係
の
な

い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
、
落
札
者
を
決
定
す
る
。

八

契
約
手
続
に
関
す
る
事
項

１

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

２

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

３

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

九

そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十

S
u
m
m
a
r
y

１
S
u
b
j
e
c
t
M
a
t
t
e
r
o
f
t
h
e
C
o
n
t
r
a
c
t

P
u
r
c
h
a
s
e
o
f
W
i
-
F
i
a
c
c
e
s
s
p
o
i
n
t
.

２
P
e
r
i
o
d
f
o
r
t
h
e
S
u
b
m
i
s
s
i
o
n
o
f
B
i
d
s

H
a
n
d
d
e
l
i
v
e
r
e
d
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
s
:
M
a
y
9
t
h
,
2
0
2
2
b
y
1
1
:
0
0
.

S
u
b
m
i
s
s
i
o
n
s
b
y
m
a
i
l
:
M
u
s
t
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
b
e
t
w
e
e
n
A
p
r
i
l
2
5
t
h
,
2
0
2
2
a
n
d

M
a
y
6
t
h
,
2
0
2
2
b
y
1
7
:
0
0
.

３
F
o
r
f
u
r
t
h
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
p
l
e
a
s
e
s
e
n
d
a
l
l
e
n
q
u
i
r
i
e
s
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g

a
d
d
r
e
s
s
:

S
c
h
o
o
l
E
d
u
c
a
t
i
o
n
D
i
v
i
s
i
o
n
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
B
o
a
r
d
o
f
E
d
u
c
a
t
i
o
n

1
-
1
B
a
n
d
a
i
-
c
h
o
T
o
k
u
s
h
i
m
a
C
i
t
y
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
7
7
0
-
8
5
7
0
,
J
a
p
a
n

E
-
m
a
i
l
:
g
a
k
k
o
u
k
y
o
u
i
k
u
k
a
@
p
r
e
f
.
t
o
k
u
s
h
i
m
a
.
j
p



徳
島
県
監
査
委
員
公
表
第
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
七
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
包
括
外
部
監
査
人
堀
井
秀
知
か
ら
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
監
査
委
員

近

藤

光

男

同

岡

﨑

悦

夫

同

大

寺

健

司

同

西

沢

貴

朗

同

梶

原

一

哉
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包括外部監査結果報告書 
 

 

「防災・減災に係る事務事業の執行について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島県包括外部監査人 

堀 井 秀 知 

 



 

 

目 次 

第１章 包括外部監査の概要 ................................................ 1 

第２章 徳島県の災害リスクと東日本大震災における教訓 ...................... 4 

１ 徳島県の災害リスク ................................................ 4 

２ 東日本大震災等の過去の災害での教訓 ............................... 39 

３ 調査の視点・対象の選出 ........................................... 42 

第３章 防災危機管理に関する体系 ......................................... 44 

１ 概要 ............................................................. 44 

第４章 県防災拠点施設 ................................................... 52 

１ 徳島県庁万代庁舎 ................................................. 52 

２ 徳島県立防災センター ............................................. 53 

３ 徳島県立南部防災館 ............................................... 56 

４ 徳島県立西部防災館 ............................................... 58 

５ 徳島中央警察署 ................................................... 61 

６ 監査の結果及び意見 ............................................... 65 

第５章 徳島県業務継続計画（県庁ＢＣＰ）・職員研修 ........................ 68 

１ 徳島県業務継続計画（県庁ＢＣＰ）について ......................... 68 

２ 職員研修について ................................................. 78 

第６章 備蓄全般 ......................................................... 82 

１ 備蓄に関する県の役割、体制について ............................... 82 

２ 監査の結果及び意見 ............................................... 88 

第７章 学校防災計画及び県立学校における備蓄 ............................. 98 

１ 県立学校における学校防災計画の策定及び備蓄の現状について ......... 99 

２ 監査の結果及び意見 .............................................. 103 

第８章 住民啓発・研修・情報発信 ........................................ 117 

１ 住民啓発・研修について .......................................... 117 

２ 情報の整理、構成について ........................................ 120 

３ 避難所の情報について ............................................ 125 

４ 各種計画、マニュアルの構成図について ............................ 125 

第９章 応急仮設住宅・被災者の生活再建支援体制 .......................... 127 

１ 応急仮設住宅について ............................................ 127 



 

 

２ 被災者の生活再建支援体制について ................................ 134 

第１０章 防災・減災関連補助金（危機管理環境部関連） .................... 144 

１ 概要 ............................................................ 144 

２ 監査の結果及び意見 .............................................. 154 

第１１章 まとめ ........................................................ 162 

 

 

  



 

1 

 

第１章 包括外部監査の概要  

 

１  外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７第１項及び徳島県外部監査契約に基づく監査に関

する条例第２条に基づく包括外部監査 

 

２  選定した特定の事件の名称（テーマ） 

(1) 監査対象 

 防災・減災に係る事務事業の執行について 

 

(2) 監査対象機関 

 知事部局、教育委員会、公安委員会 

 

(3) 監査の対象とした期間 

 令和２年度。ただし、必要な範囲で過年度及び令和３年度も対象とした。 

 

３  監査を実施した期間 

令和３年５月１７日から令和４年３月２４日まで 

 

４  監査従事者 

(1) 包括外部監査人 

 弁 護 士   堀井 秀知 

 

(2) 包括外部監査人補助者 

 弁 護 士   豊田 泰士 

 公認会計士   藤原  晃 

 

５  利害関係 

包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした事件について地方自治

法第２５２条の２９に定める利害関係を有していない。 
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６  監査テーマ選定の理由 

徳島県は、南海トラフ巨大地震の想定被災地の１つであるが、平成２３年３月 

１１日に発生した東日本大震災を受けて、被害想定の見直しが行われ、平成２５年

７月に発表された徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次）では、全壊建物 

１１６,４００棟、死者３１,３００人という、本県だけで東日本大震災を上回る甚

大な被害想定が公表された。これは、従来の被害想定において元になっていた宝永

地震級（マグニチュード８.６）のおおむね１００年から１５０年程度の発生間隔

である地震（レベル１相当）だけでなく、東日本大震災を引き起こした東北地方太

平洋沖地震級（マグニチュード９.０）の千年から数千年に１度発生するかどうか

の最大クラスの地震（レベル２）に対応するものである。さらに、平成２９年７月

発表の徳島県中央構造線・活断層地震による被害想定においては、全壊建物

６３,７００棟、死者３,４４０人という数値が公表されている。 

 また、本県は台風の通り道に位置しており、全国的に暴れ川として知られる吉野

川や那賀川等を抱える豪雨災害の多発地域でもあり、県の定める総合計画「『未知

への挑戦』とくしま行動計画」においても、南海トラフ巨大地震をはじめとする災

害への備えが重要な柱とされ、徳島県国土強靭化地域計画、徳島県地域防災計画、

「とくしま－０作戦」地震対策行動計画（徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動

計画）、徳島県業務継続計画などの災害に対する各種計画を策定し、それらに基づ

いた防災・減災対策を推進している。 

 これらの従来から知られていた災害リスクへの対応だけでなく、近年では、巨大

化する台風や線状降水帯により激甚化・頻発化する豪雨災害や高潮被害、複数の自

然現象が同時又は連続して発生する複合災害への対応や、新型コロナウイルス感染

症対策も不可避となっており、よりきめ細やかな防災・減災対策の実施が求められ

ている。 

 そこで、これらの防災・減災に係る事務事業の執行が適正に実施されているか等

を確認するため、外部監査を実施することとした。ただし、防災・減災に係る事業

は、本来は県が実施する全事業が対象となるため、その全てを網羅的に監査するこ

とは困難である。そこで、後述するとおり、東日本大震災における教訓も参考に、

①発災直後の被災者の命に直結する災害用備蓄、学校防災、仮設住宅整備計画及び

県自身の被災対応でもある事業継続計画（ＢＣＰ）、②平時対策として一般向け及

び職員向けの防災研修、補助金事業を取り上げるとともに、③県の先進的な取組で
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ある徳島県復興指針についても一部監査の対象としている。 

 

７  監査の着眼点 

(1) 各事業が関係法令に準拠して適法適切に実施されているか。 

(2) 各事業が効率的・経済的に実施されているか。 

(3) 各事業の有効性の検証や運用が適切に行われているか。 
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第２章 徳島県の災害リスクと東日本大震災における教訓 

 

１ 徳島県の災害リスク 

(1) 「監査テーマ選定の理由」において述べたように、徳島県は様々な甚大な被害

をもたらすおそれのある自然災害のリスクを抱えている。もっとも、地震や台風、

豪雨といった「自然現象」そのものを「災害」と捉えることは誤りであるという

ことは、防災・減災対策を検討する上で重要である。 

 地震や台風、豪雨といった自然現象は、災害（ディザスター）、すなわち、これ

ら自然現象によって引き起こされた人間社会の営みへの被害の要因（ハザード）

でしかない（なお、災害を引き起こすハザードは自然現象に限られるわけではな

い）。そして、ハザードによってもたらされる被害は、平時から存在する社会の脆

弱性を突いて発生する。「災害は、平時から潜在的に存在していた課題を顕在化さ

せ、あるいは顕在化していた課題を更に増大させる」、「災害は平時のトレンドを

加速させる」と言われる所以である。 

 そのため、防災・減災対策としては、少子高齢化及び人口減少に伴う地域コミ

ュニティの衰退や、災害対応の担い手の不足、産業構造・社会構造の変化に伴う

災害対応力の低下等、社会のソフト面での脆弱性への対応にも目を配る必要があ

る。ともすれば災害対応は、堤防や防潮堤の整備や高台移転等のハード対策に目

を奪われがちであり、ハード対策も重要であることは言うまでもないが、ハード

対策だけをしていれば事足りるわけではないのである。 

 

(2) 前述したとおり、南海トラフ地震の被害想定については、従来の被害想定にお

いて元になっていた安政地震（マグニチュード８.４）ないし宝永地震級（マグニ

チュード８.６）のおおむね１００年から１５０年程度の発生間隔である地震（レ

ベル１相当）だけでなく、東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震級

（マグニチュード９.０）の千年から数千年に１度発生するかどうかの最大クラス

の地震（レベル２）に対応する被害想定が出されるに至っている。 

徳島県においては、以下のとおり、レベル１相当の被害想定については、平成

１５年度・１６年度に、レベル２の被害想定については、平成２５年度にそれぞ

れ公表されている（なお、平成１５年度・１６年度になされた被害想定は、東日

本大震災が発生する前に行われたものであり、厳密には、想定南海トラフ地震を
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レベル１・レベル２に分けるという考え方に基づいてなされたものではないが、

その想定地震の規模からしてレベル１に相当する。実際にもレベル１の被害想定

として活用されているため、本調査においてもレベル１の被害想定として扱う）。

また、レベル２の被害想定を前提に、後述するとおり、死者をゼロにすることを

目指す「とくしま－０作戦」地震対策行動計画（徳島県南海トラフ・活断層地震

対策行動計画）が策定されている。 

 これら２つの被害想定を比較すると、想定地震のマグニチュードとしては８.６

と９.０であり、０.４しか違っていないのであるが、徳島県内で想定される震度・

液状化・津波浸水域いずれもレベル２はレベル１を遙かに上回っている。これは、

マグニチュードが０.４違うことによって地震エネルギーが約４倍となることに

起因するものである（このように、マグニチュードは０.２異なると地震エネルギー

は約２倍、１異なると約３２倍にもなり、それだけ被害は甚大となる点に注意が

必要である。なお、地震による被害は、マグニチュードの大小だけでなく、地震

が発生した場所等にも影響される。例えば、阪神淡路大震災をもたらした兵庫県

南部地震のように、いわゆる直下型地震はマグニチュード７クラスでも大きな被

害となるのは、震源域が被災地に近いため、被災地にそれほど減衰することなく

地震エネルギーが到達するためである。また、木造建築物と共振現象を引き起こ

す、いわゆるキラーパルス等も被害の大小に影響する。さらに、関東大震災や熊

本地震のように、地震前後の台風や豪雨等によって被害を拡大させるケースも少

なくない）。 

 そのため、レベル１の想定死者数は最大で約４,３００人、想定建物被害数は最

大で全壊約５０,０００棟、応急仮設住宅約１３,０００世帯となっているのに対

し、レベル２の想定死者数は最大で３１,３００人、全壊棟数１１６,４００棟、

応急仮設住宅についても約７０,０００戸必要とするなど、文字どおり桁違いの被

害想定となっている。特に、津波被害が想定されている沿岸自治体では、建物の

全壊率が８０％を超える壊滅的な被害が想定されている自治体も存在する。 

 さらに、災害対応を考える上では、ライフライン等の被害も無視することがで

きない。レベル２の被害想定では交通施設の被害も甚大であり、特に、発災から

１週間後であっても相当のライフライン被害が生じることが想定されている。避

難者は最大で約３６２,６００人にも達し、全県人口の約半数が一時的に避難者と

なる旨の想定が出されている。 
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【南海トラフ地震レベル１の被害想定】 

 

 

（出典：平成 16 年度 徳島県地震動被害想定調査報告書） 
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（出典：平成 16 年度 徳島県地震動被害想定調査報告書） 
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（出典：平成 16 年度 徳島県地震動被害想定調査報告書） 
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 【南海トラフ地震レベル２の被害想定】 

 

 

 

 （出典：とくしま住生活未来創造計画参考資料 「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 
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（出典：とくしま住生活未来創造計画参考資料 「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 
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（出典：平成 25 年 11 月 25 日公表 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第二次）の概要） 
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（出典：平成 25 年 11 月 25 日公表 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第二次）の概要） 
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（出典：とくしま住生活未来創造計画参考資料 「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 
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ところで、東日本大震災以降、ともすれば津波被害ばかりがクローズアップさ

れがちであるが、徳島県においては、津波に加えて、地震動、液状化等による被

害も深刻なものとなることが想定されている。また、県庁所在地である徳島市は、

吉野川の河口に広がる三角州を中心に発展しており、徳島市内は大小多くの橋梁

で結ばれているが、これら橋梁が地震動や津波により被害を受けると、市内は容

易に寸断されてしまうことにも留意する必要がある。 

 あわせて、南海トラフ地震の規模によっては、徳島県のみならず全国に甚大な

被害が及ぶことにも留意する必要がある。例えば、平成２４年８月２９日に内閣

府から発表された中央防災会議がとりまとめた「南海トラフの巨大地震よる津波

高・浸水域等（第二次報告）及び被害想定（第一次報告）について」によれば、

最大で３０府県で震度６弱以上の地震動に見舞われ、津波の浸水域は、関東から

四国・九州の太平洋沿岸等の極めて広い範囲で想定され、最大となるケースの浸

水域は約１,０１５平方キロメートル（これは、東北地方太平洋沖地震時の浸水域

（５６１平方キロメートル）の約１.８倍の広さである）となり、人的被害は最大

で死者約３２万３,０００人、建物被害は最大で約２３８万棟が揺れや液状化、火

災によって全壊又は焼失すると想定されるとともに、四国地方が大きく被災する

ケースにおいても、死者約３万２,０００人から約２２万６,０００人、全壊及び

焼失棟数約９４万棟から約２３６万４,０００棟と想定されている。これらの被害

想定は、南海トラフ地震においては、全国各地で甚大な被害が発生していること

から、県外からの支援が東日本大震災よりもさらに遅れる可能性を示唆するもの

であり、県内における防災力をより高める必要がある。 

 さらに、これらの被害想定は、ハザードマップと同様に、ある特定の想定のも

とに算出されている被害想定であることに留意しなければならない（中央防災会

議による被害想定に大きな開きがあるのもそのためである）。例えば、やむを得な

いこととはいえ、しばしば発生する複合災害による被害までもは想定されておら

ず、また、想定死者数についても、あくまでも直接死のみの想定となっており、

発災後の劣悪な避難環境等が要因となって発生する災害関連死を含む数字ではな

い。他方、「とくしま－０作戦」地震対策行動計画が目指すように、建物の耐震化

の進捗や家具の転倒防止措置や感震ブレーカー等の普及、さらには高台移転や住

民の防災意識と備えの高まり等によっては、被害想定を大きく減らすことも不可

能ではない。 
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(3) 前述したとおり、自然災害は、自然の営みと人間の営みが重なるときに発生す

る。したがって、地震等のハザードの規模だけでなく、徳島県の社会状況につい

ても概観しておくこととする。 

 徳島県は、少子高齢化及び人口減少が続くとともに、核家族化の進行に合わせ

て増加してきた世帯数は減少に転じ、世帯構成については、単独世帯、夫婦のみ

世帯、ひとり親世帯が増加していくと予測されている。また、これまでも世帯増

加を上回るペースで住宅が増加してきたが、世帯数の減少に伴い、空き家のさら

なる増加が懸念されるとともに、住宅ストックの７割前後を占める持ち家の約 

３分の２が木造住宅であり、築年数の古いものが多いが、住宅リフォームをする

際に構造補強までされることは少ない。徳島県が３年に１回程度行っている「徳

島県地震・津波県民意識調査（平成３０年）」でみても、木造住宅耐震対策の必要

性があると評価された住宅に居住している回答者のうち、「耐震改修をしている」、

「耐震改修を予定している」との回答は９.０％にとどまり、「耐震改修を予定し

ていない」との回答は７３.７％にのぼっている（問１５）。 

 また、高齢者の単身・夫婦世帯の割合の高まりや子どもとの居住の状況等の高

齢者の住まいに関する状況についても、高齢者の災害時の避難行動等を考えると

きには参考になる。 

 なお、ここで挙げている事項のみが災害に関わる指標ではないことには留意さ

れたい。例えば、外国人や旅行客等は、住民と比較すると、土地勘もなく、災害

情報を的確に取得することも難しいため、災害時には、高齢者や障がい者等と同

じく、いわゆる災害弱者に当たると考えられている。また、平時において地域コ

ミュニティが弱い地域や、地域コミュニティ等から孤立している住民は、災害時

においてもより被害を受けやすい。例えば、東日本大震災においては、高齢者や

障がい者の津波被害は、それ以外の住民と比べて有意に大きかったことが知られ

ているが、その中でも、施設で生活する高齢者や障がい者よりも、自宅で生活す

る高齢者や障がい者の津波被害が大きかったことが知られている。これは、施設

においては施設職員による一定の支援が期待できたのに対し、自宅においては近

隣からの適切な支援を受けられるとは限らなかったことを示している。 

 このように、ハザードによって影響を受ける社会の脆弱性を評価するに際して

は、様々な事項を観念する必要があるところ、前述したとおり、「災害は、平時か

ら潜在的に存在していた課題を顕在化させ、あるいは顕在化していた課題を更に
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増大させる」「災害は平時のトレンドを加速させる」のであるから、正確な統計資

料等の収集・保存とその分析評価や、平時における課題の洗い出しと、統計資料

等や課題の更新作業は、災害対応を検討するにも重要な基礎資料となる。 
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（出典：とくしま住生活未来創造計画参考資料 「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 
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（出典：とくしま住生活未来創造計画参考資料 「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 
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（出典：とくしま住生活未来創造計画参考資料 「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 
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（出典：とくしま住生活未来創造計画参考資料 「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 
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（出典：とくしま住生活未来創造計画参考資料 「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 
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産業構造でみると、２０１５年の第一次産業、第二次産業、第三次産業の就業

者比率は、それぞれ８.２％、２３.４％、６５.３％であり、特に第一次産業の減

少が著しい。２０１６年の事業所数構成比についても、第１次産業が１.０％、第

二次産業が１６.８％、第三次産業が８２.２％であり、第三次産業の占める割合

が著しい。そして、少子高齢化及び人口減少により就業者数、事業所数いずれに

ついても、長期的には減少を続けている（数字及び図は「徳島県の産業と経済」

（公財）徳島経済研究所に基づく）。例えば、発災後、応急仮設住宅の建設や被災

した住宅の修繕に従事することが想定される大工人口についても、昭和５５年を

山として平成２２年には約４割にまで減少している。 

 

 

 

 

 

 

（出典：（公財）徳島経済研究所「徳島県の経済と産業」） 
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（出典：（公財）徳島経済研究所「徳島県の経済と産業」） 
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（出典：とくしま住生活未来創造計画参考資料 「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 

 

 

 

 また、高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾な

どの社会インフラについても、今後、建設後５０年以上経過する施設の割合が加

速度的に高まっていくと想定されている（「未知への挑戦」とくしま行動計画令和

３年度版）。 

 このように、災害に対する社会の脆弱性については、ハード・ソフトともに年々 

厳しさを増しているのが現状であると言わざるを得ない。 
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(4) ところで、例えば「マグニチュード（Ｍ）９クラスの南海トラフ巨大地震が発

生した場合、津波で流入した海水が陸上にとどまる「長期湛水」により、徳島市

の沖洲地区はほぼ全域、川内地区は約半分のエリアで、地震発生から７２時間後

も浸水被害が続く可能性があることが分かった。徳島大大学院の馬場敏孝教授（津

波防災学）らの研究チームが被害想定をまとめた。」(引用「平成２９年１１月２４

日徳島新聞電子版」）、また、「地球温暖化の影響で日本付近の海面が上昇すれば、

マグニチュード（Ｍ）９の南海トラフ巨大地震で想定される津波浸水面積が、徳

島市で最大１８％増えることが東北大災害科学国際研究所の研究で分かった。」

（引用「令和３年１２月１３日徳島新聞朝刊」）とのことであり、これらの研究の

信頼性については判断できる立場にはないが、今後も、新たな科学的知見によっ

て、被害想定の見直しを要する場合があることは当然である（そもそもレベル２

の被害想定についても、従来、日本近辺においてマグニチュード９クラスの巨大

地震は起きないのではないかという科学的知見が、東北地方太平洋沖地震によっ

て覆されたことなどによりなされたものである）。 

 いずれにせよ、南海トラフ地震の被害想定といっても、いつ、どこで、どのよ

うな規模の地震が発生するのかという前提条件を変えると被害の様相も大きく変

わってくる（これは、地震以外の洪水・高潮等の各ハザードについても同様であ

る。なお、徳島県が令和２年に公表した最大規模の高潮が発生した場合の浸水想

定は、南海トラフ地震による津波浸水想定と同程度かそれを上回っている）ので

あり、特に、発生頻度としては、南海トラフ地震のレベル１の方が高いと考えら

れているのであるから、南海トラフ地震のレベル１の被害想定は、レベル２の被

害想定が出されたことにより無用になったわけではない。 

 実際、津波対策としては、レベル１の南海トラフ地震については堤防等の整備

によって津波の浸水被害を可能な限り防ぐとともに、レベル２の南海トラフ地震

については津波の浸水被害を堤防等で防ぐことは困難であるため、津波避難タワ

ーの整備等により津波から市民を守る対策が目指されている。そして、災害によ

る被害がどの程度のものであったかは、例えば、生活再建ないし復興に至るまで

のタイムラインが異なってきたり、個々の被災者の生活再建支援に投入すること

ができるリソースが異なってきたり、そもそも復興まちづくりをすべき被災地域

の大小が異なってきたりするなど、被災者の生活再建や被災地域の復興まちづく

り等の復興段階に至るまで影響を及ぼすことになるため、より柔軟な災害対応を
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行うことが必要となってくる（実際、過去の災害においては、被災者が自宅を解

体すべきかどうか判断することが困難なタイミングで公費解体の受付が締め切ら

れるなど、被災者の生活再建のために必要なタイムラインを十分に意識できてい

ない災害対応がなされた例も報告されている）。そして、実際に発生する南海トラ

フ地震は、必ずレベル１かレベル２のいずれかとなるというわけではなく、被害

想定はあくまでも想定でしかないのであって、発災時には、実際に発生した災害

がもたらした被害を前提に具体的で柔軟な災害対応が必要となる。そのため、南

海トラフ地震についての災害対応を検討するに際しては、現時点での最大被害の

想定を行ったレベル２の被害想定をベースとすることはそのとおりであるとして

も、実際に発生した災害がもたらした被害を前提に、より柔軟な災害対応ができ

るような検討を進めていくことが望ましいと考える。 

 また、前述したとおり、災害による被害はハザードのみによって決まるわけで

はなく、影響を受ける社会の側の変化にも左右されるところ、今後加速する少子

高齢化によって否応なしに社会も大きく変動していくことが想定されているので

あるから、社会の変化によっても被害想定が変わってくることも否定し難い。 

そのため、大規模な災害の被害想定を実施するには相当の予算を必要とするた

め、頻回に被害想定を見直しすることは困難であるとしても、被害想定は、災害

対応を検討する上での基礎資料となるものであるから、一度きりで終わらせるこ

となく、新たな科学的知見や社会の変化等を踏まえ、適切なタイミングで見直し

を実施していくことが望ましいと考える。 

 

（意見１） 

 南海トラフ地震についての災害対応を検討するに際しては、現時点での最大被

害の想定を行ったレベル２の被害想定をベースとすることはそのとおりであると

しても、実際に発生した災害がもたらした被害を前提に、より柔軟な災害対応が

できるような検討を進めていくことが望ましいと考える。 

 

（意見２） 

 被害想定は、災害対応を検討する上での基礎資料となるものであるから、一度

きりで終わらせることなく、新たな科学的知見や社会の変化等を踏まえ、適切な

タイミングで見直しを実施していくことが望ましい。 
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(5) 「徳島県地震・津波県民意識調査（平成３０年）」によると、南海トラフ巨大地

震について、「非常に関心がある」、「関心がある」との回答が８３％を占めており

（問１）、中央構造線・活断層地震についても、「非常に関心がある」、「関心があ

る」との回答が６２.１％であり（問３）、これら２つの地震についての県民の関

心は総じて高い。 

 もっとも、徳島県は「徳島県総合地図提供システム」において、津波浸水想定・

震度分布・液状化危険度分布を公表しているが、「このシステムを利用して自宅周

辺を確認したことがある」との回答は２８.４％にとどまり、「見たことはあるが、

詳しく確認していない」との回答を加えても５３.８％にとどまる（問１０）。 

 家具の固定についても「全部または大部分固定している」との回答は８.４％に

とどまり、「一部、固定している」との回答を加えても５４.４％にとどまる（問

１６）。 

 災害時の備えとしての食料・水の備蓄状況についても「準備していない」との

回答がもっとも多く（それぞれ２８.２％、２８.８％）、３日分以上の備蓄をして

いるとの回答は、それぞれ３８.６％、３２.９％にとどまる（問１７、問１８）。 

 携帯トイレ、簡易トイレに至っては、「準備していない」との回答が８０.３％

を占めるとともに（問２０）､「過去１年間に公的機関、住民、職場等の防災訓練に

まったく参加したことがない」との回答が５２.５％にものぼっている（問２３）。 

 一方、県や市町村に対する地震防災対策の要望としては、避難所・避難場所の

整備、避難経路の確保に関する期待が最も多く、次いで多かったのが訓練・講演

会・研修の開催、道路・河川・堤防などのインフラ整備、防災に関する周知・広

報に関する回答であった。 

 その他の回答をみても、県民の多くは、南海トラフ巨大地震等について関心を

もってはいるものの、その関心の高さに見合った事前の備えを実践まではできて

いないことが窺われ、経年変化を比較しても劇的な数字の改善までは見られず、

県民の防災についての行動変容を促すためには、なお一層の取組が必要であるこ

とが分かる。 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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（出典：平成 30 年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）報告書） 
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２ 東日本大震災等の過去の災害での教訓 

 

(1) 阪神淡路大震災が、高度成長期以降の日本が経験した初めての大規模な都市型

災害と位置付けるとすれば、東日本大震災は、高度成長期以降の日本が経験した

初めての広域災害と位置付けることができよう。そして、大きな災害が発生した

場合、必ずといっていいほど、被災した自治体はその記録誌を発行し、その教訓

を伝えている。 

 我が国の災害対応は、基本的に過去の災害での教訓を受けて改善がなされてき

たものであるが、例えば、発災直後の避難所環境の改善は、戦前から大きく変わ

るものではなかった（昭和５年に発生した北伊豆地震や、昭和３４年に発生した

伊勢湾台風の避難所の写真は、インターネットでも確認することができるが、平

成や令和に発生した災害における避難所の写真との違いは、白黒かどうかという

程度でしかない）が、新型コロナウイルス感染症対策のためにようやく進展が見

られたように、災害対応のあらゆる場面において、過去の災害の教訓が適切に反

映されているとは言い難い。 

 そのため、本監査を実施するに当たっても、これら被災自治体の記録誌から得

られる知見を活用することは、大いに有用であると考えた。もっとも、東日本大

震災で被災した全自治体の記録誌を網羅的に検討することは、時間的にも分量的

にも困難である。 

 そこで、発災直後の自治体職員及び住民の避難行動や初動体制等に関し、①東

日本大震災において人口の１割に近い１,２８６人が犠牲となり、行政としても、

町役場が津波被害を受けるとともに、公務中に町長以下４０人の職員（これは当

時の正職員・臨時職員・第三セクター職員の２割に当たる）が犠牲になるという

甚大な被害を受けた岩手県大槌町の記録（平成２９年『東日本大震災大津波にお

ける大槌町災害対策本部の活動に関する検証報告書』及び令和３年『大槌町役場

職員 大槌町東日本大震災津波犠牲職員状況調査報告書』）、②東日本大震災にお

いて、１６３名から２４８名の避難者（推計）のうち１２９名（推計）が犠牲に

なったという「鵜住居の悲劇」とも呼ばれる甚大な被害が生じた岩手県釜石市鵜

住居地区防災センターの記録（平成２６年３月『釜石市鵜住居地区防災センター

における東日本大震災津波被災調査報告書』）、③児童７２名・職員１０名が避難

行動中に遭遇した津波の犠牲となった宮城県大川小学校の記録（平成２６年２月
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『大川小学校事故検証報告書』）及び、大川小学校の遺族が石巻市及び宮城県を相

手に損害提起した賠償請求訴訟（大川小学校津波被害訴訟）において、石巻市及

び宮城県に対し賠償責任を認めた控訴審判決（なお、同訴訟は、石巻市及び宮城

県が上告・上告受理申立を行ったが最高裁判所はこれを退け、確定している）を

参照し、また、災害対応全般については、岩手県において東日本大震災の教訓を

まとめた記録『東日本大震災津波からの復興 岩手からの提言』を参照し、後述

する調査の視点や対象の選出に活用した。 

 なお、監査人は、阪神淡路大震災においては神戸市灘区で被災し、所属弁護士

会・弁護士会連合会・日本弁護士連合会の災害対応を主管とする各委員会に長く

所属するとともに、日本災害復興学会に所属し、各地の被災地でのボランティア

や調査活動等にも従事していることから、本調査に当たっては、監査人自身の本

調査以前から有する災害に関する知見も適宜活用していることを付言しておく。 

 

 

(2) 適切な避難行動を取ることができず大きな被害を出した大槌町、鵜住居地区防

災センター、大川小学校いずれの事例においても指摘されていることは、まずも

って事前の防災体制の不備である。 

 例えば、大槌町においては、災害対策本部が役場庁舎前に設置されたため、町

長以下幹部職員の多くが津波被災に遭い、庁舎そのものの被害と相まって長期間

に渡って自治体機能が大きく損なわれることとなったが、①役場庁舎が過去の津

波浸水域に設置されていたにも関わらず、②当時の地域防災計画においては、津

波警報が発令された場合であっても、災害対策本部である町役場が職員参集場所

とされ、③実際にも、地域防災計画や毎年の津波避難訓練の人員配置に従って、

役場庁舎に集まり、あるいは庁舎内で待機し、④地域防災計画では、役場庁舎が

被災して「使用に耐えないと見込まれたとき」は災害対策本部を城山の中央公民

館に設置すると定められていたものの、具体的な移設基準は明記されておらず、

⑤震災前年に全職員に配布された「大槌町職員用防災手帳」においても、想定宮

城県沖地震規模の津波被害の際、災害対策本部を中央公民館に設置するとの記載

はあったが、職員に周知徹底されていなかったこと等が被害拡大の要因として指

摘されている。 

 鵜住居地区防災センターにおいても、①同センターは津波災害の一次避難場所
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ではないが、拠点避難所であるという分かりづらい機能設定がされていた上、

②震災以前の避難訓練に利用され、多数の住民が同センターでの避難訓練に参加

しており、③平成２２年に発生したチリ地震の際にも、防災センターに避難する

者がおり、④その対応について、当時この点に疑問を指摘した職員がいたにも関

わらず、市としては何らの対応もとることなく、⑤鵜住居地区の一次避難場所、

拠点避難所の告知は、防災センター竣工直前に一度行われただけで、その後の市

民への周知も十分ではなかったこと等が、東日本大震災発災時、本来、絶対に避

難するべきではなかった同センターに、多くの市民が避難する結果を招来した要

因として指摘されている。 

 大川小学校においても、東日本大震災当時作成されていた危機管理マニュアル

における津波避難に関する記載の不備及び当該マニュアルの提出を受けていなが

らも、かかる不備を漫然と放置していた教育委員会の対応等が、多くの児童・職

員が津波の犠牲となる原因となったことが、大川小学校控訴審判決はもとより検

証報告書においても指摘されている。 

 これら防災体制の不備は、職員や市民の防災に関する誤った知識や意識からく

るものであると同時に、不十分な防災体制が、更に誤った防災に関する知識や意

識を醸成するという悪循環をもたらしている点にも留意する必要がある。例えば、

阪神淡路大震災当時、「関西に大きな地震はこない」という俗説が広く流布してい

たように、「よもや自分が被災者になるとは思わなかった」と言うのは、あらゆる

災害において繰り返し語られる言葉であるが、そうした誤った知識や意識が、「安

全だから備える必要がない」と防災体制の不備に繋がり、また、防災体制の不備

が、「備えていないのは安全だからだ」という誤った知識や意識の醸成に繋がるの

である。 

 なお、大川小学校は、大槌町役場や鵜住居地区防災センターとは異なり、東日

本大震災発災当時の津波ハザードマップにおいては、予想浸水区域には含まれて

おらず、津波が発生した場合の避難場所として大川小学校が使用可能であると記

載されていたことに留意する必要がある（ただし、洪水・土砂災害ハザードマッ

プにおいては、豪雨により想定される浸水があった場合、大川小学校は避難場所

として使用不可能であることが記載されている）。大川小学校控訴審判決は、ハザ

ードマップの記載を盲信することなく、その信頼性等について検討することを求

めている。この判示は、前述したとおり、ハザードマップは、ある一定の条件下
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での被害を想定したマップに過ぎず、前提条件が異なれば被害結果は当然異なっ

てくるという、ハザードマップの限界を端的に指摘しているものであるところ、

実際にはハザードマップにおいても、「想定が異なれば被害が異なること」を指摘

しているにも関わらず、ともすれば、官民を問わず、ハザードマップを「安心マ

ップ」と誤解し、誤った防災対応がとられていたことを厳に戒めていると理解す

べきである。 

 

 

(3) 次に、岩手県における前記提言には、福島第一原発事故関係の取組・提言を除

いても７９項目にも及ぶ取組・提言がなされるとともに、これらには既存の制度

枠組みにとらわれない取組・提言も１６項目に及んでいる。そして、「第６節 有

識者からのメッセージ」を丁寧に読み込むと、被災者支援や生業支援、男女共同

参画、復興まちづくりや被災自治体への包括的支援等、現在の制度を墨守するだ

けでは解決が困難な様々な課題がより浮かび上がってくる。もっとも、そこで指

摘されている課題は非常に多岐にわたっており、県単独で解決できるものばかり

ではなく、国や市町村はもとより、住民や民間（事業者やＮＰＯ・ボランティア・

専門機関等）との平時からの協働が欠かせないことが分かる。 

 

 

３ 調査の視点・対象の選出 

 

(1) 災害対応を検討するに当たって、行政職員等をはじめとする支援者がまずもっ

て肝に銘じる必要があることは、大槌町の教訓が教えるとおり、「支援者が絶対に

助かること」である。支援者が亡くなり、あるいは心身に不調をきたしてしまえ

ば、もはや被災者を支援することはできない。ところが、この当たり前のことが、

ともすればないがしろになり、支援者が助かる備えをしていないにも関わらず、

「支援者が無事であること」を前提に災害対応が検討されていることは少なくな

い。 

 そのため、本調査に当たっては、まず、県庁職員が助かるための備えをどこま

でできているのか、県庁職員が正しく防災に関する知識や意識を醸成することが

できているのか、という視点から、調査対象を選出することとした。こうした視
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点からは、①徳島県の災害時の事業継続について定めた徳島県業務継続計画（県

庁ＢＣＰ）及び職員に対する研修とともに、庁舎の安全性の確保や職員用の備蓄

の状況等を調査対象とすることとした。 

 次に、大規模災害における発災直後の被災者の命を守る行動は、多くの場合被

災者自身に委ねざるを得ない（被災者の救命活動は、行政の重要な任務ではある

が、特に大規模災害において、全ての被災地で発災直後に消防や自衛隊等が救命

活動を行うことなどおよそ不可能である）が、助かった命を守るための活動は、

後述するとおり、災害救助法においても都道府県及び市町村が果たすべき重要な

任務である。もっとも、災害救助法における活動は、１２種類に大別することが

できるが、その全てを取り上げることは困難であるため、特に、被災者の命に直

結する、備蓄及び応急仮設住宅を調査対象とすることとした。 

 また、県民が正しく防災に関する知識や意識を醸成することができているのか、

という観点から、住民への啓発や研修、情報発信についても調査対象にするとと

もに、事前の防災の備えのために大きな役割を果たすと考えられる補助金につい

ても調査対象に加えた。 

 あわせて、大川小学校控訴審判決は、前述したとおり、事前の防災に関する各

組織の取組の不備を根拠に責任を認めたものであり、現場の学校職員の過失から

責任を導き出した一審判決と比較して、組織的過失を認めた判決として画期的な

ものであることから、同判決を受け、文部科学省が新たに通知を出すに至った学

校防災計画についても調査の対象に加えている。 

 最後に、徳島県は全国の都道府県に先駆けて、令和元年１２月、徳島県復興指

針を策定しており、そこでは「事前復興」と「災害ケースマネジメント」という

２つの特色ある視点を打ち出している。このうち、「災害ケースマネジメント」は、

被災者の生活再建支援に関する新たな視点であり、従来、自治体の地域防災計画

においては、被災者の生活再建支援に関する記載が十分にはなされておらず、実

際の災害対応においても後手に回っているケースが多いことから、調査対象に加

えることとした。 
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第３章 防災危機管理に関する体系 

 

１ 概要  

 

(1) 災害対策基本法 

災害対策基本法は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する

ため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を

通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、

災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な

災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推

進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とす

る（同法第１条）ために制定された法律であり、同法第４条において、都道府県

の責務を以下のとおり規定している。 

 

【第４条（都道府県の責務）】 

１ 都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県

の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方

公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、

及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び指定地方

公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合

調整を行う責務を有する。 

２ 都道府県の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、前項に規定する

都道府県の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければ

ならない。 

  

また、同法第４０条第１項は「都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、

当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地

域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければな

らない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触

するものであつてはならない。」と規定し、県に対して地域防災計画の作成義務を

課している。 
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 同条第２項は、地域防災計画に定めるものを規定している。 

① 当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一

部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市

町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的

団体その他防災上重要な施設の管理者（次項において「管轄指定地方行政機

関等」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱 

② 当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研

究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予

報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の

災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

③ 当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、

施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関す

る計画 

 

県では、災害対策基本法に則り、「徳島県地域防災計画」を作成している。 

 また、「徳島県地域防災計画」の下位に位置付けられる「徳島県広域防災活動計

画」を作成し、同計画は「徳島県内で最も甚大な被害が想定される南海トラフ巨

大地震の発生時に、県のみならず、自衛隊・警察・消防等の防災関係機関をはじ

め、国の関係機関や市町村、さらには指定行政機関や指定地方行政機関等が実施

すべき役割等をあらかじめ具体的に定めたもので、南海トラフ巨大地震や中央構

造線・活断層地震をはじめとする大規模災害時における迅速かつ効果的な災害応

急対策活動の展開を目指すものである。」とされている。 

 

 

(2) 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化

基本法 

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化

基本法（以下「国土強靭化法」という。）は、事前防災及び減災その他迅速な復旧

復興並びに国際競争力の向上に資する国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ

すおそれがある大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりの

推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基本計
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画の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国

土強靱化推進本部を設置すること等により、国土強靱化に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済

の健全な発展に資することを目的とする（同法第１条）ために制定された法律で

あり、同法第４条において、地方公共団体の責務を以下のとおり規定している。 

 

【第４条（地方公共団体の責務）】 

 地方公共団体は、第２条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適

切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的

かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

＊第２条（基本理念） 

 国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災（平成二十三年三月十一日に

発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害を

いう。）から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復

興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際

競争力の向上に資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの

国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経

済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じ

て、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われな

ければならない。 

 

さらに、同法第１３条は「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国

土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」

という。）を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町

村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。」と規定しており、

県では、同条に基づき、「徳島県国土強靭化地域計画」を作成している。 
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(3) 災害救助法 

災害救助法は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が

地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必

要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護

と社会の秩序の保全を図ることを目的とする法律である。 

 災害救助法が適用された場合、救助の実施主体は市町村（基礎自治体）から都

道府県に変更となり（同法第２条）、救助に要する費用については都道府県が最大

１００分の５０を負担し、残りは国が負担する（同法第２１条） 

 県では、平成１６年に７月３０日からの台風１０号及びその後の豪雨により、

徳島県那賀郡上那賀町及び木沢村において、多数の者が生命又は身体に危害を受

け、避難して継続的に救助を必要、又は災害にかかった者の救出に特殊の技術を

必要とすることから、災害救助法の適用を決定した実績がある。 

 

 

(4) 大規模災害からの復興に関する法律 

大規模災害からの復興に関する法律は、大規模な災害を受けた地域の円滑かつ

迅速な復興を図るため、その基本理念、政府による復興対策本部の設置及び復興

基本方針の策定並びに復興のための特別の措置について定めることにより、大規

模な災害からの復興に向けた取組の推進を図り、もって住民が安心して豊かな生

活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする法律である。 

 同法第８条では、特定大規模災害が発生した場合、国は必要があると認めると

きに「復興基本方針」を定めなければならないと規定されて、更に同法第９条で

は、都道府県は、「復興基本方針」に即して「復興のための施策に関する方針」を

定めることができ、市町村は、「復興基本方針」や「復興方針」に即して「復興計

画」を作成することができると規定されている。 

 県では、同法第９条に基づき、被災後に県が定める「復興方針」の迅速かつ円

滑な策定に向けた、事前準備を推進するものとして、「徳島県復興指針」を策定し

ている。 
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(5) 災害弔慰金の支給に関する法律 

災害弔慰金の支給に関する法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給

する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給

する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付け

る災害援護資金について規定する法律であり、同法第１１条は、都道府県の貸付

けとして、市町村が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当す

る金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けることを規定している。 

 

 

(6) 被災者生活再建支援法 

被災者生活再建支援法は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた

者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再

建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、

もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする法律

である。 

 同法第３条第１項は、都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯と

なった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金

（以下「支援金」という。）の支給を行うものとする旨規定している。 

 県では、同法の支援金及び上記の災害弔慰金を含め、大規模災害発生時におけ

る融資制度や資金給付など資金に関する支援制度の概要を中心に記載した「被災

者支援に関する相談の手引き」を作成し、県ホームページ上で公開している。 

 

 

(7) その他の法令について 

災害対策関係の法律は様々であり、内閣府（防災担当）が作成した「復旧・復

興ハンドブック」に記載されている災害対策関係法律一覧は、以下のとおりであ

る。 
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     災害対策関係法律一覧 

      

（出典：内閣府（防災担当）「復旧・復興ハンドブック」） 
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(8) 県独自の計画等 

県では、南海トラフ巨大地震及び活断層地震に備え、被害を最小限に抑え「地

震に強いとくしま」を実現するため、平成２３年度に「徳島県南海トラフ・活断

層地震対策行動計画（とくしま－０（ゼロ）作戦地震対策行動計画）」を策定し、

死者０（ゼロ）を目指すことを基本理念として、地震・津波対策を推進している。 

 この計画の位置付けとして、令和３年改定版では、 

ア 「徳島県国土強靱化地域計画」の地震津波対策に関する「部門計画」 

イ 「『未知への挑戦』とくしま行動計画」のターゲットの一つである「強靱と

くしま・安全安心」 を実現するための施策の推進方向を示すもの 

ウ 平成２４年１２月に制定した「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に

強い社会づくり条例」第１０条で規定する「県が実施する震災対策に関する

施策をとりまとめた計画」 

エ 「徳島県地域防災計画（南海トラフ地震対策編及び直下型地震対策編）」に

おいて、県が実施する災害対応について、平常時から取り組む各種対策を示

すもの 

とされている。 

 さらに、県では、南海トラフ巨大地震や中央構造線断層帯を震源とする直下型

地震による被害を小さくする「減災」の視点から、県民、自主防災組織、事業者

などの取組や、地震・津波災害を予防する土地利用に関する規制を盛り込んだ「徳

島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」を制定している。

同条例第３４条第１項は「県は、地震又は津波により庁舎等が被害を受けた場合

等における行政機能の低下を最小限にとどめるため、地震発生時等における必要

となる応急対策業務及び継続の必要性の高い通常の業務を継続するための計画を

作成するものとする」と規定し、県は、同計画として「徳島県業務継続計画」を

作成している。 

 また、同条例第８３条は、県は、大規模災害からの復興に関する法律第２条第

１号に規定する特定大規模災害が発生した場合において、政府が同条第２号に規

定する復興基本方針を定めたときは、同法第９条第１項の規定により、同方針に

即して、復興のための施策に関する方針を速やかに定めるものとすると規定して

いる。大規模災害からの復興に関する法律第９条が「方針を定めることができる」

と規定していることに対して、同条例では「方針を速やかに定めるものとする」
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と規定し、県の策定義務を明示した上で、被災後に県が定める「復旧及び復興に

関する計画」の早期策定に向けた事前準備を推進するものとして、「徳島県復興指

針」を策定している。 

 さらに、平成３０年３月には、徳島県震災復興都市計画指針を定め、都市計画

区域内における都市の迅速な復興のため、「復興に資する事前準備」として平時よ

り取り組んでおくべき事項をとりまとめるとともに、被災直後から復興都市計画

策定までの流れ、留意点等が整備されているなど、災害対応に係る県独自の計画

等については様々なものが策定されている。 
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第４章 県防災拠点施設 

 

１ 徳島県庁万代庁舎 

 

(1) 概要 

徳島県庁万代庁舎（地下２階、地上１１階）は、いわゆる本庁舎として県庁の

主たる業務を担っており、平時には約２,０００人の職員が勤務している。 

 万代庁舎については耐震基準についてもクリアしているため、大規模災害時に

おいても、万代庁舎が物理的に機能を維持している限り、万代庁舎４階に災害対

策本部が設けられることとされており、非常用電源等、災害対策本部の運営に必

要となる備品を備えるとともに、飲料水（７６立方メートル）や災害用トイレの

備蓄もなされている（なお、職員用の食料の備蓄については後述するとおり）。 

 ヘリポートは備わっていないが、隣接する警察本部にはヘリポートが設けられ

ている。 

 災害対策本部が設けられることとなる４階では、定期的に災害図上訓練を実施

し、机や機器の配置、災害対応の手順等の確認と検証が継続的に実施されている。 

 

 

 

  

万代庁舎               災害図上訓練 
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２ 徳島県立防災センター 

 

(1) 概要 

県は、防災対策拠点施設として、徳島県立防災センター（以下「防災センター」

という。）を徳島県消防学校と併設して設置している。 

 防災センターは、平常時には、防災に関する体験学習や研修の場として利用さ

れる一方で、大規模災害が発生した時には、災害対策本部の補完、災害関係者の

活動拠点、県内外からの支援物資の集配、救助用資機材等の災害活動要員への貸

し出し、県内外からの応援要員や災害ボランティア等の活動拠点及び消防防災ヘ

リコプター等の臨時離着陸場などの機能を有する災害対策拠点施設となる。 

 県では、徳島県災害対策本部防災センター班及び防災センター災害業務実施マ

ニュアルを整備し、県が災害対策本部を設置した際の防災センター班の災害対策

業務及び災害発生時に防災人材育成センターが行う業務についてまとめている。 

 防災センター内の備蓄倉庫は、救助用資機材等を備蓄するほかに、被災自治体

への緊急支援を行うための物品を収納する役割を有している。 

 

 

 

        

                備蓄倉庫 
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 防災センター内の屋内集配施設は、大規模災害発生時には被災地への物資、食

料等の中継集配活動の拠点としての役割を有している。 

 

 屋内集配施設 

 

 

その他、併設する徳島県消防学校の屋外訓練施設は、大規模災害発生時には、

ヘリコプターの臨時離着陸場や物資を輸送する大型トラックのターミナルとして

の役割を有している。また、消防職員、消防団員の訓練・研修期間中の宿泊施設

である宿泊棟は、大規模災害発生時には、応援要員等の待機場所としての役割を

有している。 

 

         

              ヘリコプター臨時離着陸場 
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 また、防災センターでは、停電に備えて、７２時間連続運転可能な自家発電装

置を設置し、断水に備えて、飲料水やトイレの洗浄水を確保するための水槽を設

置している。 

 

 

自家発電装置 

 

 

  



 

56 

 

３ 徳島県立南部防災館 

 

(1) 概要 

県は県南部圏域における防災対策拠点として、徳島県立南部防災館を設置して

いる。 

 平時には、後記の西部防災館と同様、県民の防災啓発を推進するため、パネル

展や講座を通して防災に関する意識の啓発や知識の普及を図り、本県の災害時の

円滑な防災活動に資することとしている。災害時には県南部圏域における広域応

援部隊の活動拠点として、更には南海トラフ巨大地震発生時における後方支援拠

点として活用することとされている。 

 

 

        

                 本館 

 

 １階は備蓄集配室、事務室等が配置されており、災害時には応援物資の荷捌き

や集配を行うこととされている。 

 ２階は災害対策活動室（多目的ホール）とされており、平時には自主防災組織、

小中学生、各種団体等に対して人工呼吸、ＡＥＤの使用等に関する研修会、講座

等が開催されている。これらの研修会、講座、施設管理については指定管理者に

管理、運営を委託している。発災時には県外からの災害対策応援要員の現地指揮

隊等が災害対策活動計画を立案、推進、調整することとされている。 
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備蓄倉庫 

 

 

１階には災害時に上水の供給が停止した場合に備えて受水槽設備（２０立方メ

ートル）が備えられている。また電力の供給が停止した場合の自家発電設備が備

えられている。 

 

  

    受水槽設備            自家発電設備 
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４ 徳島県立西部防災館 

 

(1) 概要 

県は県西部圏域における防災対策拠点として、徳島県立西部防災館を設置して

いる。 

 平時には、県民の防災啓発と健康増進を推進するため、防災に関する意識の啓

発や知識の普及を図り、本県の災害時の円滑な防災活動に資するとともに、健康

の保持や増進など福祉の向上に寄与している。災害時には県西部圏域における広

域応援部隊の活動拠点として、更には南海トラフ巨大地震発生時における後方支

援拠点として活用することとされている。 

 

 

 

本館 

 

 

 １階には調理室、仮眠室（研修室）、事務室、備蓄倉庫が配置されている。２階

は多目的室（災害対策活動室）とされており、調理室、仮眠室（研修室）、多目的

室（災害対策活動室）は有料で貸出されており、ロープワーク等の体験講座や企

業、自主防災組織向けの講座や研修が実施されており、これらの講座、研修、施

設管理については指定管理者に管理、運営を委託している。 
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多目的室（災害対策活動室）         備蓄倉庫 

 

 

 

 別館は平時には屋内運動施設として有料で貸出されており上記と同様に指定管

理者に管理、運営を委託しているが、発災時には物資集積施設として利用される

こととなる。 

 

 

別館（物資集積施設） 

 

 

 電源対策は、自家発電装置、太陽光発電、蓄電池の組み合わせで運用されてお

り、自家発電機はディーゼル発電機により７２時間発電可能とされている。また、

屋上はヘリサインとして大きく「西部防災館」とペイントされている。 
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        自家発電装置              屋上 
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５ 徳島中央警察署 

 

(1) 概要 

令和３年３月から供用開始されている徳島中央警察署は、大規模災害により、

県万代庁舎や警察本部が機能不全に陥った場合の代替施設として、８階の大会議

室及び武道場に「防災センター」（災害対策本部室）機能を整備している。 

 県は、徳島中央警察署と覚書を締結し、署内に災害対策本部を設置し使用する

ための必要な事項を定めており、８階大会議室及び武道場を災害対策本部として

使用すること、８階倉庫に災害対策本部の運営に必要となる備品を保管するため

に使用すること、屋上通信鉄塔を災害対策本部の運営に必要となる通信機器を設

置するために使用すること等が明記されている。 

 具体的に、県が整備した設備として「防災行政無線や衛星通信等の通信設備」、

「消防ヘリからの映像を受信するヘリサット装置」、「国、県の各庁舎を結ぶテレ

ビ会議システム」があり、署内に設備を確保している。 

 

 

 

 

徳島中央警察署 
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大会議室            県設備保管場所 

 

 

 

 屋上には、緊急物資運搬用として、ヘリのホバリング用スペースが整備されて

いるほか、災害時等の補助電源として太陽光パネルが設置され、７２時間連続運

転可能（燃料補給により最長１週間）な非常用発電機も備えられている。 

 

       

           ヘリのホバリング用スペース 
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太陽光パネル             蓄電システム 

 

       

             非常用発電機 

 

１、２階の公用車駐車場は災害対応活動拠点として活用されることが予定され

ており、２階の公用車駐車場については発災直後に津波等が発生した場合の一時

的な避難場所として避難者を受入れることが可能である。ただし、署において避

難者を長期間受入れる想定はしていないため、津波等による危険性がなくなれば

付近の指定避難所（県立城東高校、内町小学校等）に移動させることになってい

る。 

 電源対策としては、上記の非常用発電機の設置、照明用の補助電源としての太

陽光発電装置の設置、商用電源の２ルート引き込みが行われている。 
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 断水対策としては、飲料水用貯水設備（４日分以上）、防災井戸及び雨水中水受

水槽（４日分以上の雑用水）、マンホールトイレ・排水貯留槽（７日分以上）が備

えられている。 

 

 

防災井戸             マンホールトイレ 

 

 

 県災害対策本部は、警察本部長が副本部長となり、警察本部から連絡要員が派

遣される一方で、徳島中央警察署は、署として４階に災害警備本部を設置し、署

長の指揮の下、人命救助活動、行方不明届受理、治安維持等の諸対策を行うため、

署長以下署員が、県の災害対策本部等の要員に指定されることはなく、連携して

諸対策が実施されることになる。 

 県では、令和３年５月１８日に、警察本部と合同で設置訓練を実施し、県が８

階に災害対策本部を設置し、警察本部が７階に災害警備本部を設置する内容で訓

練が行われている。 
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６ 監査の結果及び意見 

 

(1) いずれの施設についても耐震性を備えるとともに、災害時に備えた設備や備蓄

を有していることが確認できた。また、それぞれの施設において、災害時に備え

た訓練等も定期的に実施されており、民間事業者等が指定管理者となっている南

部及び西部防災館も含め、担当職員の災害対応に関する意識も高く、非常に評価

できる。 

 もっとも、発災時の避難者（発災時に当該施設を利用していた者を含む）の受

入れ等に関しては、以下に述べるとおり、なお検討を進めることが望ましい。 

 

 

(2) まず、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、現在の県の考え方としては、

避難所運営に関してはいわゆる三密を避ける、体調不良の避難者とそうでない避

難者の居住スペースや動線等を分けるといった感染症対策をより重視したものに

改められているが、津波避難ビル等の指定緊急避難場所については、津波等から

命を守ることを最優先する必要があることから、そうした対応はとっていないと

のことである。確かに、感染症対策を重視するあまり津波等の被害に遭うのでは

本末転倒であって、県の方針は基本的に首肯できる。 

 しかし、緊急避難であっても、感染症対策をとることができるのであればその

方が望ましいことは言うまでもなく、実際にもこれら施設については複数の部屋

が設けられており体調不良の避難者とそうでない避難者とを分けて収容すること

は物理的に可能なのであるから、発災時の感染症対策を円滑に進めることができ

るよう、平時から検討を進めることが望ましい。 

 また、これらの施設が緊急避難場所として指定されているか否かに関わらず、

公共施設においては、一度受入れた避難者を機械的に退去させることは事実上困

難となることも少なくない上に、想定避難者を全て受入れられるだけの指定避難

所は現時点では準備されていない（過去の災害では、指定避難所の定員が一杯と

なり、避難者が指定避難所に移動できない事態は複数生じている）ため、避難者

を円滑に指定避難所等に移動させるために所在地の市町村と平時から具体的な検

討を進めることが望ましい。 
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（意見３） 

 県防災拠点施設において避難者（発災時に当該施設を利用していた者を含む）

を緊急受入れする際には、感染症対策を円滑に進めることができるよう、平時か

ら検討を進めることが望ましい。 

 

 

（意見４） 

公共施設においては、一度受入れた避難者を機械的に退去させることは事実上

困難となることも少なくないため、避難者を円滑に指定避難所等に移動させるた

めに所在地の市町村と平時から具体的な検討を進めることが望ましい。 

 

 

(3) 監査人が訪問した徳島県立西部防災館は、発災時の広域応援部隊の活動拠点、

後方支援拠点としての役割があり、県が所有する流通備蓄の保管場所とされてい

る。一方では、多目的室、調理室、研修室、屋内運動施設等を備え、指定管理者

により、企業や自主防災組織向けの防災に関する講座やフットサル教室等が運営

されている。発災時には、これらの施設の利用者が相当期間、施設にとどまる可

能性や近隣の住民が避難してくる可能性もあり、これらの者に対する備蓄が必要

となる。この点に関し、同施設の備蓄を利用者、住民に流用できるか否か、指定

管理者が自主判断してよいのか、といった点について、指定管理者と県との間で

明確なルールは策定されておらず、発災時には混乱が生じる可能性がある。この

点は徳島県立南部防災館における施設利用者についても同様である。 

 また、過去の災害でそうであったように、指定管理か直営かといった運営方式

の如何を問わず、事前に一時避難場所等に指定されていない場合であっても、一

定数の施設利用者がいることが想定されている施設については、発災後、施設利

用者が相当期間、施設にとどまったり、住民が避難してきたりする可能性がある

ため、そうした事態が生じた場合に備えた準備が必要となる。 

 例えばアスティとくしまは１階アリーナの最大収容人員は５,０００人とされ

ており、アリーナ以外にも徳島県立男女共同参画総合支援センターや特別会議室、

多目的広場等があり、その利用者を含めると、一時に５,０００人以上の人員が利

用する可能性があるところ、アスティとくしまには避難者用の水が指定管理者に
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より備蓄されているとのことではあるが、利用者が一定期間、当該施設にとどま

る可能性を考慮した十分な備蓄にはなっていない。なお、災害時の備蓄について

は、発災前に備えておく在庫備蓄での対応のみならず、発災後に調達する流通備

蓄で対応することも考えられるため、在庫備蓄の充実のみが唯一の解というわけ

ではない。ただし、流通備蓄で対応する場合は、発災時にどこに連絡をして食料

等の物資を調達するのかをあらかじめ検討しておく必要があろう。 

 上記のように県が所有する公の施設において、施設の利用者や避難者を想定し

た備蓄が十分に検討されているとは言えず、また指定管理者との間において、備

蓄の流用の可否やその判断についてのルールが曖昧である。今後、県の所有する

公の施設における流通備蓄を含めた備蓄のあり方を検討し、指定管理者とのルー

ルを策定するとともに、直営等の施設においても同様の検討を進めるべきである。 

 

（意見５） 

 県が所有する施設において、指定管理者との間における備蓄の流用やその判断

についてのルールや流通備蓄を含めた備蓄のあり方について検討するとともに、

直営等の施設においても同様の検討を進めるべきである。 
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第５章 徳島県業務継続計画（県庁ＢＣＰ）・職員研修 

  

１ 徳島県業務継続計画（県庁ＢＣＰ）について 

 

(1) 徳島県業務継続計画（以下「県庁ＢＣＰ」という。）は、「南海トラフ巨大地震

をはじめとする大規模災害（中略）に備え、あらかじめ優先的に実施すべき業務

（非常時優先業務）を特定し、その執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確

保に努めることで、県庁の行政機能を維持し、県民の生命・財産の保護と県内の

経済活動への影響を最小限に抑える」ことを目的として定められている。すなわ

ち、危機事象時においても、県が平時に担っている役割や業務がなくなるわけで

はないが、県庁ＢＣＰは、県が平時に実施している様々な計画や業務等について、

危機事象時での業務等の優先順位を定め、危機事象時においても継続すべき業務

等と中断せざるを得ない業務等を区分し、県庁の行政機能を維持するとともに、

危機事象時に必要とされる特別対応のための人員・モノ・情報などの資源を確保

しながら、段階に応じて平時の業務体制へ円滑に復帰できるよう、徳島県南海ト

ラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例第３４条に基づき策定されてい

る。 

 そして、災害をはじめとする危機事象は想定したとおりに発生するとは限らな

いため、県庁ＢＣＰも計画どおりに遂行できるとは限らない。しかし、計画どお

りに遂行できるとは限らないからこのようなＢＣＰを策定する意味がないのでは

なく、ＢＣＰの理想的な姿をあらかじめ策定しておくことで、危機事象時におい

て、できるだけ理想的なＢＣＰに近づけるために、どの業務等を優先するかの判

断がより適切に実施できる（その意味では、危機事象の内容によっては、県庁Ｂ

ＣＰを守ることができなくなることがあるのであり、実際の危機事象時において、

県庁ＢＣＰを守れなかったこと自体は直ちに非難されるべきものではない）よう

になるのである。 

 

 

(2) この県庁ＢＣＰは、平成２０年３月、都道府県単位では全国に先駆けて策定さ

れ、以後、改訂が行われており、最終改訂は平成２９年３月である。なお、令和

２年には、新型コロナウイルス感染症対応のために改訂ができず現在に至ってい
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るとのことである。この点に関しては、新型コロナウイルス感染症は、１９１８

年から１９２０年にかけて世界的に大流行した、いわゆるスペインかぜに匹敵す

るとも呼ばれる全世界的なパンデミックであって、日本はもとより全世界が手探

りの状態での対応を余儀なくされていることからして、まさに危機事象時と評価

すべきであり、その業務等の優先順位から県庁ＢＣＰの本格的な改訂がなされな

かったことについては、やむを得ないというべきである。 

 もっとも、新型コロナウイルス感染症のパンデミック下においても、各地で自

然災害が発生しており、徳島県においても、令和３年９月８日、線状降水帯が発

生し、数こそ少ないものの床上浸水、床下浸水等の被害が発生している。また、

令和３年１２月にアメリカ南部で発生した複数の竜巻は死者１００名を超える甚

大な被害をもたらしている。このように、パンデミック下においても、大規模な

自然災害が発生しないという保障は一切ない。県庁ＢＣＰが最新の状態になって

いないままでは、業務継続に重大な支障を来すおそれがある。 

 パンデミック下において県庁ＢＣＰの本格的な改訂の実施を先送りしたことは

やむを得ないにしても、危機事象時における優先順位を設けるという県庁ＢＣＰ

の目的を達成するためには、組織改編等によって担当部署レベルで新たなＢＣＰ

を策定する必要が生じた場合、その都度、各担当部署に新たなＢＣＰの策定を求

めるとともに、県庁ＢＣＰに補訂という形式で編綴しておくことが望ましい。な

お付言すれば様々な新型コロナウイルス感染症対応業務に関しても、他の危機事

象が発生した場合に優先順位をつけざるを得なくなるため、ＢＣＰの策定が必要

であるが、新型コロナウイルス感染症対応については、制度の改変が日々繰り返

されているため、ＢＣＰの策定が困難であることは否定できず、本報告において

ＢＣＰの策定を求めることまではしない。 

 

（意見６） 

 危機事象時において県庁ＢＣＰをできる限り最新の状態にするという観点から

は、組織改編等によって担当部署レベルで新たなＢＣＰを策定する必要が生じた

場合、その都度、各担当部署に新たなＢＣＰの策定を求めるとともに、県庁ＢＣ

Ｐに補訂という形式で編綴しておくことが望ましい。 
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(3) 県庁ＢＣＰは、まず、各担当部署において、３時間以内から１か月以内までの

６段階に業務を分別して非常時優先業務を選定するとともに、それぞれの段階に

おいて必要となる業務必要人数の洗い出しを行い、さらに余剰人員について、人

員を必要とする部署への応援要員に割り当てることを内容としている。なお、非

常時優先業務には、災害応急業務のみならず、通常業務のうち継続の必要性の高

い業務も含まれている。 

 このように、県庁ＢＣＰにおいては、特に大規模災害時には県庁の全職員がそ

の所属先に関わりなく非常時優先業務に当たることがあり得る立て付けとなって

いる（災害対策本部が自動設置される「震度６弱以上」または「大津波警報」発

表時には、徳島県災害対策本部運営規程に基づき、全職員の勤務場所への参集が

規定されている）。しかし、平時においては、行政職員は、それぞれの担当部署毎

に事務を分掌しているため、ともすれば災害対応等についても、専ら危機管理担

当部署の役割であると誤解されていることが少なくない。 

 そのため、県庁ＢＣＰでは、全職員に対し、業務継続体制の維持・向上を常に

意識することを求め、それに必要な準備をすることを求めている。 

 具体的には、①職員個人に対しては、南海トラフ巨大地震等の危機事象の認識

を持つとともに、職員の安否確認・参集情報の報告について、いわゆる「すだち

くんメール」を活用することが想定されているため、対象職員全員に対し「すだ

ちくんメール」への登録を求めるとともに、「携帯用ハンドブック」の常時携帯と

自宅や職場等での自主点検を行うこと、緊急参集時には、水、食料、防寒具等を

持参すること等を求めている。②各所属に対しても、ＢＣＰの策定、自主点検、

ミニ訓練や研修の実施及び組織改正や職員異動があった場合は、ＢＣＰの見直し

を行い、把握した課題等について逐次修正し、内容の改善を図ることを求めると

ともに、職員用の食料、飲料水等の備蓄を進め、非常時優先業務の実施に必要な

消耗品について、平常時の１週間分程度を常に在庫として確保しておくこと等を

求めている。 

 

 

(4) このように、県庁ＢＣＰは、その計画どおりに実践がなされていれば、県庁全

体の災害対応力を飛躍的に高めることが可能な立て付けとなっており、職員用の

水・食料等の備蓄や災害用トイレの備蓄等いくつかの点を除き、その内容におい
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て指摘すべき事項はない。 

 内容として指摘すべき事項のうち備蓄に関するものは、後述する第６章及び第

７章においてまとめて意見を述べることとし、ここではそれ以外の事項について

述べる。 

 まず、第３章で述べたとおり、災害対応に関わる法令や計画は数多く存在して

いるが、それらを俯瞰して確認することのできる資料が県庁ＢＣＰには添付され

ておらず、また、そもそも作成されていないとのことである。地域防災計画も県

や市町村、防災機関のそれぞれの役割や、相互に連携し実施すべき予防、応急、

復旧、復興業務を総合的に示すものであるが、災害対応に関わる法令や計画を俯

瞰して確認できるわけではない。前述したとおり、特に大規模災害時には、どの

職員が発災直後から災害対応に当たることができるのか、厳密には分からないの

であるから、当該業務に関し、直接担当することが予定されている職員がいない

中で対応に当たらざるを得ない可能性も否定することはできない（その極端な事

例は、東日本大震災において、町長以下幹部職員の多くが犠牲となった大槌町で

ある）。また、異動直後の発災のように、担当職員はいるものの、十分に担当業務

に習熟しているわけではない場合も想定されよう。災害対応に関わる法令や計画

を俯瞰して確認できる資料を作成するのみでこうした問題に十分に対応できるわ

けではないものの、少なくともそのような資料が作成されていれば、特に、災害

対応のためにあらかじめ策定されている計画があるにも関わらず、これを見落と

して災害対応を行うといった事態を避けられると考える。 

 実際、徳島県震災復興都市計画指針においても「災害対策関係の法律は様々で

あり、平時より把握・整理しておくことが望ましい」とされている。同指針は、

都市計画区域内における都市の迅速な復興のために策定されたものであるが、上

記指摘は、災害対応の他の分野においても当てはまることである。 

 次に、県庁ＢＣＰにおいては、南海トラフ巨大地震のみならず、県庁の業務継

続に支障を及ぼす災害・事故等全ての危機事象を適用対象としているところ、危

機事象に対する認識を持つことを求めているにも関わらず、危機事象の確認のた

めのツールとしては、徳島県ホームページにおいて提供する総合地図提供システ

ムを紹介しているにとどまる。しかし、総合地図提供システムは優れたシステム

ではあるものの、地図に落とし込むことができる情報のみを対象としているため、

危機事象の確認のために必要にして十分な情報を漏れなく提供しているわけでは
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ない。徳島県においては、防災・危機管理情報を集めた「安心とくしま」という

サイトや、防災関係のＳＮＳを設けるなどしており、徳島県のサイト以外にも有

益なサイト等は数多くあるのであるから、職員が危機事象に対する認識を持ち、

さらには業務継続体制の維持・向上を常に意識させるためにも、より網羅的な情

報の提供を行うことが望ましい。また、サイトを紹介する際には、ＵＲＬ及びＱ

Ｒコード等も併せて提供し、接続性を高めるべきである。 

 

（意見７） 

 災害対応に関わる法令や計画は数多く存在しているが、それらを俯瞰して確認

することができる資料を作成し、県庁ＢＣＰに添付すべきである。 

 

 

（意見８） 

 職員が危機事象に対する認識を持ち、さらには業務継続体制の維持・向上を常

に意識させるためにも、より網羅的な情報の提供を行うことが望ましい。また、

サイトを紹介する際には、ＵＲＬ及びＱＲコード等も併せて提供し、接続性を高

めるべきである。 

 

 

 

 さらに、県庁ＢＣＰは、知事部局のほか企業局、病院局、議会事務局、教育委

員会などの各種委員会事務局（学校教員・病院局医療従事者・公安委員会を除く）

を対象組織としているが、対象組織から外れた職員や組織についても、県庁ＢＣ

Ｐに記載されているものと同程度のＢＣＰを策定する必要があり、これらについ

ては別途ＢＣＰを策定するなどしているとのことである。もっとも、県全体とし

て見た場合、県庁ＢＣＰとして設けるのであれ、他に独立したＢＣＰを設けるの

であれ、ＢＣＰ相互の遺漏及び矛盾が生じることは防止することが望ましく、ま

た、後述するとおり、各ＢＣＰについて一覧できる状態で整理できていないこと

も相まって混乱が生じたことは否めない。そのため、各ＢＣＰについて一覧でき

る状態で整理し、県庁ＢＣＰに参考資料として編綴すべきである。 
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（意見９） 

 県庁ＢＣＰが対象としていない職員や組織に関するＢＣＰについても、ＢＣＰ

相互の遺漏及び矛盾が生じることを防止するため、各ＢＣＰについて一覧できる

状態に整理し、県庁ＢＣＰに参考資料として編綴すべきである。 

 

 

(5) 県庁ＢＣＰの実践に関しても、以下に述べるとおり、いくつかの点で改善を要

する。 

 まず、職員個人の対応については、後述する職員向け研修による啓発を除いて

は、職員が適切に対応できているかどうかを確認する体制が取られていない。そ

のため、携帯用ハンドブックを全職員が携帯しているのか、県庁ＢＣＰに掲げら

れている「平時の取組」チェックリストをどこまで実現できているのか、災害に

備えた備蓄がどの程度できているのか、といった防災のための最低限度の備えが

どこまでできているのか判然としない。しかし、前述したとおり、職員の使命は

まずもって自らが助かることであり、この点を蔑ろにすることは許されない。し

たがって、職員個人の対応がどれだけ実現できているのかについては、定期的に

これを確認するための仕組みを設けるとともに、その結果を公表するなどして、

職員個人の災害対応力を高めるようにすることは是非とも必要である。また、後

述するとおり、現在、県においては、職員に防災士の資格を取得することを推奨

し、そのための研修にも力を割いているが、現状、防災士の資格を取ってからど

うするのかについては確たる方針が定まっておらず、職員個人の災害対応力の向

上にどれだけ繋がっているのかも判然としない。職員の災害対応力をきちんと見

える化するための仕組み作りが必要である。 

 

【指摘１】 

 職員個人が、県庁ＢＣＰにおいて求められている対応をどれだけ実現できてい

るのかについては、定期的にこれを確認するための仕組みを設け、その結果を公

表するなどして、職員個人の災害対応力を高めるとともに、職員の災害対応力を

見える化するための仕組み作りが必要である。 
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次に、執務環境の確保として、トイレ・食料の確保に関する章が設けられてい

るがトイレについては相応に詳細な記載がなされているものの、食料の確保につ

いては、「職員厚生課において、職員生活協同組合に対し、食堂・売店による食料

等のサービス提供を依頼する」との記載がなされているのみである。 

 この点、特に発災直後の初期対応を行う災害対応職員の飲料水や食料の備蓄に

ついても、例えば万代庁舎については、一定量の飲料水の確保はできている（７６

立方メートル）とのことであるが、基本的に職員個人ないし担当課において備蓄

することとされているため、食料の確保に関する記載が簡単なものにとどまって

いるのではないかと推察される。 

 もっとも、実際にどの程度の備蓄が職員個人ないし担当課においてなされてい

るのかは、県としては把握できていない。そして、職員の多くが庁舎にいない週

末や夜間に発災した場合は、職員は自宅で備蓄をしている食料等を持参して参集

することが可能であるが、職員の多くが庁舎にいる執務時間内で発災した場合は、

安全確保の観点からも職員が自宅まで備蓄を取りに戻る余裕はなく、そのまま庁

舎に残るなどして執務を行うことになることも考えると、職員が自宅で行ってい

る備蓄を完全にあてにすることは難しいと言わざるを得ない。また、被災者向け

の備蓄の余剰分を職員向けに転用する可能性もあるとのことであるが、被災者向

けの備蓄の余剰分と言っても、あくまでも計画上の余剰なのであって、実際にど

れだけの余剰が発生するかは不明であるため、発災直後に職員向けに転用する決

断をすることは容易ではないと思われる。 

 さらに翻って考えると、県庁ＢＣＰにおいても「職員の健康的な業務環境の確

保」において、職員が業務により長時間職場にとどまる必要が生じることがある

とされているのであるから、職員向けの最低限度の備蓄を確保しておくことは、

労働者に対する安全配慮義務に含まれると考えられる。 

 したがって、まずもって職員個人ないし担当課においてどの程度の備蓄がされ

ているのかを県として把握するとともに、特に、発災直後の最低限度の備蓄の確

保については、安全配慮義務の１つとして、県として実施すべきである。 

 

【指摘２】 

 職員個人ないし担当課においてどの程度の備蓄がされているのかを県として把

握するとともに、特に、発災直後の最低限度の備蓄の確保については、安全配慮

義務の１つとして、県として実施すべきである。 
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トイレの確保に関しては、トイレの状態に関わらず、発災後は、庁舎の全ての

トイレを一時使用禁止とし、携帯トイレの配布、災害用トイレの設置を行うとさ

れており、以下のとおり、万代庁舎においては携帯トイレの備蓄が行われている。 

 

      

フロア 保管課 保管数

1階 県庁ふれあいセンター 18箱　（1,800回分）

2階 保健福祉政策課 18箱　（1,800回分）

3階 総務課 40箱　（4,000回分）

4階 未来創生政策課 18箱　（1,800回分）

5階 商工政策課 18箱　（1,800回分）

6階 農林水産政策課 18箱　（1,800回分）

7階 総合政策課 18箱　（1,800回分）

8階 県土整備政策課 18箱　（1,800回分）

9階 教育政策課 18箱　（1,800回分）

10階 病院局 18箱　（1,800回分）

11階 労働委員会事務局 18箱　（1,800回分）

計 220箱　（22,000回分）

災害時における携帯トイレの備蓄保管数（万代庁舎）

 

         （災害時における携帯トイレの備蓄保管数(万代庁舎）（担当課提供）） 

 

 

この携帯トイレの備蓄については、発災時の参集職員を約９００名、一時避難

者を５００名、計約１,４００名分の３日分（１,４００名×３日×５回／日＝ 

２１,０００個）を当面の備蓄目標として整備スタートし、現在、２２,０００個

の備蓄を終えているとのことであるが、通常、万代庁舎では約２,０００名の職員

が業務に従事しているとのことであり、執務時間中に発災した場合には、マンホ

ールトイレがあることを考慮してもなお３日分の備蓄としては十分な量とは言え

ない。担当課としても、当面の備蓄目標と回答しているとおり、問題意識は共有

されていると考えている。 

 この点、どれだけを在庫備蓄として確保しておき、どれだけを流通備蓄で対応

するのかは、実際には難しい問題であり、備蓄がなくなった場合の流通備蓄等で

対応できる態勢が組めていれば、それで足りるとする考え方もあり得るところで

ある（すなわち、災害時に必要となる物全てを在庫備蓄で確保しておく必要があ

るわけではなく、在庫備蓄と流通備蓄の切れ目をなくすることが重要である）。 

 もっとも、トイレの確保に関しては、「徳島県災害時快適トイレ計画」を策定し
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ているとおり、衛生状況に直結する重要な問題であり、また、実際には食料等の

備蓄と同じく、発災後は、流通備蓄も被災者向けに優先せざるを得なくなると考

えられることから、執務時間中に発災した場合であってもトイレの確保ができる

よう、在庫備蓄のより一層の充実を求めたい。 

 

（意見１０） 

 執務時間中に発災した場合であっても職員や一時避難者に対し十分なトイレの

確保ができるよう、より一層の在庫備蓄の充実を求める。 

 

 

なお、災害時のトイレの使用ルールについては、各トイレにすでに掲示されて

いるが、例えば、来庁者も多く利用すると思われる１階エレベーター近くに設置

されている男子トイレでは、トイレに設置されているドアに隠れる場所に掲示が

されており、実際にはドアが閉まっていなければ確認することができない。地下

１階のトイレについても、災害時には使用禁止とされているが、その旨の掲示は

トイレに入らなければ確認することができない。また、いくつかのトイレでは、

トイレに入るときには掲示を見ることができず、トイレから出て行くときに初め

て確認できる位置に掲示がなされている。 

 これらの掲示は、トイレを利用する者がトイレを利用する前に確認できる場所

に掲示をしておくことが必要であり、例えば、前述した１階トイレや地下トイレ

であればドアの前、それ以外のトイレについても、トイレに入る前の壁に掲示す

るなど、掲示場所に関してはなお工夫が必要であると考えられる。 

 さらに、掲示文についても、日本語による掲示がなされているだけであり、外

国語には対応しておらず、また、特に視覚障がいのある人は、そもそもこの掲示

を読むことができない。県においては、ダイバーシティ推進課を設置し、全庁的

にダイバーシティ実現に向けて取り組んでいるとのことであるから、こうした災

害対応についても、当事者の意見を十分に聴取しながら常にダイバーシティの観

点をもって取り組んでもらいたい（なお、これらの掲示を作成した趣旨は、災害

時のトイレの使用に関して適切に情報を提供するためであり、情報の提供の方法

は掲示に限られるものではないため、掲示の修正だけが唯一の解というわけでは

ない）。 
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（意見１１） 

 災害時のトイレの使用ルールに関する掲示については、トイレの利用者の動線

を意識した分かりやすい場所に掲示すべきである。 

 

 

（意見１２） 

 災害時のトイレの使用ルールの掲示について、ダイバーシティ推進の観点から

当事者の意見を十分に聴取しながら、外国人や障がい者も分かりやすい内容とな

るように検討を進められたい。 

 

 

最後に、備蓄の確保に関する記載から明らかなとおり、災害がいつの時点で発

生したかによって、その際に職員がどこにいるのかが変わり、また、必要とされ

る備蓄や対応も変わってくるが、県庁ＢＣＰにおいては、この点が十分に意識さ

れた計画にはなっていない。例えば、職員の多くが在庁している執務時間中に発

災した場合、災害対応職員の参集は不要となる可能性がある一方で、県庁ＢＣＰ

が想定するよりも多くの職員が在庁しているのであるから、県庁ＢＣＰが想定す

るよりも多くの職員を応急業務に充てることで応急業務を迅速に処理したり、あ

るいは、通常業務としている中でも発災直後からの対応に切り替えたりすること

が可能となり、また、応援職員の派遣についても派遣先において既に人員が足り

ている場合には、他の人員が不足する部署への派遣の振替を行うなど、柔軟でよ

り適切な人員配置とそれに伴う業務処理を行うことが可能である。 

 さらに、家族の安全を確認するために自宅等に戻りたいと考える職員がいるこ

とも想定されるが、そうした職員の帰宅を許すかどうかについては安全配慮義務

の関係で悩ましい問題である。すなわち、自宅等に戻ることにより津波等の被害

を受ける危険性が相当程度にある場合に漫然と帰宅を許可した結果、被災した場

合には、安全配慮義務違反を問われることも考えられるため、一般論としては、

職員の希望に関わらず職場に留め置かざるを得ない場合が多いと考えられるが、

どのような場合に帰宅を希望する職員に対し帰宅許可を出すのかについては、発

生した災害の程度や職員の自宅の位置等によって被災する危険性が異なってくる

ため、例えば、県庁ＢＣＰにおいて一定の指針を設けた上で担当部署において職
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員毎に具体的な検討を促すといった対応を検討する必要があろう（なお、個々の

職員がどれだけ自宅での災害対策ができているのかどうかは、帰宅許可を出すか

どうかという場面でも重要になってくる。東日本大震災においては、家族の安否

が不明なまま相当期間、災害対応を余儀なくされた自治体職員も少なくなかった

が、「家族は適切に避難できているから安全なはずだ」と考えながら職務にあたる

ことができるかどうかが職員のメンタルヘルスに影響を与えることは容易に想定

できよう）。 

 このように執務時間内に発災した場合に執務時間外を想定した現在の県庁ＢＣ

Ｐを漫然とそのまま当てはめて災害対応を行うことは適切ではないため、今後の

改訂に際しては、現在の職員の少ない執務時間外を想定した県庁ＢＣＰだけでな

く、職員の多くが在庁している執務時間中に発災した場合の対応も念頭に、より

柔軟な災害対応をとることができるよう、県庁ＢＣＰをより充実させることが望

まれる。 

 

【指摘３】 

 災害がいつの時点で発生したかによって、その際に職員がどこにいるのかが変

わり、また、必要とされる備蓄や対応も変わってくるため、今後の改訂に際して

は、現在の職員の少ない執務時間外を想定した県庁ＢＣＰだけでなく、職員の多

くが在庁している執務時間中に発災した場合の対応も念頭に、より柔軟な災害対

応をとることができるよう、県庁ＢＣＰをより充実させることが望まれる。 

 

 

 

２ 職員研修について 

 

(1) 災害対応に関する職員向けの研修や訓練の充実も、平時の対策として重要であ

ることは当然であるところ、毎年９月１日に開催される総合防災訓練をはじめ、

令和４年１月１７日に開催された災害図上訓練等、相当数の訓練が実施されると

ともに、次のとおり、職員向けの研修が実施されている。 
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研修名 期間 対象者 プログラム（課目）

近年の主な自然災害／防災士に期待される活動

風水害・土砂災害等への備え

ライフラインの確保

地震・津波による災害

ハザードマップに関する図上演習

復旧・復興と被災者支援

災害関連情報と予報・警報

土砂災害／火山災害

災害ボランティア活動

行政の災害救助・応急対応に関する図上演習

被害想定とハザードマップ／地震・津波への備え

自主防災活動と地区防災計画

企業・団体の事業継続

避難所の設営と運営協力

避難所運営訓練

災害医療とこころのケア

気象災害・風水害

耐震診断と補強

交通インフラの確保

緊急救助技術を身につける（ロープワーク）

行政の災害対策と危機管理／行政の災害救助・応急対応

広域・大規模火災

災害情報の活用と発信

地域防災と多様性への配慮

南海トラフ地震に備えて今できること

防災士試験

職員研修Ⅰ

主任主事級研修
R2.7.10

・H29年度中に短期大学卒業程
度で採用された者

・H27年度に高等学校卒業程度

で採用された者

・R1.5.2からR2.4.1までの間に主
任主事の職に補せられた者

大規模災害時の初動対応について

制度説明・研修目的

災害対応における基本原則①②

災害マネジメント支援員として必要な知識と行動

制度説明・研修目的

災害対応における基本原則①②

災害マネジメント支援員として必要な知識と行動

災害対応の基本と組織論

災害マネジメント支援員として必要な知識と行動

徳島県業務継続計画（ＢＣＰ）の概要

地震・津波・豪雨被害と危機管理

自治体のリスクマネジメントとＢＣＰ

地震時の初動対応机上訓練

自然災害のリスク
マネジメント講座

R2.10.2
所属長から推薦があった
県職員及び市町村職員

災害マネジメント支援員

養成講座（第2回）

・R2.7.13

・R2.7.14～7.20の

任意の日時0.5日

所属長から推薦があった

県職員及び市町村職員

災害マネジメント支援員

養成講座（第3回）

R3.3.1～3.12の

任意の日時1日

所属長から推薦があった

県職員及び市町村職員

災害マネジメント支援員

養成講座（第1回）

・R2.6.15

・R2.6.16～6.22の

任意の日時0.5日

所属長から推薦があった

県職員

令和２年度　災害に関する職員研修

新規採用職員研修

（後期）
R2.8.17～21

・令和2年4月1日付けで
採用された県職員

・前年度中途採用者

 

（監査資料を基に監査人作成） 

 

これらの研修については、新型コロナウイルス感染症が流行していた令和２年

度については規模を縮小して実施するなどしているが、県庁職員が講師を務める

だけでなく外部講師も招いた充実したものであり、新規採用職員研修をはじめ、

職員の執務経験に応じた研修が準備されていることは、基本的に評価できる。 
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もっとも、研修内容を子細に確認すると、災害対応一般としては優れた内容で

あるものの、実際の県における具体的職務に落とし込んだ研修が実施できている

か、という観点からは、なお改善の余地があると考えられる。すなわち、前述し

たとおり、県においては、県庁ＢＣＰやすだちくんメール、携帯用ハンドブック

をはじめ、様々な計画の策定や災害用ツールを開発しているが、これらの災害用

ツールは、県庁ＢＣＰにおいても職員において適切に活用できることが前提とさ

れているが、こうした災害用ツール等の周知及び習熟という観点からみた研修は

自然災害リスクマネジメント講座等が準備されているものの対象者も限られてお

り、十分になされているとは言い難い。 

 もちろん、各担当課においてもそれぞれの担当課の災害対応についての研修や

訓練が実施されているとのことであるが、県庁ＢＣＰやすだちくんメール、携帯

用ハンドブック等の周知及び習熟は、県の災害対応の前提となっているものであ

るため、全庁的な研修体制の整備が望ましいと考えられる。そのため、特に新規

採用職員研修時において、これらの災害用ツールに関し、時間を割いて研修を行

う等、研修内容と実際の県における具体的職務との架橋を意識した研修を企画す

ることが望まれる。 

 また、県においては、職員に対し防災士の資格をとることを奨励し、そのため

の研修も実施しており、そうした取組は基本的に評価できるものの、防災士の資

格取得が単発的な啓発にとどまらないための工夫も必要である。 

 特に大規模災害時には、県庁内部でも応援職員として他部署に派遣されること

があり得ることが県庁ＢＣＰにおいても想定されているが、従前、派遣先の部署

で勤務した経験のある職員であればともかく、そうした経験のない職員において

は、応援職員として派遣されてもどのような職務を遂行すればいいか分からず、

十分なポテンシャルを発揮できないことも考えられる。そのため、特に応援職員

を多く必要とすることが想定される部署や、応援職員が専ら災害対応をすること

となる部署においては、平時から応援職員向けのマニュアル整備や、より具体的

で実践的な災害対応に関する研修の充実を望みたい。なお、こうした体制整備は

県庁外からの応援職員の受入れについても応用できるものと考えられる。 

 さらに、県においては、被災地への応援職員の派遣や、現地視察、社会人大学

院への留学を含め、様々な形で災害対応等について被災地の生の声や学術的知見

を吸収する取組をしているが、こうした取組についてもこれからも継続していく

ことを望みたい。 
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（意見１３） 

 現在実施されている研修をより充実させるために、研修内容と実際の県におけ

る具体的職務との架橋を意識した研修を企画することが望まれる。 

 

 

（意見１４） 

 特に大規模災害時には、県庁ＢＣＰにおいても他部署に応援職員が派遣される

ことが想定されているため、応援職員を多く必要とする部署や、応援職員が専ら

災害対応をすることとなる部署においては、平時から応援職員向けのマニュアル

整備や、より具体的で実践的な災害対応に関する研修の充実が望まれる。 

 

 

(2) 災害発生時、県職員（知事部局）の安否確認等に利用されるすだちくんメール

の登録状況を照会した際、担当課から回答を得るのに相当の時間を要するととも

に、回答された数値についても大きな齟齬が見られた。 

 このケースで判明した課題として、すだちくんメールの登録状況のような、県

の災害対応の基礎となるデータについて、簡単に取り出せるような仕組みで管理

されていないシステム上の問題が大きいと考えられる。災害がいついかなる時に

発生するか分からないということは、災害対応に習熟した職員がいるときに災害

が発生するとは限らないことを意味しているが、災害対応の習熟については一定

の経験が必要とされるわけであるから、基礎データの保管方法等、職員の習熟に

依らずとも適切なシステムの構築によって対応できる事項については、システム

の構築で対応すべきである。 

 

（意見１５） 

 県の災害対応の基礎となるデータについては、職員の習熟に依らずともデータ

の取り出しができるような保管方法等のシステム構築が検討されるべきである。 

  



 

82 

 

第６章 備蓄全般 

 

１ 備蓄に関する県の役割、体制について 

 

(1) 災害救助法における県の役割について 

災害対策基本法においては、救助の実施主体は市町村であり、都道府県は、救

助の後方支援、総合調整の役割を担うとされ、必要があるときは相互に協力する

とされている（災害対策基本法第４条、第５条、第５条の２）。一方で、災害救助

法が適用された場合においては、救助の実施主体は都道府県とされ、市町村は救

助を補助するものとされている（災害救助法第２条、第１３条）。また災害救助法

においては、救助事務の一部を市町村に委任できるとされているが（災害救助法

第１３条）市町村に事務を委任した場合であっても、その救助の実施責任は都道

府県にあるので、都道府県は常にその状況把握に努め、万一、市町村において、

事務の遂行上不測の事態が生じた場合等には都道府県において委任元としての責

任を持って市町村に対する助言を行う等、適切な事務の遂行に努めることとされ

ている（平成２８年１２月２６日内閣府事務連絡）。つまり、災害救助法が適用さ

れた場合には、食品、飲料水、被服、寝具等の供与等の応急救援の実施について、

県が責任を負うものと考えられ、県はこれに備え、備蓄の把握、充実、管理、流

通計画について責任を負うものと解釈される。 

 

 

(2) 計画、方針及びシステムの運用について 

 

① 徳島県地域防災計画（令和２年１０月改定版） 

徳島県地域防災計画とは、災害対策基本法第４０条の規定に基づき、徳島県の

地域に係る災害対策に関し、根幹を為す総合計画である。同計画によると、被災

者に対する飲料水の直接の供給は市町村長が行うものとされ、災害救助法が適用

されたときは、知事（権限を委任された場合は市町村長）が行うとされている。

また、確保水量については、県と市町村で構成する「災害時相互応援連絡協議会」

において定めた「南海トラフ地震等に対応した備蓄方針」により発災直後の供給

を賄う、とされている。食料供給に関しても供給並びに炊出し等は市町村が実施
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するものとされ、ただし災害救助法が適用された場合には、知事（権限を委任さ

れた場合は市町村等）が行うとされている。また物資の輸送体制については、県

は市町村の要請等に基づき、又は被害の状況等に応じ要請を待たずに、民間から

の調達又は国及び他の都道府県への要請等により必要な物資を確保し、市町村の

指定する拠点まで物資を輸送するとされている。 

 

② 「とくしま－０作戦」地震対策行動計画（徳島県南海トラフ・活断層地震対策

行動計画）（令和３年改定版） 

「とくしま－０作戦」地震対策行動計画（徳島県南海トラフ・活断層地震対策

行動計画）とは、南海トラフ巨大地震及び活断層地震に備え、死者ゼロを目指す

ため、最新版である令和３年改定版においては、５つの重要項目と３９の分野別

項目を定め、平成２３年度から令和４年度を計画期間とし、取組、行程表を明ら

かにしたものである。同計画における備蓄に関する取組は下記のとおりであり、

全ての取組の期間は平成２８年度から令和４年度とされている。 

 

ア 家庭や地域における備蓄の啓発・促進 

各家庭における３日分程度の生活必需品の備蓄や地域における毛布・食糧等

の備蓄の必要性を啓発・促進する。 

 

イ 津波一時避難場所等における物資備蓄の促進 

市町村が地域住民と協働して取り組む、津波からの一時避難の際に必要とな

る毛布や食糧等の備蓄を促進する。 

 

ウ 食糧・生活必需品の確保のための協定締結の推進 

食糧・生活必需品を確保するため、関係事業者・団体と生活必需品等の調達

に関する協定の締結を推進する。 

 

エ 救援物資等の備蓄・輸送体制の確立 

災害時物流体制確保マニュアルを策定し、国、県、市町村、県トラック協会

などが連携し、災害時における効率的な物流体制を確保する。 
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オ 現物備蓄（ランニングストック）の確保 

県と市町村において定めた備蓄方針に基づき、県の役割分の現物備蓄（ラン

ニングストック）を確保する。 

 

カ 再利用水（中間水）の活用の促進 

災害に備え、再利用水（雨水等、中間水）の活用方法について、事例等を周

知し、活用を促進する。 

 

キ 市町村の地域内輸送拠点の整備・機能強化の促進 

市町村の地域内輸送拠点の整備・機能強化を支援する体制を構築する。 

 

ク 備蓄台帳（システム）の整備 

県及び市町村は、保管している物資について、品目、数量、保管場所、荷姿、

重量等を記載した台帳を作成し、県、市町村間で情報共有する。 

 

③ 南海トラフ地震等に対応した備蓄方針（平成２９年１０月改訂） 

ア 基本方針 

地震発生直後の避難所生活者を全県で約２２万人と想定し、①命に直結する

「水・食料」を中心に整備する、②「５カ年」で着実に整備する、③国や関西

広域連合等からの支援物資が届くまでの「１日２食３日分」の備蓄を確保する、

ことを３つの柱としている。 

 

イ 物資確保のイメージ 

発災後１日目については住民が避難所に備蓄物資を持参するものとし、２日

目は市町村の備蓄を消費するものとし、３日目は県が災害時応援協定締結企業、

団体、関西広域連合、災害時のカウンターパートである鳥取県等から備蓄物資

を調達するが、現物としても１０％を備蓄しておくこととしている。４日目以

降については国等からの広域的支援物資や県等の調達する流通備蓄を充てる

こととしている。またアレルギー対応の食料、粉ミルクについては、３日分の

現物備蓄を県の責任において確保することとしている。 
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ウ 市町村との協働について 

平時から、どこにどれだけの物資の備蓄があるか、支援物資集積のための拠

点等をどこに設定しているかなど、県・市町村間における必要な情報の共有を

図るとされ、県と市町村で構成する「災害時相互応援連絡協議会」において、

県と市町村の役割分担や備蓄目標を定めることにより、計画的に備蓄物資の整

備を促進することを目的とするとしている。 

  

エ 災害対応職員に対する備蓄について 

災害対応職員が災害対応初動期に必要な食料や飲料水の備蓄に努めるとし

ている。 

 

④ 災害時物流体制確保マニュアル（平成３１年３月） 

ア 基本方針 

国等からの支援物資を速やかに避難所まで配送する効率的な物流体制を構

築するため、支援物資の物流に係る役割分担や手順をより明確化することを目

的としている。発災後３日間は、個人、事業所、市町村等における備蓄物資及

び協定に基づく調達物資を供給することとし、被災地外から送られてくる大量

の支援物資等の受入体制が整い次第、受入れを開始し、発災後４日目から１週

間程度の初動期は、国等のプッシュ型支援で受入れた支援物資を被災市町村の

物資拠点や避難所へ配送する。発災後１週間程度以降は、物資調達の連絡体制

を確立することにより、被災者のニーズを的確に把握し、プル型で物資の供給

を行うことを検討する。 

 

イ 物資輸送チームの設置について 

発災当初の段階から県災害対策本部の組織である「救援物資調整班」の中に

「物資輸送チーム」を設置し、トラック協会及び倉庫協会に物流専門家の派遣

を要請し、四国運輸局からのリエゾン職員も含めて体制を整備する。物資輸送

チームは、被災市町村からの要請を受け付ける「要請・受付担当」、発災時の

在庫を確認し調達担当に不足物資を連絡する等の在庫調整、配分を担う「物資

調整担当」、応援県、国等と調整し発注を決定する「調達担当」、輸送を手配す

る「車両担当」、入荷、出荷、配車等の物資輸送拠点の総合調整を行う「倉庫



 

86 

 

担当」、出荷連絡票、物資ラベル、輸送手配票等の物資移動に関する詳細な伝

票類等の管理を行う「物資拠点管理担当」から構成され、担当ごとにマニュア

ルが作成されている。 

 

ウ 物資輸送拠点の候補地 

県の広域物資輸送拠点候補地（県立防災センター、鳴門総合運動公園陸上競

技場、南部防災館、阿波市交流防災拠点施設、南部健康運動公園、西部防災館

別館等）、市町村の地域内物資輸送拠点候補地（徳島市立体育館等）がリスト

化されており、県の候補地については、物資配置図が想定されている。 

 

⑤ 避難所運営マニュアル作成指針（平成２９年３月改定） 

避難所運営マニュアル作成指針とは、市町村が避難所の運営に関するマニュア

ルを策定する際の参考となるよう県が策定したものである。同指針には備蓄に関

して下記が記載されている。 

 

ア 避難所にはあらかじめ応急的に必要と考えられる食料、飲料水、毛布等の

生活必需品を備蓄し、指定した避難所に備蓄がない場合は、避難所が開設さ

れた場合に備えて、供給計画を作成しておく。 

 

イ 市町村において他の自治体との災害援助協定等や事業者団体等との物資

供給協定の締結を図る。 

 

ウ 高齢者や乳幼児、食物アレルギーの人など、特別な配慮を必要とする避難

者に対応した食品についても備蓄や協定の締結により準備しておく。 

 

エ 携帯用トイレ、簡易トイレ、仮設トイレ（バリアフリーに対応したトイレ

を含む）、マスクや手指消毒液等についても、備蓄や協定の締結により準備

しておく。 

 

オ 紙おむつ、ストマ用装具等の介護用品、粉ミルク、哺乳ビンなどの乳幼児

用品など、高齢者、障がい者、難病患者、乳幼児、妊産婦など特別な配慮を
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要する方のための用品や生理用品などの女性用品等の物資について、速やか

に避難者へ届けられる仕組みを整えておく。 

 

カ タオルケット、毛布、布団、段ボールベッド、間仕切り、タオル、石鹸等

の生活必需品についても備蓄しておくことが望ましい。 

 

⑥ 避難所運営マニュアル「新型コロナウイルス感染症対策編」（令和２年９月版） 

新型コロナウイルス感染症の拡大時期において自然災害が発生し、避難所を市

町村が開設する場合、留意すべき点を県が記載したマニュアルであり、備蓄に関

しての記載は下記のとおりである。 

 

ア 住民に対しマスク、石鹸、アルコール消毒液等は避難所に持参し、避難所

では手袋の活用を推奨するよう広報すること。 

 

イ 非接触型の体温計、サーモグラフィ、アルコール消毒液、ハンドソープ、

除菌シート、パーティション、扇風機、加湿器、使い捨て食器、筆記用具等

の備品を積み増しすること。 

 

⑦ 「物資調達・輸送調整等支援システム」について 

内閣府が開発し、令和２年度から運用開始されたシステムであり、２つの目的

が想定されている。つまり、国と地方公共団体との間において、物資の調達輸送

等に必要な情報を共有し、調整を効率化するものであり、初動期において国が被

災自治体からの具体的な要請を待たずして、システム上、必要な物資を把握し、

国が被災都道府県に物資を供給する、いわゆるプッシュ型支援を実現するもので

ある。もう一点は、都道府県及び市町村の物資拠点や避難所の物資情報を国、都

道府県、市町村において共有し、平時における備蓄物資の情報共有化により、そ

の後の物資の要請、輸送に関する情報を一元的に管理、共有するものである。 

 

⑧ 「災害時情報共有システム」について 

平成２５年度から運用開始されたシステムであり、気象警報レベルから広域災

害まで、建物の被害、体制情報、避難情報、避難所開設情報、個別被災箇所情報、
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道路通行規制、河川水位等の情報を県、市町村、医療機関、消防、警察、ライフ

ライン事業者等が共有するためのシステムである。また県民等への災害情報提供

の基盤となるものである。 

 

 

２ 監査の結果及び意見 

 

(1) 備蓄方針について 

現在の備蓄方針は、東日本大震災の約６年後に改訂されたものであり、改訂後

３年以上が経過している。上記１(2)③記載のように「国や関西広域連合等からの

支援物資が届くまでの１日２食３日分の備蓄を確保する」ことが基本方針の柱の

ひとつとされ、発災後４日目には広域的な流通が回復することを前提としている

ため、必要な備蓄は３日分との発想に基づいている。しかし近年、３日分の備蓄

では不足するとの考えが普及しており、多くの自治体は、ホームページ等におい

て住民に７日分の備蓄を呼び掛けている。 

 内閣府ウェブサイトの防災情報のページ「できることからはじめよう！防災対

策 第３回」においても「これまで備蓄は３日あれば十分と言われていましたが、

非常に広い地域に甚大な被害が及ぶ可能性のある南海トラフ巨大地震では１週間

以上の備蓄が望ましいとの指摘もあります」とされており、１週間を前提とした

家庭での備蓄方法や防災グッズが紹介されている。さらに農林水産省による東日

本大震災における食料へのアクセス実態調査（平成２５年３月）によれば「自治

体担当者によると今回の大震災では期待されていた流通備蓄が機能しなかったと

いう意見がほとんどである。機能しなかった原因として挙げられているのが契約

していた食品会社が直接被害を受けたため、食品を配送できなくなったこと、ま

た地震災害によって道路が寸断されたことで外部からの物流が途絶えたことなど

が挙げられている」とされている。これらの備蓄に対する考え方の変化や震災後

のアンケート結果を鑑みると、発災後４日目には広域的な流通が回復するとの前

提に基づく現状の備蓄方針は改訂の時期に差し掛かっていると判断される。改訂

に当たっては、７日間の備蓄を自治体が準備するということは到底不可能である

ため、住民に対する啓蒙やタイムリーなアンケート調査が不可欠であるが、平成

３０年度に実施された徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）によれば、食
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料、水分共に約２８％の県民が全く備蓄していないと回答している。 

 今後の備蓄方針の改訂に当たっては、いかにして住民の備蓄に関する意識を向

上させるかに主眼が置かれるべきであり、目標値を定めた住民の備蓄向上を方針

に明記すべきである。また食料、水以外の備蓄についても方針を明らかにすべき

である。 

 また、現在の備蓄方針では、原則としてアレルギー非対応の備蓄を主とし、一

部についてアレルギー対応の備蓄をすることとされている。しかし、後述すると

おり、具体的にどの生徒がアレルギーを有しているか把握している学校において

ですら、災害時にアレルギー対応の備蓄と非対応の備蓄を適切に支給できなくな

るおそれがあるとして、全ての備蓄をアレルギー対応備蓄とすることを検討して

いるところ、アレルギーを有する被災者がどれだけ避難してくるのか、直ちには

分からない一般避難所等での備蓄の配布においては、被災者が避難所運営を担う

ことがあることも考えると、この配布ミスの問題はより深刻なリスクとなると考

えられる。従来は、アレルギー対応の非常食は、アレルギー非対応の非常食より

も高価であったが、現在は価格の問題も解消されつつあり、今後、備蓄を更新す

る際には、全ての備蓄をアレルギー対応とすることを検討されたい。 

 

（意見１６） 

 発災後４日目に流通が回復するとの前提に立つ現状の備蓄方針は改めるべきで

ある。住民による備蓄は、７日間は必要との認識が広まっており、住民の備蓄に

関しての目標値や具体的施策、食料、水以外の備蓄の方針等を盛り込んだ新たな

備蓄方針の策定が必要である。 

 

 

（意見１７） 

 災害時において、アレルギー対応の非常食とアレルギー非対応の非常食の配布

ミスは深刻なリスクとなるため、今後、備蓄を更新する際には、全ての備蓄をア

レルギー対応とすることを検討されたい。 
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(2) 物資調達・輸送調整等支援システムについて 

 

① 物資調達・輸送調整等支援システムへの入力 

「とくしま－０作戦」地震対策行動計画においては、市町村が管理する備蓄に

ついて、県は物資調達・輸送調整等支援システム（以下「本システム」という。）

において把握するとしている。つまり本システムは発災時に県が各所の備蓄を把

握する極めて重要なシステムであり、本システムが有効に機能してはじめてプッ

シュ型支援が成り立つものである。しかし、現状の備蓄の入力状況は全く不完全

なものであり、例えば本システムは市町村ごとに各避難所の備蓄を集計すること

ができるが、ある市町村の集約においては粉ミルク、カセットコンロ、カセット

ボンベ、段ボールベッドがいずれもゼロとされており、入力の精度は低いものと

推測される。このような状況において大規模災害が発生した場合、プッシュ型支

援が成り立つとは想定できない。県は災害時等相互応援連絡協議会において、過

去２回ほど市町村に対し本システムへの入力を促したとのことであるが、正式な

議題とはされておらず、市町村が正確に入力を進めるよう促す取組が十分である

とは言えない。早急に市町村に対し本システムへの正確な入力を促し、入力のル

ールを定め、本システムが発災時に有効に機能すると認められる状態にまで精度

を高めるべきである。 

 

（意見１８） 

 現状では、物資調達・輸送調整等支援システムへの入力の精度が低く、発災時

にプッシュ型支援が有効に機能するとは考えられない。市町村に対して正確な入

力を促す取組が必要であるし、入力のルールも策定すべきである。本システムが

発災時に有効に機能すると認められる状態にまで精度を高めるべきである。 

 

② 本システムの利用登録者及び登録施設について 

現状、本システムの利用登録者は県と市町村に限定されており、登録施設につ

いても、指定避難所等に限定されている。この点は、本システムの仕様の問題で

あり、本システムは国が設けたシステムであるため、県において自由に仕様を変

更できるものではない。 

 もっとも、上記１(2)④記載の災害時物流体制確保マニュアルにおいて、発災
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時に本システムで各所の備蓄を確認し、流通を担うとされるトラック協会、倉庫

協会、災害時の物資調達に関する協定を県と締結している民間企業や自治体等は

利用登録者とはされていない。そのため、本システムにおいて把握した情報につ

いては、改めて出力・加工したものをこれらの団体に提供する必要があるが、発

災時に備蓄の流通をスムーズに行うためには、こうした事務的作業についてはで

きるだけシンプルにしてタスク量を減らすことが望ましく、これらの団体が本シ

ステムにアクセスできるようにすることが望ましいと考えられる。 

 また本システムにおいて備蓄を管理している施設についても、アクセス権はな

いが、備蓄を管理する施設にとっては、本システムにおいて自らの施設の備蓄が

正確に反映されているかを確認する必要があり、また近隣施設の備蓄の状況、同

種施設の備蓄の状況等を知ることは有用であると考えられる。 

さらに、過去の災害においては、指定避難所以外の施設等に避難した被災者を

援助するために、追加で指定避難所が指定される例も報告されているところ、指

定避難所に指定されていなかった施設に避難した被災者については、どうしても

把握が遅れてしまい、援助が遅くなる傾向がある。そのため、現在の被害想定に

おいては、指定避難所等に避難できない被災者が相当数にのぼることが想定され

ているのであるから、県としては、平時からこれらの指定避難所には指定されて

いないものの被災者が避難することが想定される施設について情報を把握する

ことに努めるとともに、現時点においては本システム外で整理する必要があるも

のの、将来的には国に対し本システムの改善を求めることも検討されてよいと考

える。 

 

（意見１９） 

 物資調達・輸送調整等支援システムにおいて、発災時に流通を担うとされ県と

協定を結んでいるトラック協会、民間企業、自治体等が利用登録者とされておら

ず、備蓄を管理する各施設についても利用登録者とされていないため、国にこれ

らの登録が可能となるように働きかけることを検討されたい。 

 

 

（意見２０） 

 指定避難所等に指定されていないが発災時に被災者が避難する可能性のある
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施設については、あらかじめ把握するように努めるとともに、将来的には国にシ

ステムの改修を求めることを検討されたい。 

 

③ 災害時物流体制確保マニュアルとの連動について 

上記１(2)④記載の災害時物流体制確保マニュアルは、国等からの支援物資を

速やかに避難所まで配送する効率的な物流体制を構築するため、支援物資の物流

に係る役割分担や手順をより明確化することを目的としている。しかし、災害時

物流体制確保マニュアルにおいては、物資調達・輸送調整等支援システムについ

ての記載がない。災害時の備蓄の輸送と各避難所等における備蓄の把握は、発災

時の備蓄の流通において両輪のようなものである。災害時物流体制確保マニュア

ルは、本システムの利用を前提としたものに改めるべきであるし、訓練において

も本システムを利用した訓練を実施すべきである。 

 

（意見２１） 

 災害時物流体制確保マニュアルについては、物資調達・輸送調整等支援システ

ムの利用を前提としたものに改めるべきであり、訓練においても本システムを利

用した訓練を行うべきである。 

 

④ 備蓄把握のルートについて 

本システムにおける備蓄管理とは別に「市町村備蓄一覧表」があり、市町村ご

と、備蓄の種類ごとの総数が記載されている。担当課によると、水、食料等の主

要な１１品目については総括的な内容を市町村備蓄一覧表により把握している

とのことであるが、本システムと市町村備蓄一覧表との関連は不明であり、空欄

の箇所があり、そもそも市町村ごとの総括的な表であるため、避難所の備蓄の把

握、管理に役立つものではない。その他にも県が徳島県立防災センター、県立西

部防災館、美波町防災備蓄倉庫、牟岐町防災倉庫、県立南部防災館において所有

する備蓄を集計した「備蓄数量一覧表（食料・飲料水）」も存在する。 

 監査人との複数回の質問票のやり取りにおいて、全ての備蓄の保管場所を網羅

的に示す一覧やそれらをツリー構造により集計することにより県内の備蓄を全

て示しかつ精度が高いと推測されるデータを確認することはできなかった。むし

ろ複数のルートに基づくデータが混在しているとの心証もあり、備蓄管理のルー
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トが複線化しているのであれば、担当課内での議論、発想が統一化されず、備蓄

整備の妨げや発災時の混乱が危惧される。上記１(2)②記載のように、「とくしま

－０作戦」地震対策行動計画においては、市町村が管理する備蓄について、県は

本システムにおいて把握するとしており、担当課内において備蓄把握のルート、

資料、職員の意識を本システムと紐付けした上で整理する必要がある。 

 

（意見２２） 

 備蓄管理について、ルート、資料及び職員の意識が複線化している様子が見受

けられ、備蓄整備の妨げや発災時の混乱を招く可能性がある。根幹となるデータ

を物資調達・輸送調整等支援システムに統一し、備蓄把握に使用するルート、資

料及び職員の意識を整理する必要がある。 

 

 

(3) 災害時情報共有システムについて 

災害時情報共有システムについては、それぞれの施設等から直接入力すること

が可能かどうかは、それぞれの施設を所管する部署等の判断に委ねられているの

が現状であるところ、こうした一定の裁量を認めることについてはやむを得ない

側面もある。もっとも、災害時情報共有システムについては、「被害が大きいとこ

ろほど情報を発信することが難しい」という経験則に従い、発災後、入力のない

施設等については大きな被害を受けている可能性があるという使われ方も考えら

れているとのことであるから、本来であれば、個々の施設が直接アクセスして入

力できるようにすることが望ましい（さもなければ、施設に被害が生じていて入

力ができないのか、施設には被害が生じていないが、とりまとめをする部署等が

混乱して入力が遅れているだけなのかの判断に迷い、情報の正確な把握が遅れる

ことも考えられる）。少なくとも、個々の施設が直接入力することができるのか、

所管する部署等において一旦とりまとめがなされることになるのかについては、

整理し、常に把握しておく必要がある。 

 

（意見２３） 

 災害時情報共有システムにおいては、対象となっている施設等が直接入力でき

るようにすることが望ましく、関係部署等に働きかけることを検討するとともに、
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少なくとも、情報がどのように入力されるのかについて、施設ごとに入力権限者

や入力すべき情報のリスト化を進められたい。 

 

 

(4) 備蓄の確認について 

備蓄については、企業が所有する棚卸資産と同様、定期的にあるべき数量と実

際の備蓄を照合し、差異があるならば差異の分析を適宜行わなければならない。

上記１(1)記載の災害救助法が適用された場合の県の責務を考えると、県は自ら所

有する備蓄のみならず、市町村が管理する指定避難所等の備蓄についても、市町

村が想定している、あるべき数量、種類の妥当性についての検証、現物との照合

が行われているか等について市町村に資料の提供を求める等の方法により、平時

から備蓄の情報の共有に努めなければならない。 

 当監査において監査人に提示された県が所有あるいは把握している備蓄を証す

る資料は、上記２(2)記載の物資調達・輸送調整等支援システムからの出力である

「在庫管理表（集計）」、上記２(2)④記載の「市町村備蓄一覧表」、県が徳島県立

防災センター、県立西部防災館、美波町防災備蓄倉庫、牟岐町防災倉庫、県立南

部防災館において所有する備蓄を集計した「備蓄数量一覧表（食料・飲料水）」の

３種類の資料である。 

 これらのうち「在庫管理表（集計）」については、物資調達・輸送調整等支援シ

ステムからの出力であるため、本来はこのデータを基にあるべき数量の把握、現

物とのチェックを行うべきであるが、上記２(2)①のとおり、現段階では整備され

ていないため、備蓄の確認に利用できるデータではない。また「市町村備蓄一覧

表」については、市町村ごとの総括的な集計であり、備蓄確認に使用できるデー

タではない。「備蓄数量一覧表（食料・飲料水）」は県が所有する備蓄のデータで

あるため、これにより現在の備蓄方針に記載されている県が所有すべき備蓄の水

準を上回る備蓄を県が所有していることを証する資料とはなり得るが、あくまで

も県が所有する備蓄のみのデータであるため、指定避難所等を含めた県全体の備

蓄を網羅的に検証できるものではない。換言すれば、県が現段階で行っている備

蓄の確認は、県所有の食料、水、哺乳瓶のみであり、それらが現在の備蓄方針を

満たしているという確認にとどまっている。 

 今後、県は物資調達・輸送調整等支援システムを利用し、自ら所有する備蓄の
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みならず、市町村等が所有する備蓄についても、各所の避難者想定に基づいた、

あるべき備蓄の数量、種類、備蓄の確認手法等について情報の共有を図るべきで

ある。また備蓄の確認手続について物資調達・輸送調整等支援システムへの登録、

県の確認を含め統一された備蓄確認実施要領を策定、配布、運用すべきである。 

 

（意見２４） 

 県は災害救助法が適用された場合の責務を鑑みると、自らが所有する備蓄の確

認にとどまらず、市町村等が所有する備蓄についても、各所の避難者の想定に基

づいた、あるべき備蓄の数量、種類、備蓄の確認手法等について、市町村等と情

報を共有すべきである。その上で、備蓄の確認手続について物資調達・輸送調整

等支援システムへの登録、県の確認を含め統一された備蓄確認実施要領を策定、

配布、運用すべきである。 

 

 

(5) 県民への情報提供について 

現状においては備蓄について、ホームページ等において情報は提供されていな

い。農林水産省による「東日本大震災における食料へのアクセス実態調査（平成

２５年３月）」によると「人々が多く集まる公的施設（市民会館や集会所など）で

あっても避難場所として指定されていなかったために、食料備蓄がされていなか

ったケースがみられ、これに対して避難者からの不満が生じている」「食料の不足

に対する人々の不安感を軽減するためには、外部から支援されていることを認識

させる必要があり、食料がどのように調達されようとしているのかを知らせるこ

とは効果があると考えられる」とされている。 

 上記のアンケート等からすると、具体的な備蓄の情報や発災時の流通備蓄の状

況をホームページ等で情報提供することは、住民の備蓄の促進や被災者の不安軽

減の観点から必要と考えられる。市町村の協力も不可欠であるが、住民への備蓄

に関する情報提供について、ホームページ等での開示を望みたい。 

 

（意見２５） 

 具体的な備蓄の情報や発災時の流通備蓄の状況をホームページ等で情報提供す

ることは、住民の備蓄の促進や被災者の不安軽減の観点から必要と考えられる。
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市町村の協力も不可欠であるが、住民への備蓄に関する情報提供について、ホー

ムページ等での開示を望みたい。 

 

 

(6) 避難所外避難者への支援について 

現在の備蓄方針においては、避難所生活者数を対象とした備蓄の必要量が算出

されている。また物資調達・輸送調整等支援システムについても避難者を前提と

したシステム構成となっている。しかし在宅での避難者の存在を無視することは

できず、「徳島県地震・津波県民意識調査（平成３０年）」において県民の約２８％

が食料、水分の備蓄を全く準備していない点を考慮すれば、対策が必要とされる

ことは言うまでもない。この点について、担当課によると支援に係る手順の具体

化には至っていないということである。市町村による避難者の管理等、市町村の

協力が不可欠ではあるが、支援について検討願いたい。 

 

（意見２６） 

 現状の備蓄方針等においては、避難所における避難者が対象とされているが、

避難所外避難者についても支援が必要となってくる。市町村の協力が不可欠では

あるが、支援の方法について検討願いたい。 

 

 

(7) 県職員に対する備蓄について 

徳島県業務継続計画（県庁ＢＣＰ）においては、課ごとに状況把握や連絡調整

業務、生活再建支援等、非常時優先業務及び業務開始目標時間が定められ、南海

トラフ地震が発生した場合、万代庁舎に３０分以内に参集する職員は８５１名と

されている。当然ながら、これら災害対応職員に対する備蓄も必要であるが、そ

の方針や確認方法は明確なものではない。県庁ＢＣＰにおいては、各職員は３日

程度の家庭内備蓄を実施し、緊急参集時には、水、食料、防寒用具等を持参する

とされている。また同じく県庁ＢＣＰにおいて、各所属は職員用の食料、飲料水

等の備蓄を進めるとともに災害対策本部でも災害対応用の公的備蓄を検討すると

されている。一方では備蓄方針において、災害対応職員が災害対応初期に必要な

食料や飲料水の備蓄に努める、ともしている。このように３つの方法により備蓄



 

97 

 

に努めるとはされているが、具体的な必要量や確認方法については何ら規定され

ておらず、職員の認識としても曖昧なものであると想定される。 

 県の業務である災害対応を担う職員にとって必要な備蓄を県費で賄うことは当

然のことであり、また被災者支援業務を行う際、被災者用の備蓄については公務

員であるため遠慮しがちであるという事情も考慮すべきである。災害対応を担う

県職員の備蓄について、備蓄の量や保管、確認方法について具体的に規定化すべ

きである。 

 なお、備蓄と一言で言っても、発災前からあらかじめストックしておく在庫備

蓄と、発災後に食料等を調達する流通備蓄とが存在する。職員自らが食料等を調

達することができる局所災害であればいざ知らず、大規模災害においては、職員

自らが食料等を調達することは困難となることも想定されるのであるから、災害

対応をする職員に対しても県が調達した流通備蓄を提供せざるを得なくなる場合

があることは自明の理であって、およそ災害対応を行う職員の食料等が県費にお

いて提供されないというわけではない。重要なことは、在庫備蓄と流通備蓄のバ

ランスであり、これは一義的に定まるものではないため、可能な限り県費での在

庫備蓄の充実を含めた整備をより推進すべきである。 

 

（意見２７） 

 災害対応を担う県職員の備蓄について、具体的な規定がない。備蓄の量や保管、

確認方法について具体的に規定化し、可能な限り県費での在庫備蓄の充実を含め

た整備をより推進すべきである。 
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第７章 学校防災計画及び県立学校における備蓄 

 

学校防災計画は、防災管理について必要な事項を定め、地震・津波、火災、風水

害等の災害の予防を図り、災害発生時の生徒並びに教職員の生命・身体の安全を確

保し、また被災した地域社会の安全形成を支援し、早期の学校教育活動の再開に向

かうことを目的として各学校が備えるものであり、その法的根拠としては、学校保

健安全法に求められる。 

 そして、文部科学省において平成３０年２月「学校防災マニュアル（地震・津波

被害）作成の手引き」を作成するとともに、令和元年１２月５日「自然災害に対す

る学校防災体制の強化及び実践的な防災教育の推進について」を発出するなどして

おり、教育委員会においても、平成２５年３月「学校防災管理マニュアル」の改訂

を行い、さらに令和３年３月にも同マニュアルの改訂を行うなどして学校防災計画

の策定を支援するとともに、毎年度、教育委員会が所管する県立学校作成の学校防

災計画の提出を受けている。 

 この学校防災計画の策定義務者はまずもって各学校の校長であるが、大川小学校

控訴審判決においては、各学校の校長が地域の実情等に詳しいとは必ずしも言えな

いことから、学校防災計画の提出を受けた教育委員会は、作成された学校防災計画

が立地する地域の実情や在籍生徒の実態を踏まえた内容となっているかを確認し、

内容に不備があるときはその是正を指示・指導すべき義務を負っており、当時、大

川小学校で作成されていた学校防災計画（なお、同判決では「危機管理マニュアル」

と記載されている）の内容に不備があったにも関わらず、教育委員会においてその

是正や指導を怠っていたことがその責任を認める根拠となっている。 

 したがって、所管する県立学校作成の学校防災計画の提出を受けた教育委員会と

しても、作成された学校防災計画の内容に不備がないかを確認し、不備があるとき

はその是正・指導すべき義務を負っているというべきである。 

 今回の調査では、各学校が作成する令和２年度学校防災計画の提出を受け、その

内容の確認を行うとともに、以下に述べるとおり、県立学校のうち２校を実際に訪

問し、学校防災計画の策定及び備蓄に関する現地調査を実施した。 
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１ 県立学校における学校防災計画の策定及び備蓄の現状について 

 

監査人は、令和３年８月２５日に県立城東高等学校、県立城南高等学校を訪問し、

事前に回答を入手した両校への質問票を基に、学校長、教頭、事務課長から備蓄等

に関する事情を聴取した。以下、学校長等による説明である。 

 

(1) 県立城東高等学校について 

 

① 学校の概要について 

徳島県立城東高等学校は、徳島市中徳島町に所在し、令和３年５月１日におけ

る教職員数、生徒数は８９９人である。平成１６年に新校舎が完成し、西側に体

育館棟、北側に本館棟、南側に生徒館棟が三角形に配置され、中庭はウッドデッ

キになっている。 

 

② 被害想定について 

南海トラフ巨大地震における被害想定は下記のとおりである。 

ア 震度 ６強 

イ 液状化リスク 非常に高い 

ウ 津波 最大波（第一波）５３分 ５メートル 

エ 発災時に帰宅困難となる教職員、生徒数 

   最大で教職員７０名、生徒数８２９名 

オ 想定日数 洪水浸水継続時間 １２～７２時間 

 

③ 学校防災計画について 

毎年度改訂を行っている。例えば、令和２年度学校防災計画においては、学校

４階または周辺のビル、城山に全校避難することにされているが、令和３年度学

校防災計画においては、一次避難所として体育館棟４階大アリーナ、二次避難所

として城山広場に避難することに改訂されている。 

 

④ 現状の備蓄について 

ア 飲料及び食料品について 
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令和２年度の学校防災計画によれば、ミネラルウォーター１,０５０本、

非常食６６０食が校内に備えられており、学校の認識としては生徒一人当た

り１日分を備蓄している。教職員の非常食については、各自で準備する。ま

た２日目以降は、指定避難所としての地域住民用の備蓄に頼ることとなる。 

 

イ 災害用備品について 

学校防災計画において、校内に備えている災害用備品の一覧が記載されて

おり、一部については、平成２４年度から平成２８年度において県教育委員

会の事業により配備されている。 

 

ウ 備蓄の周知について 

防災クラブ、防災委員会、家庭クラブの活動の中で非常時のレシピ作成、

防災備品についての情報共有や話し合いを設けており、また保護者とは、Ｐ

ＴＡ総会や役員会の際に質問があれば協議している。 

  

エ 避難住民用の備蓄との区分、流用の協定について 

避難住民用の備蓄と生徒用の備蓄とは保管のフロアが異なっており、区分

して管理している。また徳島市との「災害時における避難所としての施設利

用に関する協定書」により、避難者向けの備蓄を生徒、教職員に流用するこ

とについては「備蓄物資の保管等に関する取扱いについては、別途協議する」

としており、必要性が生じた場合には別途協議すると考えている。 

 

オ アレルギー対応の備蓄について 

現在、アレルギー対応の備蓄はなく、健康管理票から食物アレルギー者数

を算出し、令和３年度に４８食分購入予定としている。また次年度からは、

配布時の混乱を避けるために、非常食の全てをアレルギー対応に切り替える

ことを検討中である。 

  

カ 備蓄の購入財源について 

備蓄の購入財源をＰＴＡ会費で賄っている部分がある。ＰＴＡ会費は生徒

一人当たり月額３００円、ＰＴＡ会費のうち、防災備蓄品の購入に充てられ
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た金額は、平成２８年度から平成３０年度までは１６５,５４８円であり、

令和元年度から令和２年度までは２２４,２０８円である。学校としては、

ミネラルウォーター、非常食のみならず、段ボールベッド、トイレ等の備蓄

の不足を認識しているが、購入財源が極めて乏しいため、県費での購入を望

んでいる。 

  

 

(2) 県立城南高等学校について 

 

① 学校の概要について 

徳島県立城南高等学校は、徳島市城南町に所在し、令和３年５月１日における

教職員数、生徒数は８９４人である。図書メディアセンターを含む管理棟を中心

に、東西に文科棟、理科棟という配置となっている。 

 

② 被害想定について 

南海トラフ巨大地震の被害想定は下記のとおりである。 

ア 震度 ６強 

イ 津波 最大波（第一波）５３分 ３.９メートル 

ウ 発災時に帰宅困難となる教職員、生徒数 

   最大で教職員７０名、生徒数８２４名 

エ 想定日数 洪水浸水継続時間 １２～７２時間 

 

③ 学校防災計画について 

毎年度改訂を行っている。例えば、令和２年度学校防災計画においては、一次

避難所として校舎４階、二次避難所として眉山に全校避難することとされている

が、令和３年度学校防災計画においては、二次避難所は眉山（徳島霊園）と避難

場所を明示する改訂がなされている。また、毎年１０月に避難経路訓練を生徒・

教職員で実施しているとのことである。 

 

④ 現状の備蓄について 

ア 飲料及び食料品について 
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令和２年度の学校防災計画によれば、ミネラルウォーター８３０本、非常

食１,６６０食が校内に備えられており、学校の認識としては生徒一人当た

り１日分を備蓄している。教職員の非常食については、各自で準備する。ま

た２日目以降は、指定避難所としての地域住民用の備蓄に頼ることとなる。 

 

イ 災害用備品について 

学校防災計画において、校内に備えている災害用備品の一覧が記載されて

おり、一部については、平成２４年度から平成２８年度において県教育委員

会の事業により配備されている。 

 

ウ 備蓄の周知について 

入学時のオリエンテーションにおいて、「入学のしおり」に掲載し徴収し

た災害時備蓄品代（３６０円）について、その趣旨を保管場所と共に説明し

ている。また１年生の家庭基礎の授業、年２回の防災訓練時において備蓄物

品の説明を行っている。さらにＰＴＡ総会や役員会、研修会で質問があれば

意見交換を行っている。 

 

エ 避難住民用の備蓄との区分、流用の協定について 

避難住民用の備蓄と生徒用の備蓄とは保管のフロアが異なっており、区分

して管理している。また徳島市との「災害時における避難所としての施設利

用に関する協定書」により、避難者向けの備蓄を生徒、教職員に流用するこ

とについては「備蓄物資の保管等に関する取扱いについては、別途協議する」

としており、必要性が生じた場合には別途協議すると考えている。 

 

オ アレルギー対応の備蓄について 

現在、アレルギー対応の備蓄はない。アレルギー対応が必要な生徒は６６

名在籍しており、アレルギー対応の非常食を２００食購入するとともに、今

後、全てをアレルギー対応の備蓄に切り替えることを検討している。 

 

カ 備蓄の購入財源について 

現状では、入学の際に生徒から徴収する一人当たり３６０円の災害用備蓄
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品代のみが財源となっている。教職員、生徒の３日分の備蓄について、県費

での購入を希望している。 

 

 

２ 監査の結果及び意見 

 

(1) 学校防災計画について 

令和３年３月に徳島県教育委員会により作成された学校防災管理マニュアルに

おいては、学校防災計画の作成と定期的な見直しが必要とされており、県教育委

員会は毎年度各県立学校に学校防災計画の提出を求め、その内容について確認作

業を行っている。 

 添付表１は令和２年度の学校防災計画に記載されている備蓄の部分について

１０校分を抽出したものである。添付表１によれば、Ｄ校、Ｆ校、Ｉ校（Ｉ校は

特別支援学校である）には備蓄の記載は全くない。またＡ校、Ｂ校は生徒数の似

通った学校であるが、比較すると備蓄の内容はバラバラであり、またＡ校は非常

食と記載し、Ｂ校はカロリーメイトと記載するなど、記載方法が統一化されてい

ないため、比較も難しい。Ｇ校とＨ校は県西部に位置しており、Ｇ校の方が生徒

数は多いが、飲料についてＨ校は飲料水２５０、非常食３５０と記載しているが、

Ｇ校はＯＳ１・スポーツ飲料２０との記載のみである。このように学校防災計画

における備蓄について、あるべき備蓄を備えているか否かについて、十分な確認

ができていなかった。調査段階での監査人の指摘を受けて、既に対応の改善に向

けた取組を始められているとのことであるが、今後も、県教育委員会は、各学校

の被害想定に応じたあるべき備蓄の量、種類、備蓄の確認方法を各学校と協議の

上確定し、確認手続の実施要領を策定した上で、学校防災計画の確認を厳密に行

うよう取組を継続していくべきである。 

 

（意見２８） 

 県教育委員会は、各学校の被害想定に応じたあるべき備蓄の量、種類及び備蓄

の確認方法を各学校と協議の上策定し、確認手続の実施要領を制定した上で、学

校防災計画の確認を厳密に行う取組を継続して実施すべきである。 
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 また、視察した２校いずれについても、例えば、一次避難所への避難から二次

避難所への避難を切り替えるに際し、誰が、どのような情報に基づき、いつまで

に判断するのかといった具体的な手続については、十分な検討がなされていると

は言い難く、また、学校防災計画の保護者への周知徹底についても、ＰＴＡ総会、

入学式後の保護者説明や家庭訪問、三者面談等を利用し、周知徹底するとされて

いるものの、実際には、例えば、学校にどのような備蓄があるのか、二次避難所

として指定されている学校外に避難した場合の保護者への生徒の引き渡しをどの

ように行うのかといった基本的な事項についても、保護者に十分に周知徹底され

ているとは言い難い現状であった（前述したとおり、保護者から質問があれば応

答しているとのことであるが、そのような受け身の姿勢では、周知徹底ができて

いるとは言い難いであろう）。 

 これらの不備は、二次避難の判断の遅れによる避難行動の遅れや、避難所とし

て不適切だと判断された職員や生徒のいない学校に保護者が赴いて被災するとい

った生命身体の安全を脅かす事態を招来するおそれがあり、看過できるものでは

ない。 

 以上のとおり、学校防災計画を実効あらしめる必要があることは、少なくとも

視察した２校については、現場の学校、教育委員会いずれも共通の理解をしてい

たと考えられるものの、策定した計画を実効あらしめるために、計画のどの部分

をさらに精緻化し、あるいは具体的にどのような方策をとる必要があるのかにつ

いては、現場の学校、教育委員会いずれも専門的な知見を十分に有しているわけ

ではないため、必ずしも適切な対応をとることができていない現状があることが

窺われた。 

 その一方で、各校の学校防災計画に対し具体的に不備を指摘し、改善策を指示

し、あるいは生徒・保護者・地域社会等との実効的な連携や訓練を提案するため

には、危機管理対応全般についての深い見識が必要であるが、職員が定期的に異

動するという点においては現場の学校のみならず教育委員会も同様であって、教

育委員会だからといって直ちに危機管理対応全般についての深い見識を有してい

るというわけにはいかないであろう。 

 したがって、教育委員会は、前述した学校防災管理マニュアルの改訂に際し、

外部の有識者の助言を得て行っているように、個々の学校防災計画の内容の確認

等についても、教育委員会の担当職員のみで行うのではなく、外部の有識者の助
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力を求めることが望ましいと考える。 

 

（意見２９） 

 個々の学校防災計画の内容の確認等についても、外部の有識者の助力を求める

ことが望ましい。 
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表１ 令和２年度 学校防災計画に記載の備蓄物品管理表 

県立学校 A校 B校 C校 D校 E校 F校 G校 H校 I校 J校
生徒数 877 830 591 514 301 917 542 174 798 1,161
教職員数 65 66 58 71 40 81 45 32 147 167
保健衛生用品 6 1
応急手当セット 2 1
救急医薬品 2 ○
担架 2 2 4 3 1 2
AED 3 3 2
車椅子 3 1 1 2 2
ビニール手袋 100 1,000
タオル 70 400 ○
三角巾 7 多数
毛布 150 6 20 270 100 24 6
保温アルミシート 585 1,650 480 482 480 1,524
救急箱 3
救急セット 20
消毒液(500ml) 6
マスク 6,000 2,000
緊急避難セット 5 1 14 4
防災用座布団 16
軍手 36 288 436
革手袋 10
ヘルメット 20 6 60 100
ゴーグル 10
ハンドマイク 7 3 2 2 1
ロープ 24 2 ○ ○
金槌 10
ペンチ 2
針金 200ｍ
ハンマー 2 3 8
バール 1 2 2
ペンチ 10
金しゃく 2
鎌 26
のこぎり 5 8
エンジン刈り払い機 1
投光器 5 4 4 4
拡声器・メガホン 3 1 3 1
ライト 15 15 10 2
電気ランタン 6
懐中電灯 7 1 5 9
乾電池 ○ 190 7 20 ○ 多数 ○
ホイッスル 10
災害優先電話 1
衛星携帯電話 1 1
携帯電話 3
防災行政無線 1
トランシーバー 8 4 2 3 6 7
防災ラジオ 1
ラジオ 4 1 15 2 5 7 1
ラジオ付ライト 2
ラジカセ 1
携帯充電器 1 1
消火器 ○ 72 51 50 66
バケツ 6 20
ストーブ 6
大型扇風機 2

※「○」は、備蓄一覧表に項目の記載はあるが、数量の記載がないもの

冷暖房

救急救助用品

安全確認・誘
導用備品

人員点呼用備
品

情報収集・通
信用備品

消火用備品

（令和２年度 学校防災計画から抽出（監査人作成）） 
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県立学校 A校 B校 C校 D校 E校 F校 G校 H校 I校 J校
生徒数 877 830 591 514 301 917 542 174 798 1,161
教職員数 65 66 58 71 40 81 45 32 147 167
飲料水 1,050 830 1,003 1,564 250 472
ＯＳ１・スポーツ飲料 20
非常食 660 350
アルファ米（山菜おこわ） 487
アルファ米（五目ご飯） 419
アルファ米（ドライカレー） 443
アルファ米（エビピラフ） 50
長期保存白米 240
非常食（アレルギー） 330
ビスケット・クラッカー 906 720 278
カロリーメイト 1,660
ジュース 500
カセットコンロ・ガスコンロ 15 5
カセットガスボンベ 118 9
湯沸かしBOX 1
炊飯袋 1,900
寸胴鍋 7
特大鍋 3
やかん 25
お玉 1
ガスクックプレート 1
無洗米 5kg
おでん 2
ザル 29
金たらい 31
サランラップ 18
アルミホイル 30
クーラーボックス 1
チャッカマン・ライター 2 18
火箸 4 40
すりこぎ 10
紙皿、プラ皿、ボウル 30 1,230
割り箸 600
湯切り網 1
包丁 14
たわし 50 6
スポンジ 30 8
テーブルふきん 55
発電機 3 5 3 3
コードリール 5 3 3
混合燃料・灯油缶 2
ガソリン缶 100L 24L 24L
延長コード 4
携帯トイレ 10 2,000
防災トイレ（凝固剤） 2,500 3,050
糞便処理セット 15 2,000
組み立て式簡易トイレ 10 7
段ボールトイレ 11 2
ボックストイレ 15
クリーントイレ 4
ポータブルトイレ 15
トイレットペーパー 4 120
ナプキン 1,040
大人用紙おむつ 84
赤ちゃん用紙おむつ 152

※「○」は、備蓄一覧表に項目の記載はあるが、数量の記載がないもの

トイレ

飲料用備品・
調理器具

電源

 

（令和２年度 学校防災計画から抽出（監査人作成）） 
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県立学校 A校 B校 C校 D校 E校 F校 G校 H校 I校 J校
生徒数 877 830 591 514 301 917 542 174 798 1,161
教職員数 65 66 58 71 40 81 45 32 147 167

貯水槽 1

雨水濾過器 1
テント 5 2
簡易テント 4
ベンリーテント 21 4
トイレ用テント 3 3
組立パイプテント 2
段ボールベッド 6
布団 4
寝袋 30
ブルーシート 10 4 8 24
アルミロールマット 66
自転車 6
防災パネル 9
ナイロンテープ 3
ビニールカッパ 10
ぞうきん 多数
ゴミ箱 5
ゴミ袋 500
ポリ袋 51
輪ゴム 1
傘カバー 1,000
飛散防止フィルム 71
靴カバ- 1,100
ろうそく 18 500
殺虫剤スプレー 10
突っ張り棒 4
表示ファイル 1
洗剤 3
文具(マジック•は•さみ等) ○ 8
ほうき 18
防災宣伝シート 225
つつみ 4
寝具類 ○
毛布 150 270
アルミブランケット 480 480
車椅子 2
救急医薬品 2
ヘルメット 60
ゴーグル 10
ＬＥＤライト 10
水電池 単三 200
乾電池 20
多機能型ラジオＬＥＤライト 11
市防災行政無線機 1
衛星携帯電話機 1
市防災ラジオ 1
携帯充電器 1

※「○」は、備蓄一覧表に項目の記載はあるが、数量の記載がないもの

学校が避難所
となった場合
に使用する備
蓄品

備
蓄
物
品
管
理
表
を
参
照

その他

テント・運搬

 

（令和２年度 学校防災計画から抽出（監査人作成）） 
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県立学校 A校 B校 C校 D校 E校 F校 G校 H校 I校 J校
生徒数 877 830 591 514 301 917 542 174 798 1,161
教職員数 65 66 58 71 40 81 45 32 147 167

水 1,080 862 ２ｔ 生徒数×２

非常食 660 生徒数×２

長期保存白米 240
アレルギー対応食 330
アルファ米（山菜おこわ） 138

アルファ化米(五目ご飯） 70
アルファ米(ドライカレー） 88
アルファ化米(エビピラフ） 50
クラッカー・ビスケット 720 350
雨水貯留飲料水造水装置 1
災害用移動かまど 1
カセットコンロ 5
カセットガス 9

軍手 316

紙皿、プラ皿、ボウル 1,230

割り箸 600
ポータブル発電機 4
インバーター発電機 1
ガソリン携行缶(20L） 2
燃料缶 2
コードリール 5 4
投光器 5 4
段ボール製携帯トイレ 10 2
ボックストイレ 15
簡易トイレ ○
クリーントイレ 4
排便処理セット 2,500 2,000
大人用おむつ 84枚
赤ちゃん用おむつ 152枚
仮設テント 2
簡易テント 4
ベンリーテント 4
簡易トイレ用テント(大) 2
簡易トイレ用テント(小) 3
避難所用敷きシート 25
ノーパンク自転車 1
ブルーシート 8

段ボールベッド 6

寝袋 25

ゴミ箱 5

テーブルふきん 55

たわし 6

スポンジ 8

ポリ袋 51

お玉 1

金しゃく 2

鎌 26

のこぎり 5

ほうき 18

火箸 40

革手袋 10

拡声器・メガホン 3

ラジオ 2

エンジン刈り払い機 1
地震自動解除機能付きキーボックス 1

※「○」は、備蓄一覧表に項目の記載はあるが、数量の記載がないもの

学校が避難所
となった場合
に使用する備
蓄品

 
 
 
 
 
 
 
備
蓄
物
品
管
理
表
を
参
照

（令和２年度 学校防災計画から抽出（監査人作成）） 
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(2) 備蓄計画の策定について 

令和２年度に行われた状況調査によると、各学校における食料、飲料水の備蓄

については、１食分程度と回答している学校の割合が最も多くなっている。監査

人が視察した城東高校、城南高校における備蓄も１日分程度であり、各学校の洪

水浸水継続時間の想定からすると明らかに不足しており、両校共に備蓄の拡充を

望んでいる。また学校防災計画において生理用品と認識できる備蓄を記載してい

る学校は４４校中２校のみである。教育委員会は各学校と協議を行い、各学校の

被害想定や生徒の通学距離等の実情に応じ、帰宅困難となる生徒の人数、日数を

推定し、あるべき備蓄の量、種類を決定し、拡充計画を策定すべきである。 

 

（意見３０） 

 各県立学校における備蓄は、１食分程度しか備えていない学校が多く、生理用

品も学校防災計画を見る限り、ほとんどの学校において備蓄がなされていない。

今後、教育委員会は各学校と協議を行い、被害想定や帰宅困難となる生徒数を考

慮した備蓄の拡充計画を策定すべきである。 

 

 

(3) 財源について 

上記２(2)のように各学校における備蓄は明らかに不足している。監査人が視察

した各学校においては、備蓄を拡充したい意向はあるが、その財源に苦慮してい

る。教育委員会は平成２５年４月１日付の各県立学校長宛の文書「災害発生時の

防災体制整備について（依頼）」において「入学時の集金による自己負担や学年会

計、バザーの収益等を活用して在籍する児童生徒分を学校待機用として確保して

いる学校もあることから、これらを参考に各学校の状況に合わせて生徒用の備蓄

について検討をお願いします」としている。また令和３年３月に改訂された学校

防災管理マニュアルにおいても「学校においては在籍する児童生徒分について非

常食や飲料水を個人負担またはＰＴＡ会費等で購入し」とされている。さらに監

査人からの意見聴取においても、現在のところ非常食や飲料を公費で購入する予

定はないとしている。しかし備蓄が明らかに不足している状況において、学校側

においては財源がない、教育委員会においては公費で備蓄を購入する意向がない

という現状を放置することが許容されるわけではない。 
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 この点につき、岐阜県は平成３０年度に全ての県立学校（高等学校及び特別支

援学校）において、非常時応急対策に携わる職員の３日分の非常食、飲料水、携

帯トイレ及び衛生用品を整備したとのことであり、その予算額は３,２００万円と

のことであった。 

 本県においても発災時に一定割合の生徒、教職員が帰宅困難となることが想定

され、現状の備蓄は明らかに不足している。また発災時に学校の建物が被災した

場合、城東高校は城山に、城南高校は徳島霊園に避難するとされており、緊張感

を伴う中、相当の運動量を生徒、教職員に課すこととなる。このような状況の中、

１食分の食料、飲料しか与えられないのであれば、発災早期に、低血糖症、低体

温症を発症するおそれもある。生徒、教職員の安全性を考慮すれば、公費により、

早期に備蓄の拡充を図る必要があると考える。 

 もっとも、災害対応１つとっても予算に限りがあることも事実であり、それぞ

れの学校が抱える災害リスクに応じて、あるべき備蓄はどのようなものかを具体

的に検討するとともに、あるべき備蓄と現在の備蓄との差をどのように埋めてい

くのかについて、中長期的には公費での負担の拡充を念頭においた検討を進めて

いくべきである。 

 

（意見３１） 

 県立学校の備蓄は明らかに不足しており、発災時の教職員、生徒の安全性が危

惧される。学校側の僅かな財源に頼る方針では事態の改善は望めない。公費にお

いて備蓄の拡充を念頭においた検討を進めていくべきである。 

 

 

(4) 備蓄の保管について 

監査人の視察においては、城南高校は体育館と校舎の一室に備蓄が積み上げら

れていた。県立学校においては、このような保管方法が一般的であると考えられ

るが、発災時に備蓄を生徒全員に公平に配分することや、校舎が被災した場合に

は、別の避難場所に備蓄を移動させなければならない点を考えると、現在の保管

方法が適切であるとは言えない。この点につき、視察においては、個々の生徒が

自らの備蓄を管理する、いわゆるスクールパック方式を検討すべきとの意見もあ

った。アレルギー対策の点からも、喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー等、
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生徒一人一人の症状に応じた備蓄を学校側が備え、発災時に適切に配布すること

は困難である。教職員、生徒の要望を聴取する必要があるが、学校指定品と個人

準備品を一つのパックとしたハイブリッド型の備蓄をスクールパックとして生徒

各人が保管するという方法も検討すべきである。 

 

（意見３２） 

 県立学校における現在の備蓄の管理方法は、発災時に混乱が生じるおそれがあ

るため検討が必要である。学校指定品と個人準備品を一つのパックとしたハイブ

リッド型の備蓄をスクールパックとして生徒各人が保管するという方法も検討す

べきである。 

 

 

(5) 市町村との協定について 

監査人が視察した城東高校、城南高校は住民の避難所にも指定されており、避

難住民用の備蓄と生徒用の備蓄は保管上、区分されている。発災時に避難住民用

の備蓄を生徒用に流用できるかについては、両校共に徳島市と締結している「災

害時における避難所としての施設利用に関する協定書」に基づき、徳島市と協議

するとしており、発災後２日目以降は避難所の備蓄を利用する意向である。しか

し、この協定書には「備蓄物資の保管等に関する取扱いについては、別途協議す

る」と定められているのみであり、この規定が発災時の備蓄の流用に関する規定

なのか、どの時点で協議するのか、協議する者は誰なのか、具体的な協議項目は

何なのかといった点について全く読み取れない。またこの協定書について、教育

委員会は掌握していない。備蓄の流用については、発災時の混乱状況において協

議することは難しく、できる限りの項目を平時に協定しておくことが望ましく、

また教育委員会も当該協定について指導、掌握すべきである。 

 

（意見３３） 

 県立学校の多くは地域住民の避難所に指定されており、自治体との間で備蓄の

流用等の協定が必要となる。現在、城東高校、城南高校と徳島市が締結している

協定は、その内容が不十分であるため、内容の改定が必要である。教育委員会は

各学校と自治体との間における備蓄流用に関する協定について指導、掌握すべき

である。 
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(6) 県立学校の教職員用の備蓄について 

県立学校の教職員用の備蓄については、教職員自らが準備するものとされてお

り、教職員用の備蓄の確認はなされていない。県の万代庁舎に勤務する職員につ

いては、第６章２(7)記載のように一部は県費によって備蓄が備えられており、同

じ県職員の間で差が生じている。県立学校の教職員は、発災時に生徒の安全を確

保する責務を負うばかりではなく、多くの県立学校は地域住民の避難所に指定さ

れているため、指定避難所の運営にも携わる可能性があり、発災時には相当な負

担が掛かることが想定される。県は県立学校の教職員の労働上の安全を確保する

義務を負っており、万代庁舎勤務の県職員と同様、その備蓄を県費にて備え、備

蓄の確認方法もルール化すべきである。 

 

（意見３４） 

 発災時に相当な負担を強いられると考えられる教職員に対し、労働安全確保の

点からも県費にて備蓄を備えるべきであり、その確認方法もルール化すべきであ

る。 

 

 

(7) アレルギー対応の備蓄について 

監査人が訪問した県立学校の教職員によると、発災時にアレルギー症状を有す

る生徒にアレルギー対応備蓄を適切に配布することは困難と考えており、今後、

生徒用の備蓄を全てアレルギー対応の備蓄に置き換えていくことを検討するとの

ことである。発災時を想定すると適切な対応と考えられ、他の県立学校において

もアレルギー対応の備蓄に置き換えていくことを検討すべきである。 

 

（意見３５） 

 発災時にアレルギー症状を有する生徒にアレルギー対応の備蓄を適切に配布す

ることは困難と考えられ、各県立学校において全ての備蓄をアレルギー対応の備

蓄に置き換えることを検討すべきである。 
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(8) 情報公開について 

監査人が訪問した県立学校においては、入学時のオリエンテーション、防災訓

練、防災クラブの活動、ＰＴＡ総会等において、保護者、生徒に学校の備蓄の状

況を説明しているとのことである。しかし、上記２(2)記載のように学校の備蓄は

明らかに不足しており、各学校の被害想定、帰宅困難者の想定、必要とされる備

蓄の種類、数量を保護者、生徒、入学志願者等に十分に情報開示し、理解を得ら

れているとは考えられない。今後、各学校のホームページや保護者向けの防災便

り等、様々な方策を用いて、被害想定、帰宅困難者の想定等と共に各学校の現状

の備蓄及び拡充の方針等に関する情報を公開し、保護者、生徒の関心を高め、ア

ンケートを取るなどにより適宜保護者や生徒の意見を反映し、備蓄の改善に繋げ

るべきである。 

 

（意見３６） 

 現状の県立学校における備蓄の状況を鑑みると、保護者、生徒に対して十分な

情報開示を行い、理解を得られているとは考えられない。今後、被害想定、帰宅

困難者の想定と共に備蓄の状況、方針を学校のホームページ等で公開し、アンケ

ートを取るなどして備蓄の改善に繋げるべきである。 

 

 

(9) 医療的ケア児の備蓄について 

医療的ケア児とは、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養な

どの医療的ケアが日常的に必要な児童（１８歳以上の高校生等を含む。）のことで

ある。本県の県立特別支援学校１１校のうち、医療的ケア児が在籍する学校は、

令和３年５月１日時点で６校であり、医療的ケア児の児童数は６４名である。教

育委員会は平成１８年度から全ての県立学校に１名から３名の学校看護師を配置

し、学校看護師が被災した場合には、被災していない学校看護師もしくは養護教

諭が応急的・救急的措置として対応することとされている。 

 監査人からの「医療的ケア児に関する情報をどのように確認されているか」と

いう問いに対し、担当課は「医療情報については主治医の指示に基づいた個別の

医療的ケアマニュアルを作成しているが、医療機器の予備バッテリーや予備電池

の設置場所を明記しているのは一部の学校にとどまっている」との回答であった。



 

115 

 

また食料等の備蓄について児童用の備蓄については、３日分の薬、飲料水、食料

等を学校に備蓄しているが、学校看護師用の備蓄については、公費での購入はな

く、各自で備蓄食を準備するよう促しているとのことである。 

 上記のように医療的ケア児が在籍する特別支援学校において、１名から３名の

学校看護師が常駐し、平時に、災害時の医療的対応について配慮している点につ

いては評価できる。しかし医療機器の予備バッテリーについては、担当課はその

所在を十分に確認できていない。大規模災害発生時には、医療機器に関して通常

の電源確保が難しくなる可能性が高く、医療機器に内蔵されているバッテリーの

使用可能時間、専用予備バッテリーの所在、使用可能時間を把握し、使用方法と

共にマニュアル化し、作動確認を行っておくべきである。 

 また確認手続として、担当課から飲料、食料等の備蓄及び上記のバッテリーの

確認事項を含めた「あるべき備蓄及びバッテリーの確認事項」のリストを作成し、

特別支援学校が確認をするという手続を導入すべきである。この点について奈良

県福祉医療部医療政策課が「医療的ケア児の災害の備え記入の手引き」を公表し

ており、一部の様式については特別支援学校においても利用可能と考えられるた

め、参考としていただきたい。 

 

（意見３７） 

 医療的ケア児が在籍する特別支援学校においては、医療機器の予備バッテリー

について、その所在、使用可能時間等が十分に把握できていない。今後、担当課

が「あるべき備蓄及びバッテリーの確認事項」のリストを作成し、特別支援学校

においてリストをチェックし、担当課に返送し確認するという手続を徹底してい

ただきたい。 

 

 

 また特別支援学校の学校看護師、教職員の備蓄については、県費での購入はな

く、県の万代庁舎に勤務する職員が公費で備蓄を準備されている点と比較すると

差が生じている。災害発生時においては、学校看護師、教職員は医療的ケア児の

対応のみならず、その他の生徒、さらには保護者の対応など相当期間激務が継続

することが想定される。学校看護師用の食料、水等の備蓄が十分になければ、特

別支援学校において大きな混乱が生ずるおそれがあり、公平性の観点からも十分

な備蓄を公費で準備すべきである。 
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（意見３８） 

 特別支援学校に常駐する学校看護師、教職員については、災害発生時から相当

期間、激務が継続することが想定され、また他の県職員との公平性の観点からも

公費にて十分な備蓄を購入すべきである。 

 

 

 本年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行さ

れ、特別支援学校に在籍する児童のみならず、在宅でケアを受ける医療的ケア児

についても、国、自治体が支援措置を行うことが責務とされた。この点について

県は、今後、都道府県に設置が求められている「医療的ケア児支援センター」に

ついて検討し、今年度内に県内の「医療的ケア児の実態調査」を行い、結果をと

りまとめ、調査結果を市町村と共有し、医療的ケア児とその家族の災害時対策等

の支援に反映するとのことである。 

 医療的ケア児の実態把握においては、児童ごとに平時においてどのような準備

が必要か、発災時に支援者に対して各児童の情報を伝えるツールをどのように準

備するかについては、自治体との情報共有や統一的な様式の作成が有効と考えら

れる。この点について、上記の奈良県福祉医療部が作成している「医療的ケア児

の災害の備え記入の手引き」や三重県小児科医会が作成している「災害時対応ノ

ート作成のための小児在宅医療的ケア児災害時対応マニュアル」等、先行してい

る自治体、団体等のマニュアルを参考にし、迅速に準備を進めていただきたい。 

 

（意見３９） 

 今後の課題ではあるが、医療的ケア児の実態を把握し、児童ごとに平時におい

てどのような準備が必要か、発災時に支援者に対して各児童の情報を伝えるツー

ルをどのように準備するかについては、自治体との情報共有や統一的な様式の作

成が有効と考えられる。この点について、先行している自治体、団体等のマニュ

アルを参考にし、迅速に準備を進めていただきたい。 
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第８章 住民啓発・研修・情報発信 

 

１ 住民啓発・研修について 

 

前述したとおり、平成３０年度徳島県地震・津波県民意識調査（全県調査）によ

ると、県民の多くは、南海トラフ巨大地震等について関心をもってはいるものの、

その関心の高さに見合った事前の備えを実践するまでには至っていないことが窺

われ、経年変化を比較しても劇的な数字の改善までは見られず、県民の防災につい

ての行動変容を促すためには、なお一層の取組が必要であることが分かる。 

 「とくしま－０作戦」地震対策行動計画においても、住民啓発・研修・情報発信

については、複数の項目が設けられており、中央・南部・西部の３つの防災センタ

ーを中心に防災に関する研修やイベントが実施されている。また、こうした啓発活

動等については、南海トラフ地震のみならず災害全般が対象となっていることか

ら、外部有識者の意見や研修参加者のアンケート等を参考にしながら研修テーマの

策定を行っているとのことであり、新型コロナウイルス感染症が流行し、研修やイ

ベントの実施がままならなかった令和２年度においても創意工夫のもとで複数の

研修が実施されており、大いに評価されるべきである。 
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開催日 講座名 内容・演題 場所

R2.7.26 夏のこども防災まつり
わが家の防災教室
展示コーナー

県立防災センター

R2.7.31
第１回
夜間防災セミナー

ドローン活用の可能性について
災害時のドローン活用

県立防災センター

R2.9.13
第１回
知っておきたい防災講座

避難所の衛生管理 県立防災センター

R2.11.8
第２回
知っておきたい防災講座

地震ハザードマップから読みとる災害リスクとその対策
　～地震による津波、液状化、建物被害の危険性と
　共助コミュニティ～

県立防災センター

R2.12.20
第３回
知っておきたい防災講座

南海トラフ巨大地震を考える
　～複合災害による公助の崩壊に備えるために～

県立防災センター

R3.1.17
第４回
知っておきたい防災講座

被災者に寄り添う災害ボランティアセンター
　～新型コロナウイルス対策とともに～

県立防災センター

R3.2.22
第２回
夜間防災セミナー

気象災害にどう備えるか 県立防災センター

R2.11.1～
R3.1.31

とくしま防災生涯学習講座
（放送講座）

避難所の衛生管理 県立防災センター

R3.2.1～
R3.3.31

とくしま防災生涯学習講座
（放送講座）

南海トラフ巨大地震を考える 県立防災センター

R3.3.7 自主防災組織交流大会 住民共助による避難所運営
県立防災センター
西部防災館
南部総合県民局美波庁舎

R2.6.27 自主防災組織活性化研修会 避難所運営講座 西部防災館
R2.7.25 自主防災組織活性化研修会 避難所設営 西部防災館
R2.8.1 自主防災組織活性化研修会 避難所設営 西部防災館

R2.8.9 真夏の子ども防災教室

非常時の食体験
非常用トイレ体験
非常時に使えるロープワーク
ブルーシートで簡易テントを張ってみよう
非常時の火おこし体験

西部防災館

R2.9.2 団体向け防災講座 災害図上訓練 西部防災館
R2.9.4 団体向け防災講座 ロープワーク 西部防災館
R2.9.16 団体向け防災講座 ロープワーク・ブルーシートテント・火おこし 西部防災館

R2.9.30 団体向け防災講座
防災謎解きゲーム・新聞スリッパ・避難シミュレーション
ゲーム

西部防災館

R2.9.13 防災講座
食物アレルギーのサインプレートづくり
食物アレルギー対応の非常食品の試食

西部防災館

R2.10.2 団体向け防災講座 新聞スリッパ・非常用トイレ・ブルーシートテント 西部防災館
R2.10.7 団体向け防災講座 防災謎解きゲーム 西部防災館

R2.10.10 防災講座
アロマワークショップ
　～心身のセルフケアアイテム

西部防災館

R2.10.15 団体向け防災講座
新聞スリッパ・非常用トイレ・ブルーシートテント・
ロープワーク・防災○×クイズ

西部防災館

R2.10.16 団体向け防災講座 消防訓練 西部防災館
R2.10.17 防災講座 自然災害と地名 西部防災館
R2.10.22～
23

まなぼう祭 西部防災館

R2.10.27
災害ボランティアにおける
連携・協働研修会

西部防災館

R2.10.30 団体向け防災講座 火おこし体験・ロープワーク・ブルーシートテント 西部防災館
R2.10.31 防災講座 避難所でできる！心身のセルフケア講座 西部防災館

R2.11.5 団体向け防災講座
ロープワーク・ブルーシートテント・火おこし・
避難シミュレーションゲーム

西部防災館

R2.11.7 防災講座 コロナ禍の避難所運営・体験訓練を通して 西部防災館

R2.11.12 団体向け防災講座
防災謎解きゲーム・非常用トイレ体験・
避難シミュレーションゲーム

西部防災館

R2.11.13 団体向け防災講座
安否確認サービス
逃げキッド（マイ・タイムライン作り）

西部防災館

R2.11.22 団体向け防災講座 「避難」について 西部防災館
R2.12.6 防災講座 突然の大雪！こんなとき車はどうなる？ 西部防災館
R3.1.31 防災講座 もっと身近に！ハラルフード防災料理教室 西部防災館
R3.2.7 団体向け防災講座 防災謎解きゲーム・火おこし体験 西部防災館
R3.2.28 団体向け防災講座 非常持出品・簡易ベッド体験・簡易トイレ体験 西部防災館
R2.8.26 防災講座 水消火器・非常食・新聞紙でスリッパ・お皿作り 南部防災館
R2.10.26 防災講座 新聞紙で紙コップ・紙皿作成 南部防災館
R2.11.11 防災講座 犬猫適正飼養講演会（防災時の対応等） 南部防災館
R2.12.10 防災講座 水消火器 南部防災館
R2.12.15 防災講座 気象防災ワークショップ 南部防災館
R2.12.20 防災講座 起震車による震度体験 南部防災館
R3.1.18 地域防災力向上シンポジウム地域防災力向上シンポジウム 南部防災館
R3.3.18 防災講座 炊き出し・水消火器・応急担架・パーテーション説明 南部防災館

※防災出前講座は除く

令和２年度　災害に関する講座・研修

 

                       （監査資料を基に監査人作成） 
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このように、多くの研修等が企画実施されていることは大いに評価されるべきで

ある一方、そうした研修等によって県民の行動にどのような変化が生じたのか、と

いう検証については、以下に述べるとおり、十分になされているとは言い難い。 

 すなわち、「とくしま－０作戦」地震対策行動計画においては、これらの啓発・

普及活動においては達成すべき数値目標が定められていなかったり、定められてい

たとしても受講人数や回数といった定量的な数値が目標として定められているだ

けであったりして、実際にどれだけ県民の意識や行動に変容をもたらしたのかとい

う定性的な達成度が採用されていない。 

 もちろん、研修等をどれだけ重ねても県民全員にあまねく研修等に参加してもら

うことは困難であるし、定性的な達成度はその判断が難しく、計画の目標にし難い

ことは理解できないわけではないが、研修受講後のアンケートにしても、あくまで

も受講者の主観的評価にとどまっており、客観的な達成度を測ることができる内容

にはなっておらず、前述した県民意識等にどのような影響を及ぼしているのかも判

然としない。 

 この点、教育工学の分野においては、児童・生徒等の理解度等を測る手法が開発

され、また、生涯学習の分野でもより学習の成果を上げるための手法が研究されて

おり、研修の組み方やアンケートの設定の仕方等についても一定の知見が蓄積され

ている。ある研修を企画する場合、誰を対象とするのか、その研修によってどのよ

うな知見を学んでもらいたいのか、どのような研修内容や回数であればより適切に

学ぶことができるのか、実際に研修の成果がどれだけ上がったのかをどのように判

断するのか、といったことを検討する必要がある。そして、研修の成果がどれだけ

上がったのかに関して言えば、例えば、受講前にその研修に関する知識がどれだけ

あったのかについてのアンケート等を行うとともに、受講後に、受講によってどれ

だけ変容したのかについてのアンケートを行う（その際、アンケート項目による誘

導を避けるため、研修に対するプラスの項目だけでなく、マイナスの項目を設けて

おくことが望ましい）といった方策が考えられる。このように、アンケートの取り

方ひとつとっても、専門的な知見に基づいた助言を受けることにより、改善を図る

ことができると考える。 

 「とくしま－０作戦」地震対策行動計画における達成度について、定量的な達成

度から定性的な達成度に一足飛びに切り替えることは困難であるにしても、こうし

た教育工学の知見を防災研修等に活用する方策を検討することが望ましい。 
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（意見４０） 

 住民啓発・研修等に関しては、特に数値目標が設けられていないか、定量的な数

値目標にとどまっているところ、直ちに定性的な達成度に切り替えることは必ずし

も容易ではないため、学習の成果を測る知見を蓄積している教育工学等の知見を防

災研修等に活用する方策を検討することが望ましい。 

 

 

２ 情報の整理、構成について 

  

(1) 徳島県ホームページの情報の整理、構成について 

徳島県ホームページから防災関係の情報を得ようとするのであれば、トップペ

ージの「防災・安全・安心」のバナーの表示が比較的大きいため、このバナーが

入り口となるケースが多いと考えられる。このバナーから入った場合「防災・安

全・安心」というタイトルのページが表示され、注目情報、記事一覧の情報が表

示される。一方でこのページの中には「防災・安心情報安心とくしま」というバ

ナーがあり、このバナーをクリックすると「徳島県防災・危機管理情報安心とく

しま」というサイトが表示され、このサイトの中では緊急災害情報、新着情報、

防災情報マップ（啓発用）、防災情報マップ（災害用）等が表示される。 

 上記のような構成では、閲覧者が災害関連の情報を知りたいと考えた場合「防

災・安全・安心」のサイトの中から探し出すべきなのか、あるいは「徳島県防災・

危機管理情報安心とくしま」のサイトの中から探し出すべきなのか、判断に迷う

と考えられる。つまり、どのサイトにおいてどのような情報を提供しているのか

という表示ができておらず、閲覧者が得たいと考えている情報のパターンに応じ

た誘導ができていない。さらにこれらのサイトにおいて表示している情報は、震

災関連の情報だけではなく、鳥インフルエンザ、新型コロナウイルス、特殊詐欺

等の情報が混在しており、閲覧者が望む情報を得るためには、相当の時間を要す

ると考えられる。情報の種類を区分し入り口を分け、閲覧者を適切に誘導する工

夫が必要である。 

 加えて住民に対し、情報の重要性に応じアナウンス効果を考慮した情報の配置

ができていない。つまり県が住民に対してまず周知しなければならないのは、自

宅近辺の被害想定、指定避難所の情報、備蓄に関する啓蒙のはずである。現在の
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ホームページにおいては、様々なジャンルの新着情報を積み上げていく方式が採

られており、閲覧者へのアナウンス力に欠ける。震災に際し死者ゼロを目指すた

めには、住民に対してどのような情報に力点を置いてアナウンスすべきかという

視点からホームページの構成を再考すべきである。 

 

（意見４１） 

 県のホームページにおいて掲載されている災害関連情報は、必ずしも直感的に

どこをアクセスすればどのような情報が得られるのかが分かるようにはなってい

ないため、各サイトの役割を明示する、情報を区分し入り口を分ける等により、

閲覧者を短時間で必要な情報まで誘導する工夫が必要である。さらに住民に対し

て最もアナウンスしなければならないのは、自宅近辺の被害想定、指定避難所の

情報、備蓄の啓蒙であり、このような視点からホームページの構成を再考するこ

とも必要である。 

 

 

(2) 防災・減災マップについて 

県のホームページの中に「防災・減災マップ」という名称の防災情報のサイト

が存在し、当該サイトは洪水、津波、地震等の災害の種類や住所を入力すると県

内各地点の被害想定が表示される有用なサイトである。しかし、当該サイトにた

どり着くまでにはトップページの「防災・安全・安心」から入るのであれば「関

連リンク」「防災・安全」「徳島県総合地図提供システム」という分かりづらい経

路をたどらなければ行き着くことができない。あるいはトップページの「おすす

め情報」の中の「徳島県が発信する地図の総合ポータル」から「徳島県総合地図

提供システム」にたどり着くことができるが「地図の総合ポータル」という表記

から防災を想起できるとは限らず、この経路を想定しているのであれば再考が必

要である。いずれにしても県内各地点の被害想定を表示する有用かつ重要なサイ

トであるため、ホームページ閲覧者にとってその存在を分かりやすく表示し、安

易な誘導経緯を考慮する等の工夫が必要である。 

 

（意見４２） 

 防災・減災マップは、被害想定を導き出す有用なサイトであるが、ホームペー
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ジ閲覧者にとって、その存在が分かりづらく、現状のホームページの構成では当

該サイトに安易にたどり着くことができない。ホームページの構成、サイトの表

記等を再考すべきである。 

 

 

(3) 各種地図情報について 

現在のホームページにおいて、災害に関する地図情報としては上記の防災・減

災マップのほか、洪水浸水想定区域図、防災情報マップ（啓発用）、防災情報マッ

プ（災害用）、土砂災害情報システム等、多くの地図情報が提供されている。しか

し入手したい情報に応じて閲覧者を適切に誘導する工夫がなされておらず、各シ

ステムの違いもよく分からない。今後、各種地図情報について整理し、閲覧者が

得たい情報に応じて適切に誘導できる工夫が必要である。 

 

（意見４３） 

 現在のホームページにおいては、災害用の地図情報が複数存在し、各システム

の違いやどのような情報を提供できるのか分かりづらい。今後、各種地図情報に

ついて整理し、閲覧者が得たい情報に応じて適切に誘導できる工夫が必要である。 

 

 

(4) 災害時のホームページの掲載情報について 

多くの自治体においては、災害時には通信量の削減や提供する情報の選別の観

点から、平時のホームページから災害時のホームページへの切り替えを行ってお

り、徳島県においても、災害時には、災害の程度に応じて、平時のホームページ

から災害時のホームページへの切り替えが行われることになっている。 
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【災害対策警戒本部が設置された場合】 

 

【災害対策本部が設置された場合】 
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【南海トラフ巨大地震等大規模災害発生時の場合】 

（県ホームページの災害時トップ画面（イメージ）（担当課提供）） 

 

 

しかし、この災害時トップ画面のイメージにおいては、被災者に対する支援情

報についてのボタンが存在せず、被災者は、ホームページのどこをクリックすれ

ば、支援情報を取得することができるのか分からない。 

 過去の災害においては、被災者に対し、どこでどのような支援が受けられるの

かの支援情報を網羅的に記載したページが自治体ホームページ内に設けられるこ

とが通例であり、このことは徳島県ホームページにおいても同様なのであるから、

支援情報のページのレイアウトやボタンの配置等について、平時から検討し整え

ておくべきである。 

  

【指摘４】 

 徳島県ホームページの災害対応ページのイメージでは、被災者に提供する支援

情報のページが用意されていないため、そのレイアウトやボタンの配置等につい

て、平時から検討し整えておくべきである。 
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３ 避難所の情報について 

 

上記の「防災・減災マップ」や同じく徳島県総合地図提供システム内に存在する

「避難所等」という名称のシステムにおいては、住所を入力すると最寄りの避難所

情報が表示される。しかし各避難所の情報としては、名称、住所、連絡先、分類、

災害種類にとどまり、収容可能人数、備蓄、設備等の情報を得ることはできない。

この点は福祉避難所についても同様である。これらは住民に提供しなければならな

い情報であり、ダイバーシティの観点からも重要であって、避難計画に直結する情

報であるため、システムにおいて表示すべきである。なお、これらの情報の中には

施設改修等により更新されることもあるため、例えば、整理した情報がいつの時点

のものであるかを記載するとともに、詳細な情報は各施設等のホームページのリン

クを貼るといった対応も考えられる。 

 

（意見４４） 

 現在のホームページにおいては、避難所、福祉避難所の情報として、住所、連絡

先、分類、災害種類のみが提供されており、収容可能人数、備蓄、設備等の情報を

得ることができない。これらの情報についても表示すべきである。 

 

 

４ 各種計画、マニュアルの構成図について 

 

本県においては徳島県地域防災計画や「とくしま－０作戦」地震対策行動計画の

ほか、南海トラフ地震等に対応した備蓄方針、災害時物流体制確保マニュアル、避

難所運営マニュアル等、多くの計画、指針、マニュアルが存在する。しかし、これ

らをホームページ上で一覧し、各分野にどのような計画、指針、マニュアルが存在

し、またどのように関連するのか、根拠法令はそれぞれ何かといったことを知るこ

とはできない。各計画、指針、マニュアル等の構成図をホームページ上で開示して

おくことは、県が果たすべき役割を住民に分かりやすく説明するために必要である

ことは言うまでもなく、さらに各自治体、協定締結企業等にとって役割分担を確認

し、また担当者が変わった際の引き継ぎにも有用である。各計画、方針、マニュア

ル等を整理しホームページ上でその構成図を分かりやすく表示すべきである。 
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（意見４５） 

 防災に関する計画、方針、マニュアル等は多く存在する。県が果たすべき役割を

住民に説明し、また各自治体、協定締結企業等にとって役割分担を確認する等に有

用であるため、各計画、方針、マニュアル等を整理し、ホームページ上でその構成

図を分かりやすく表示すべきである。 
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第９章 応急仮設住宅・被災者の生活再建支援体制 

 

１ 応急仮設住宅について 

 

(1) 応急仮設住宅の提供は、住宅を失った被災者に対し住宅を提供するものであり、

災害救助法の定める自治体の重要な職責の１つである。 

 災害救助法に基づく救助については、職権救助の原則が謳われており、応急救

助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県知事がその職権によっ

て、救助すべき対象（人）、救助の種類、程度、方法及び期間を調査、決定の上、

実施することとなっている。したがって、形式的には、国民の側から異議申立や

それに基づく救済手段は定められていない（災害救助事務取扱要領（令和３年５

月））。 

 ところで、応急仮設住宅というと、いわゆるプレハブ住宅等で建てられた建設

型応急仮設住宅をイメージされることが多いが、建設型仮設住宅だけでなく、自

治体が賃貸人から借り上げるなどして被災者に住宅を提供する借上型応急仮設住

宅（従前はみなし仮設住宅と呼ばれていたため、現在もそのように呼ばれること

が多い）もあり、実際には東日本大震災においても被災者に提供された応急仮設

住宅の過半数は借上型応急仮設住宅である。また、既存の賃貸住宅を自治体が借

り上げるだけでなく、当初、被災者が直接、賃貸人から借り受けた賃貸住宅を借

上型仮設住宅としたり、トレーラーハウスやコンテナハウスをリース契約で借り

上げて提供したりする例も存在する。 

 建設型仮設住宅については、当然、仮設住宅を建設するための敷地が必要とな

り、特に市町村において、災害前から仮設住宅の敷地確保が求められているが、

実際の被災地では仮設住宅の敷地確保ができていなかったり、確保していた敷地

が仮設住宅の建設に適していなかったりして仮設住宅の建設が遅れた例も報告さ

れている。 

 

 

(2) 国においては、前述した災害救助事務取扱要領等の他に、「災害時における民間

賃貸住宅の活用について」等の手引きを作成しており、徳島県においても、「徳島

県仮設住宅供給マニュアル」（平成２５年度版（平成２９年９月改訂））、「徳島県
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木造応急仮設住宅モデル」（平成２９年３月）を定めるとともに、令和３年１０月

には「借上型応急仮設住宅業務マニュアル」を定めているが、徳島県仮設住宅供

給マニュアルによると、応急仮設住宅の提供については、被災者が借上型応急仮

設住宅を希望する場合には、これを優先するとされている。 

 徳島県仮設住宅供給マニュアルによると、南海トラフ巨大地震においては、応

急仮設住宅の必要戸数は７０,２００戸、中央構造線・活断層地震においては、 

３５,３００戸と想定されるとともに、このうち借上型応急仮設住宅の戸数は、そ

れぞれ６,０００戸、１１,２００戸と想定されている。 

  

 

(3) 徳島県によると、建設候補地のリストについては、平成２８年度に市町村調

査により作成し、平成２９年度からリストの精査、候補地の追加を行い、約

１２万２,０００戸相当の候補地をデータベース化しているとのことであり、発災

後早急に応急仮設住宅を建設できるよう、平成２９年度から配置計画モデルの作

成を進め、令和２年度までに県内２４市町村において各１か所以上の配置計画モ

デルの作成が完了している。あわせて、復興まちづくりのイメージトレーニング

や、関係者とのワークショップ、フォーラム等を実施するなどしているとのこと

である。 

 また、建設型応急仮設住宅については、一定の規模をもってまとまって建設さ

れることがほとんどであり、いわゆる応急仮設住宅団地ができることになる（熊

本地震においては、自宅敷地に設置するタイプの応急仮設住宅もみられた）が、

配置計画モデルについては、単に仮設住宅を配置するだけでなく、集会所等の共

用施設やサポート施設の建設も念頭に置かれたものとなっており評価できる。 
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 （配置計画モデル（担当課提供）） 
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もっとも、応急仮設住宅団地において設置されることが想定されている自治会

の支援については踏み込んだ内容になっていない。仮の住まいとはいえ、過去の

大規模災害では何年にも亘って応急仮設住宅に居住するケースは珍しいわけでは

ない一方、生活再建の目処がついた被災者から応急仮設住宅を退去していくのが

通例であり、生活再建の課題を多く抱える被災者ほど長く応急仮設住宅にとどま

る傾向にある。加えて、応急仮設住宅の集約化等もあって団地に居住する被災者

の構成が変わることも珍しくなく、応急仮設住宅団地の自治会運営を完全に被災

者に委ねてしまうことは難しいのが実情である。また、現在、徳島県では被災者

生活支援として災害ケースマネジメントの導入を検討しているが、建設型応急仮

設住宅であれ、借上型応急仮設住宅であれ、応急仮設住宅の入居者が災害ケース

マネジメントの対象となり得ることは論を待たないため、災害ケースマネジメン

トへの対応についても検討する必要がある。ただし、特に後者については、在宅

被災者等を含む被災者全般に対する生活再建支援のあり方の中で検討すべき問題

であり、いずれにしても部局横断的な、あるいは官民連携した形での検討が必要

であって、応急仮設住宅の所管課のみで対応できるわけではない。そのため、応

急仮設住宅団地における自治会支援や被災者の生活再建支援等の被災者に対する

ソフト面での支援のあり方についても、関係部局とも連携して、今後、さらに検

討を深めることが望ましい。 

 

（意見４６） 

 応急仮設住宅団地には自治会が設置されるのが通例であり、また、現在、検討

が始まっている災害ケースマネジメントに対応する必要もあるため、生活再建支

援等のソフト面での被災者支援の一環として、関係部局等とも連携し、自治会支

援等の検討を更に深められたい。 

 

 

(4) 借上型仮設住宅については、前述したとおり、令和３年１０月には借上型応急

仮設住宅業務マニュアルが整備されているが、こうした対応を進めていることは

事前準備として基本的には評価できる。 

 借上型仮設住宅は、徳島県と住宅所有者との間で定期建物賃貸借契約を締結し、

徳島県が被災者に対して当該住宅の使用を許可する形式で被災者に供給される。
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国が作成している「災害時における民間賃貸住宅の活用について」においても、

住宅所有者と都道府県知事との間の二者間契約とし、被災者に使用許可を与える

ことを原則とすると明記した上で、住宅所有者と都道府県知事と被災者の三者契

約とすることも可能であると記載しているところ、徳島県仮設住宅供給マニュア

ルによれば、徳島県では三者契約を想定している。 

 その上で、徳島県では令和３年１０月に「借上型応急仮設住宅業務マニュアル」

を作成し、実際に徳島県が借上型応急仮設住宅を供給する際の手続を定めている。

この点、国が作成している「災害時における民間賃貸住宅の活用について」によ

れば、都道府県と関係団体との間で事前に「応急借上げ住宅用契約書（雛形）」を

用意することが望ましいとの記載がある一方で、徳島県では上記マニュアルを含

めて契約書の雛形を用意しておらず、実際に借上型応急仮設住宅を供給する際の

事務が円滑に行われないおそれがある。 

 したがって、上記マニュアル等において速やかに契約書の雛形を準備する必要

があり、さらに、徳島県が予定している三者契約では以下の点に注意して契約書

を作成する必要がある。 

 まず、借上型応急仮設住宅の場合、貸主を住宅所有者、借主を徳島県とする定

期建物賃貸借契約であることが前提であり、住宅の使用者である被災者は、住宅

所有者との間で定期建物賃貸借契約を締結する法的立場ではなく、三者契約は被

災者の住宅の使用方法や修繕費用の範囲等について明らかにすることが主な目的

であると考えられる（徳島県借上型応急仮設住宅実施要領においては、県による

入居決定や使用許可の取消といった、県と建物所有者、入居者との間の三者契約

というよりは、県と建物所有者との二者契約を前提にしているかのごとき文言と、

契約の締結といった三者契約を前提とする条項が混在しており、その法的関係に

ついては必ずしも明確ではない）ため、上記のとおり国も住宅所有者と都道府県

の二者間契約を原則として位置付けている。この点、徳島県の上記マニュアルに

おいては、住宅所有者と被災者との間でも定期建物賃貸借契約を締結するかのよ

うな記載があるところ、三者の法的立場を整理した上でマニュアル及び契約書を

作成する必要がある。なお、前記実施要領第７条によると、まず、貸主及び入居

者の間で賃貸借契約手続を行った上で、すでに貸主と入居者の署名押印がなされ

ている契約書及び重要事項説明書の送付を受けた県において、その内容を確認し

て、県が署名押印する立て付けとなっているが、県の定める実施要領等に適合す
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る賃貸借契約書が作成されるかどうかの制度的担保としては、貸主から「『徳島県

借上型応急仮設住宅実施要綱』及び『徳島県借上型応急仮設住宅実施要領』に基

づく応急仮設住宅として使用されることに同意します」という文言の貸主同意書

をとりつけるのみであり、この同意書に反して実施要領等に適合しない賃貸借契

約書に署名押印がなされた場合の法律関係がどのように処理されるのかは明確で

はない。 

 また、三者契約を前提とする場合、住宅所有者に対しても、被災者が賃借人の

立場ではないことを契約書の文言や事前説明において明らかにしておく必要があ

り、被災者に対して敷金や修繕費（被災者の故意過失による損壊は除く）等の被

災者が負担する必要のない費用について請求が行われないよう配慮する必要があ

る。 

 過去の裁判例でも、三者契約ではなく住宅所有者と県の二者契約の事例である

が、入居者による建物の損傷に係る原状回復費用等を借主である県が負うべきか

どうかが争われた裁判においては、契約書に定められた具体的文言等を根拠とし

て、住宅所有者の請求を棄却した裁判例（仙台高裁令和２年８月６日判決 ぎょ

うせい『月刊判例地方自治』２０２１年１２月号４９頁）もあり、契約書にどの

ように定めるのかは重要である。 

 そして、現在の県が想定しているスキームを前提にすると、通常、貸主が作成

することになる賃貸借契約書が実施要領等に適合しているかどうかについて、貸

主と使用者が署名押印された後に送付を受けた県において確認し、適合しない場

合は、改めて賃貸借契約書の作成し直し等を求めるといった作業が必要にならざ

るを得ないと考えられる。 

 もっとも、多数の被災者に応急仮設住宅を提供しなければならない災害対応の

現場においては、契約書１通１通の内容確認と場合によっては契約書の作成し直

しといった事務作業は、非常に煩瑣であって時間もかかるものであるため、でき

るだけ円滑に事務手続を行い、速やかに被災者に仮設住宅を提供するという観点

からみても、合理的であるとは言えず、事前に契約書の雛形の作成を含めたマニ

ュアルの見直しは必須であると考える。内閣府の定める前記災害救助事務取扱要

領においても、借上型仮設住宅等については、「災害発生の日から速やかに提供で

きるように努めること」とされており、事前準備において省力化できる事務作業

は、できるだけ事前に準備することが望まれる。 
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【指摘５】 

 借上型仮設住宅については、仮設住宅であり、かつ、建設型仮設住宅より早期

に被災者に提供されることが期待されている住宅であることから、実際に供給す

る際に、契約の締結や住宅所有者の理解も含めて、早急に事務執行が可能となる

よう契約書の雛形の作成を含めたマニュアルの見直しをされたい。 
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２ 被災者の生活再建支援体制について 

 

(1) 災害対策基本法では、都道府県及び市町村に対し地域防災計画の作成及び修正

が義務づけられており、これをうけて徳島県においても徳島県地域防災計画が策

定され、また、県内の各市町村においても市町村地域防災計画が策定されている。

これら地域防災計画は、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の各段階にお

いて、自治体のみならず関係機関等がなすべき事務又は業務の大綱や、災害予防、

災害応急対策、災害復旧等に関する事項別の計画、これらの措置に要する労務等

に関する計画等（災害対策基本法第４０条・第４２条参照）を定めるものとされ、

全ての都道府県及び市町村において策定済であり、災害対策の根幹をなすもので

ある。 

 一方、徳島県が令和元年１２月に策定した徳島県復興指針は、大規模災害から

の復興に関する法律第９条及び徳島県南海トラフ巨大地震に係る震災に強い社会

づくり条例第８３条に基づくものであり、被災後に県が定める復興方針や復旧及

び復興に関する計画の迅速かつ円滑な策定に向けた事前準備を推進することを目

的とするところ、全国でもこの復興指針を定めている都道府県は数えるほどであ

り、また、その内容についても単なる被災後に定める復興指針の事前準備にとど

まらず、事前復興の指針となることをも指向した内容となっており、他県のそれ

と比較しても画期的な内容となっている。 

 両者の関係については、徳島県復興指針において、「本指針は、徳島県地域防災

計画に記載されている関係事項を補完するとともに、実施に向けた方向性及び必

要な対策を整理するもの」とされており、徳島県復興指針の実現に向けた詳細な

ロードマップも設けられている。このように、日本の防災政策は「計画防災」と

呼ばれ、あらかじめ計画を定め、それに従った防災政策を実行するものであるが、

それが行き過ぎると事前の計画等に引きずられ、想定外の事態に柔軟に対応する

ことができず、災害時の対応が硬直的になる弊害も指摘されている。しかし、「事

前に備えていない災害対応はできない」との言葉に象徴されるように、こうした

計画や備えがどれだけ充実しているかは、行き当たりばったりではない適切な対

応が実施できるかどうかに大きく影響する。重要なのは、①想定外の事態ができ

るだけ起こらないように、必要な施策や準備について十分な検討を進めるととも

に、②どれだけ十分な検討を行ったとしても生じる想定外の事態に対応するため
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に、常に実際に起きている事象を的確にとらえ、計画を機械的に実行するのでは

なく、より適切で柔軟な対応を行うという、いわば「想定外が生じることをあら

かじめ想定する」姿勢である。特に、日本の災害法制は、問題が生じる度に新た

な立法や法改正を行ってきたため、全体として見ると、ちぐはぐなパッチワーク

のような構造となっており、法律を機械的に適用するだけで適切な災害対応がで

きるとは必ずしも言えない点に留意が必要である。 

 

 

(2) ところで、地域防災計画においては、都道府県地域防災計画、市町村地域防災

計画いずれにおいても、「被災者の生活再建等への支援」についての記載が設けら

れることとなっており、この点は徳島県地域防災計画及び県内の各市町村地域防

災計画においても例外ではない。 

 もっとも、地域防災計画は、全体としてみると、いずれの自治体においても相

応に詳細な記載がなされているものの、「被災者の生活再建等への支援」に関する

記載は残念ながら十分なものとは言えない。 

 例えば、徳島県地域防災計画は、全体として約４００ページのボリュームがあ

るが、被災者の生活再建等への支援に関する記載は、①被災者生活再建支援金の

支給、②災害弔慰金の支給・貸付、③雇用機会及び労働条件の確保、租税の徴収

猶予及び減免等、④被災者等への融資、⑤生活相談、⑥安否情報の提供、⑦罹災

証明書の交付、⑧被災者台帳の作成等、⑨資金の安定供給体制の構築と一通りの

ことは記載されているものの、７ページしか割かれておらず、その項目毎に記載

内容に濃淡があることは否めない。 

 市町村地域防災計画においても、徳島県地域防災計画と同じ項目の記載をする

ことが求められているが、以下のとおり、項目の一部について記載が確認できな

い市町村も見受けられる。 
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各市町村地域防災計画における被災者の生活再建等への支援についての記載状況
被災者
生活再建
支援金

災害
弔慰金

雇用機会
労働条件
確保

租税の
猶予減免

生活福祉
資金

災害復興
住宅融資

生活相談

〇 〇 〇 〇 〇 〇

災害により被害を受けた市民が速やかに再起更生できるよう、市役所内
に相談窓口を開設する。相談窓口においては、市民の早急な生活再建を
図るための生活相談、弔慰金の支給及び援護資金の相談を受けるととも
に、本市の未来まちづくり復旧・復興計画の情報提供を行う。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

災害により被害を受けた市民がすみやかに再起できるよう、福祉事務所
内に生活相談窓口を設置し、被災者に対する迅速かつ正確な相談業務が
行われるよう努めるものとする。なお、生活相談窓口においては、職業
斡旋、弔慰金等の支給、住宅資金等各種資金の貸付など被災者の生活安
定のための生活相談を行うものとする。なお、仮設住宅入居者に対して
は、生活再建に向けた活動を円滑に進められるよう、ボランティア等と
連携した支援対策を検討する。特に、高齢者の入居者に対しては、可能
な限り高齢者が住み慣れた地域で以前のように安心して暮らすことがで
きるよう、更なる在宅福祉サービスの充実や食の供給システムなど、地
域相互ケア体制の充実に努めるものとする。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

災害により被害を受けた市民が速やかに再起更生を図るために相談窓口
を開設し、迅速かつ正確な相談業務が行われるよう努める。なお、相談
窓口においては、職業斡旋、弔慰金等の支給、住宅資金等各種資金の貸
付など被災者の生活安定のための生活相談を行う。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

災害により被害を受けた住民がすみやかに再起更正できるよう、役場内
に生活相談窓口を設置し、被災者に対する迅速かつ正確な相談業務が行
われるよう努めるものとする。なお、生活相談窓口においては、職業斡
旋、弔慰金等の支給、住宅資金等各種資金の貸付など被災者の生活安定
のための生活相談を行うものとする。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

災害により被害を受けた住民のための相談窓口（相談所）を設置する。
相談窓口においては、町民の早急な生活再建が図られるための生活相
談、弔慰金等の支給及び各種援護資金の相談を受けるとともに、本町の
未来まちづくり復旧・復興計画の話題提供を行う。また、徳島官公庁等
行政苦情相談連絡協議会（事務局は総務省徳島行政評価事務所）におい
ても、必要に応じ、被災者のための特別総合行政相談所が開設される。

〇 〇 〇 〇 〇 〇
被災者のための臨時相談窓口（相談所）の設置等、被災者に対する迅速
かつ適切な相談業務が行われるよう努めるものとする。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

災害により被害を受けた住民のための相談窓口（相談所）を設置する。
相談窓口においては、町民の早急な生活再建が図られるための生活相
談、弔慰金等の支給及び各種援護資金の相談を受けるとともに、本町の
復旧・復興計画の話題提供を行う。また、徳島官公庁等行政苦情相談連
絡協議会（事務局は総務省徳島行政評価事務所）においても、必要に応
じ、被災者のための特別総合行政相談所が開設される。

〇 〇 〇 〇 〇 〇
被災者のための臨時相談窓口（相談所）の設置等、被災者に対する迅速
かつ適切な相談業務が行われるよう努める。

〇 〇 〇 〇 〇 〇
被災者のための臨時相談窓口（相談所）の設置等、被災者に対する迅速
かつ適切な相談業務が行われるよう努める。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

災害により被害を受けた住民が速やかに再起更正できるよう、役場内に
生活相談窓口を設置し、被災者に対する迅速かつ正確な相談業務が行わ
れるよう努めるものとする。なお、生活相談窓口においては、職業斡
旋、弔慰金等の支給、住宅資金等各種資金の貸付など被災者の生活安定
のための生活相談を行うものとする。

〇 〇 〇 〇 〇 〇
災害により被害を受けた住民が速やかに再起更生できるよう、町役場内
に相談窓口を開設する。相談窓口においては、生活相談、弔慰金等の支
給、援護資金等の相談に応じる。

※「－」は地域防災計画において記載が確認できないもの

県
内
市
町
村
の
項
目
別
状
況
及
び
記
載
内
容

(
順
不
同

)

（各市町村ホームページに掲載の地域防災計画を基に監査人作成） 
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被災者
生活再建
支援金

災害
弔慰金

雇用機会
労働条件
確保

租税の
猶予減免

生活福祉
資金

災害復興
住宅融資

生活相談

〇 〇 〇 〇 〇 〇

災害により被害を受けた住民がすみやかに再起更生できるよう、必要に
応じ発災後速やかに住民等からの問い合わせや要望に対応する総合相談
窓口の設置を図る。災害時の臨時相談は、厚生部が行う。なお、総合相
談窓口においては、職業斡旋、弔慰金等の支給、住宅資金等各種資金の
貸付など被災者の生活安定のための生活相談を行うものとする。また、
相談窓口を開設した場合には、速やかに防災行政無線、広報車等により
住民へ周知する。

〇 〇 〇 〇 〇 〇
被災者のための臨時相談窓口（相談所）の設置等，被災者に対する迅速
かつ適切な相談業務が行われるよう努めるものとする。

ー 〇 〇 〇 〇 〇

災害により被害を受けた住民がすみやかに再起更正できるよう，臨時相
談窓口を設置し，被災者に対する迅速かつ正確な相談業務が行われるよ
う努めるものとする。なお，臨時相談窓口においては，職業斡旋，弔慰
金等の支給，住宅資金等各種資金の貸付など被災者の生活安定のための
生活相談を行うものとする。

ー 〇 〇 〇 〇 ー
被災者のための臨時相談窓口（相談所）の設置等、被災者に対する迅速
かつ適切な相談業務が行われるよう努めるものとする。

ー 〇 〇 〇 〇 ー

災害により被害を受けた住民が速やかに再起更正できるよう，役場内に
臨時生活相談窓口を設置し，被災者に対する迅速かつ正確な相談業務が
行われるよう努めるものとする。なお，生活相談窓口においては，職業
斡旋，弔慰金等の支給，各種資金の貸付など被災者の生活安定のための
生活相談を行うものとする。

〇 〇 ー 〇 〇 ー
被災市民の生活の立直しを援護し、市民の自力復興を援助するため、特
に専門的な対応が必要な場合は、関係所管部又は関係機関等と連携し、
当該事務処理のための臨時市民相談窓口を開設する。

〇 〇 〇 ー 〇 〇

災害により被害を受けた住民がすみやかに再起更正できるよう、市役所
内に生活相談窓口を設置し、被災者に対する迅速かつ正確な相談業務が
行われるよう努めるものとする。なお、生活相談窓口においては、職業
斡旋、弔慰金等の支給、住宅資金等各種資金の貸付など被災者の生活安
定のための生活相談を行うものとする。

〇 〇 〇 〇 ー ー

災害により被害を受けた市民が速やかに再起更生できるよう、市役所内
に相談窓口を開設する。相談窓口においては、生活相談、弔慰金等の支
給、援護資金等の相談に応じる。また、避難者の健全な住生活の早期確
保のために、応急仮設住宅以外にも、利用可能な公営住宅や空き家等を
把握し、迅速な斡旋に努める。

〇 〇 〇 〇 ー ー

災害により被害を受けた住民が速やかに再起更生できるよう、町役場内
に相談窓口を開設する。相談窓口においては、生活相談、弔慰金等の支
給、援護資金等の相談に応じる。また、避難者の健全な住生活の早期確
保のために、応急仮設住宅以外にも、利用可能な公営住宅や空き家等を
把握し、迅速な斡旋に努める。

〇 〇 〇 〇 〇 ー

被災者の自立に対する援助，助成措置について，広く被災者に広報する
とともに，できる限り総合的な相談窓口等を設置するものとする。ま
た，他の市町村に避難した住民に対しても，避難先の市町村と協力する
ことにより，必要な情報や支援・サービスを提供するものとする。

〇 〇 〇 〇 〇 ー
被災者のための臨時相談窓口（相談所）の設置等、被災者に対する迅速
かつ適切な相談業務が行われるよう努めるものとする。

〇 〇 〇 〇 〇 ー
被災者のための臨時相談窓口（相談所）の設置等、被災者に対する迅速
かつ適切な相談業務が行われるよう努めるものとします。

〇 〇 〇 〇 〇 ー
被災者のための臨時相談窓口（相談所）の設置等、被災者に対する迅速
かつ適切な相談業務が行われるよう努める。

※「－」は地域防災計画において記載が確認できないもの

県
内
市
町
村
の
項
目
別
状
況
及
び
記
載
内
容
（
順
不
同
）

（各市町村ホームページに掲載の地域防災計画を基に監査人作成） 
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前述したとおり、徳島県地域防災計画は、市町村の対処すべき事務又は業務の

大綱としての性格も有しており、計画が適切に定められていないために災害対応

に遅れが生じることがあり得る（実際、過去の災害では、災害対応に慣れていな

い市町村が、被災者支援のパスポートとも言うべき罹災証明書の発行の必要性す

ら十分に理解できていなかったケースも遺憾ながら生じている。ただし、罹災証

明書は、従来から災害時に市町村が発行することとされていたが、その明確な法

的根拠が災害対策基本法に設けられたのは東日本大震災以降である）ことからし

て、こうした記載漏れがあることは看過できることではない。 

 もっとも、報道によると、平時において災害対応を担当する市町村職員は少な

く、これらの計画の策定についての対応が後手に回っている市町村もあるとのこ

とであり、市町村地域防災計画の策定は一義的には市町村に責任があるとしても、

徳島県は、市町村の防災に関する事務又は業務の実施を助ける立場にある（災害

対策基本法第４条参照）のであるから、市町村が適切に地域防災計画を定めるこ

とができるよう、より積極的に助言等を行うことが望ましいと考える。 

 例えば、徳島県は各市町村と災害対応に関し定期的な協議の場を設けているの

であるから、これらの場を利用するなどして、市町村地域防災計画の記載につい

て、他の自治体の記載例を紹介するなどすることが考えられよう。前述したとお

り、災害法制は、問題が生じる度に法改正等がされている（最近でも、例えば、

被災者生活再建支援法が改正され、新たに中規模半壊という概念が設けられたり、

災害救助法の運用要領が改定され、応急修理の範囲について準半壊という概念が

設けられ、応急修理期間中の応急仮設住宅への一時入居が認められたりしている）

し、発災時にも、政府から災害時の特別対応を認める通達等が多く発出され、現

場が対応に苦慮したといった事態も過去には生じているため、県及び市町村が適

切な災害対応をするためには、これらの情報共有や、県による市町村に対する後

見的支援は不可欠である。 

 

（意見４７） 

 県は、市町村の防災に関する事務又は業務の実施を助ける立場にあるのである

から、市町村が適切に地域防災計画を定めることができるよう、例えば、徳島県

が設けている災害対応に関する各市町村との定期的な協議の場において、市町村

地域防災計画の記載について、他の自治体の記載例を紹介するなど、より積極的

に助言等を行うことが望ましい。 
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(3) 災害においては、被災者は、様々な被害（住まいを失う、家族を亡くす、失業

する等）を同時に受けることとなり、生活再建を果たすためには複数の課題に同

時に取り組む必要が生じる。そのため、被災者の自助のみで生活再建を果たすこ

とは困難である。そのため、地域防災計画において、「被災者の生活再建等への支

援」という項目が設けられており、適切な支援体制の構築が重要とされていると

ころ、被災者支援の第一歩は、官民連携する形での被災者向けの総合相談窓口の

開設である。 

 もっとも、徳島県地域防災計画においては、生活相談の項目こそ設けられてい

るものの、その記載は、わずかに「県及び市町村は、被災者のための臨時相談窓

口（相談所）の設置等、被災者に対する迅速かつ適切な相談業務が行われるよう

努めるものとする。（後略）」とあるのみであって、計画上は、市町村のみならず

県においても相談窓口を設置することがあり得る旨の記載が抽象的にされている

にとどまっている。実際にも、県が相談窓口を設置することに向けた具体的な検

討は進んでいない。 

 徳島県は、被災者相談に関し、弁護士会をはじめとする複数の士業と協定を締

結しているが、この協定を反映した記載もされていない（なお付言すれば、この

県と多士業との協定については、その経緯から建築士会や技術士会等、当然、多

士業連携の形で協定されるべき士業の一部が含まれておらず、また、県が設置す

る総合相談窓口への対応は必ずしも想定されていないため、将来的には改定をす

ることが望ましい）。 

 また、近年の災害時においては、多くのボランティアが活発な活動を行い、被

災地内外で重要な役割を果たしたことから、災害対策基本法第５条の３が新設さ

れ、ボランティアとの連携が国及び地方公共団体の努力義務とされた。徳島県地

域防災計画においても、災害予防の箇所において「ボランティア受入体制の整備」

及び、災害応急対策の箇所において「ボランティア活動の支援」の項目が設けら

れるとともに、あわせて「徳島県災害ボランティア活動支援方針」が定められて

いる。もっとも、「ボランティア受入体制の整備」中の「専門ボランティア」の記

載は、専門ボランティアの中でも災害応急対策時のいわゆる技術ボランティアに

偏っている。「ボランティア活動の支援」、「徳島県災害ボランティア活動支援方針」

の記載についても、専ら災害応急対策時におけるボランティア活動にとどまって

いる。 



 

140 

 

 しかし、例えば、過去の災害において、災害ボランティアセンターが閉鎖され

た後、被災者の生活再建を支援する地域支え合いセンターが開設されているよう

に、ボランティアの役割は災害応急対応時のみならず、被災者の生活再建等の支

援においても重要であり、また、専門ボランティアも技術ボランティアに限られ

るわけではなく、より総合的な専門ボランティアの受入及びボランティアの支援

体制の構築が必要である。 

 そして、相談窓口の設置等に関する検討が十分にはできていないことは市町村

地域防災計画においても基本的に同様であり、被災者の生活再建支援等に関する

計画及び準備は全体として後手に回っていると言わざるを得ない。 

 この点、岩手県においては、沿岸自治体が大きな被害を受けたこともあって、

岩手県において総合相談窓口を複数箇所に設置し、被災者の生活再建支援を行っ

ており、南海トラフ地震によって沿岸自治体にも大きな被害が生じることが想定

されている徳島県の対応として参考になろう。 

 さらに、徳島県復興指針においては、被災者一人一人に対しきめ細やかな支援

を行うことを志向する災害ケースマネジメントの実現が盛り込まれている。この

災害ケースマネジメントは、アメリカのハリケーンカトリーナ等の大災害時にお

ける被災者支援をモデルとしているが、その実現については、全国知事会から国

に対し要望が出されており、徳島県と相互支援協定を締結している鳥取県におい

て、全国の自治体に先駆けて災害ケースマネジメントについて条例化を果たして

いることから徳島県としても先進的な事例に学びながら態勢構築を図る意向であ

るとのことである。もっとも、災害ケースマネジメントを実現するためには、被

災者の生活再建支援のための官民連携が不可欠である（特に、南海トラフ地震の

ような広域災害では、行政の力だけで膨大な数にのぼる被災者の生活再建支援を

行うことは到底不可能である）ところ、前述したとおり、徳島県地域防災計画の

災害ボランティア及び被災者の生活再建等の支援の記載は十分なものとは言えな

い。徳島県復興指針実現のためのロードマップでも、災害ケースマネジメント実

現のための直接的な施策はまだ検討途上であることが窺われる。 

 これは、災害ケースマネジメントが、申請主義、世帯中心主義等を原則とする

平時の住民サービス態勢からの転換を迫るものであり、また、担当部署のみなら

ず官民挙げての連携と災害ケースマネジメントを担うことができる人材育成や体

制整備が必要であって一朝一夕に実現できるものではないことから、やむを得な
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い側面がある。 

しかし、被災者の抱える様々なニーズを適切に汲み上げる仕組みを設けること

は、災害ケースマネジメント実現のための一里塚であって、発災後、災害応急対

応段階から総合相談窓口を設置するとともに官民連携で被災者のニーズを汲み上

げるアウトリーチ体制を構築することは、いずれも非常に重要である（前述した

災害ケースマネジメント発祥の地であるアメリカにおいても被災者情報等の共有

等について官民連携が図られている）。 

 そして、岩手県の例にあるとおり、甚大な被害を受けた市町村においては、事

実上、きめ細やかな被災者の生活再建支援を行うことも困難となることが想定さ

れるため、徳島県としても総合相談窓口の開設やアウトリーチ体制の構築等につ

いて事前から検討すべきである。 

 その際には関係機関等との間の平時からの連携をより強化するとともに、徳島

県復興指針において謳われている災害ケースマネジメント実現のための人材育成

等の施策についてより一層取り組む必要がある。なお、繰り返しになるが、総合

相談窓口の開設等の災害ケースマネジメント体制を構築する際には、行政が提供

する支援だけで被災者が生活再建を果たせるわけではないため、単に行政が提供

する支援制度の紹介だけにとどまらない体制を構築することが肝要であり、その

意味でも、主として行政による生活再建支援の施策の記載にとどまっている地域

防災計画の記載については改善が必要である。 

 また、被災者の様々なニーズに適切に応えるためには、官民連携だけでなく、

組織内連携も非常に重要である。そのため、災害ケースマネジメント体制の構築

を担当する部署を新設するにせよ、既存の部署の職務とするにせよ、課横断的な

体制整備が望まれる。 

 

（意見４８） 

 徳島県復興指針において謳われている災害ケースマネジメントを実現すること

が求められているところ、官民挙げての支援体制の構築は非常に重要であること

から、徳島県としても総合相談窓口の開設やアウトリーチ体制の構築等について

事前から検討すべきである。その際には、既存の協定の改定を含めた関係機関等

との平時からの連携や組織内連携をより強化するとともに、人材育成等の施策に

ついてより一層取り組み、徳島県地域防災計画の記載についても更に充実させる

ことが望まれる。 
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なお、災害ボランティアセンターの運営であれ、より広い被災者の生活再建支

援であれ、官民連携した運営や支援を実施するためには、被災者の情報を官民で

共有を図る必要がある。 

 特に、現在のレベル２の被害想定では、相当数の被災者が指定避難所等に避難

することができず、在宅避難や域外避難等をせざるを得ない事態が生じることが

想定されており、こうした在宅被災者や域外避難をした被災者、さらには、借上

型応急仮設住宅に入居した被災者についても、外部からの支援の手が届きにくい

という問題が生じていることが過去の災害において繰り返し指摘されている。 

 この点、「徳島県災害ボランティア活動支援方針」においては、「災害関連情報

の提供」という項目において、県は、県社会福祉協議会が運営することが想定さ

れている県災害ボランティアセンターに対し、被災状況、避難所の開設状況、ラ

イフラインの復旧状況、交通規制や公共交通機関の復旧状況等の災害関連情報を

適時適切に提供する旨は定められているが、被災者情報をどこまで共有できるの

かについての記載はない。 

 過去の災害においては、発災後、被災者を支援するボランティア団体等が立ち

上げられた例や、従前、災害支援活動をしてこなかった団体がその利用者を支援

するという形で被災者支援を行うといった例（例えば、平時にシングルマザー支

援をしていた団体が被災したシングルマザーを支援するなど）は多くみられてお

り、被災者情報の共有については、誰とどのような情報をどこまで共有するのか

について、発災前に一義的に定めることは困難な側面もある。また、災害対策基

本法においては、被災者台帳の作成を市町村に求めているように、被災者情報の

多くは市町村が有していることも少なくなく、県のみで被災者情報の共有のルー

ルを設けることができるわけでもない。 

 とはいえ、社会福祉協議会や専門士業の団体のように、発災時に被災者支援を

行うことが平時から想定されている団体は複数存在するわけであるから、そうし

た団体や市町村との間で被災者情報の共有のあり方については、被災者台帳の活

用とあわせて、継続的に検討を進め、可能であれば取扱要領等を定めておくこと

が望ましい。 

 

（意見４９） 

 実効的な官民連携した被災者支援を行うためには、被災者情報をいかに共有す
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るかが重要となってくるため、社会福祉協議会や専門士業の団体のように、発災

時に被災者支援を行うことが平時から想定されている団体や市町村との間で、平

時から被災者情報の共有のあり方について、継続的に検討を進め、可能であれば

取扱要領等を定めておくことが望ましい。 
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第１０章 防災・減災関連補助金（危機管理環境部関連） 

 

１ 概要 

県では、防災・減災関連補助金事業として、「とくしまゼロ作戦」県土強靭化推

進事業費補助金、地域連携・快適避難所運営モデル事業補助金、徳島県戦略的災

害医療プロジェクト推進費補助金、令和２年度近畿府県合同防災訓練実行委員会

等補助金及び災害時避難者受入機能強化緊急対策事業補助金について各要綱を定

めている。 

 

(1) 「とくしまゼロ作戦」県土強靭化推進事業費補助金について 

「とくしまゼロ作戦」県土強靭化推進事業費補助金は、南海トラフ巨大地震等

に対する総合的な避難体制を早急に確保するため、市町村が行う「「とくしまゼロ

作戦」県土強靭化推進事業」に要する経費に対する補助金であり、令和２年度の

最終予算及び執行額は次のとおりである。 

        予算額 １５７,９３３千円 

執行額 １５３,４３２千円 

また「補助対象事業及び経費」、「対象団体」、「補助率」及び「補助限度額」は

以下のとおりである。 

 

   「とくしまゼロ作戦」県土強靭化推進事業費補助金メニュー 

補助対象事業及び経費 対象団体 補助率 補助限度額 

【補助対象事業】 

安全避難計画策定支援事業 

【対象経費】 

指定緊急避難場所及び指定避難所の位

置情報を反映した安全避難計画の作成

に要する経費 

全市町村 ２分の１

以内 

２００万円／市町村 

【補助対象事業】 

災害対応計画策定支援事業 

【対象経費】 

大規模災害が発生した際の機能不全を

防ぐための受援計画、津波防災地域づく

り法に基づく推進計画の策定に要する

経費 

全市町村 ２分の１

以内 

２５０万円／市町村 
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補助対象事業及び経費 対象団体 補助率 補助限度額 

【補助対象事業】 

住宅出火防止対策等推進体制整備事業 

【対象経費】 

住宅の出火防止対策に重点をおいた普

及啓発に要する経費 

全市町村 ２分の１

以内 

１００万円／市町村 

【補助対象事業】 

臨時情報活用推進支援事業 

【対象経費】 

南海トラフ地震臨時情報を活用した防

災対策に係る普及啓発事業に要する経

費 

全市町村 ２分の１

以内 

１００万円／市町村 

【補助対象事業】 

「事前復興」推進事業 

【対象経費】 

復興に向けた様々な準備や実践である

「事前復興」の取組に要する経費 

全市町村 ２分の１

以内 

１５０万円／市町村 

【補助対象事業】 

避難路・避難施設等機能強化事業 

【対象経費】 

市町村の「国土強靭化地域計画」に位置

付けられた、避難路・避難場所・避難所

の防災機能の強化に要する費用 

①避難路の機能強化 

・「避難誘導灯の設置」 

・「避難誘導標識の設置」 

・「避難路の危険なブロック塀対策（撤

去、撤去及び県産木材活用による機能回

復）」等 

②避難施設の機能強化 

・「津波避難ビルの外付け階段の設置」

等 

③物流拠点施設の機能強化 

・「物流拠点施設の整備」等 

④上記以外の機能強化 

・「備蓄倉庫、資機材の整備」 

・「避難施設の長期避難対応機能の強

化」 

・「避難所の減災対策」 

・「避難所・避難場所の危険なブロック

塀対策（撤去、撤去及び安全管理のため

の機能回復、撤去及び県産木材活用によ

る機能回復）」等 

全市町村 ２分の１

以内 

①１５０万円／箇所

（ただし、津波災害警

戒区域がある市町は、

２５０万円／箇所） 

・撤去のみ 

１５０万円／箇所（た

だし、津波災害警戒区

域がある市町は、２５

０万円／箇所） 

・撤去及び県産木材

活用による機能回復 

２５０万円／箇所 

（ただし、津波災害警

戒区域がある市町は、

３５０万円／箇所） 

②５００万円／箇所 

③５００万円／箇所 

④２５０万円／箇所 

ブロック塀対策 

・撤去（機能回復を含

む）２５０万円／箇所 

・撤去及び県産木材

活用による機能回復 

３５０万円／箇所 
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補助対象事業及び経費 対象団体 補助率 補助限度額 

【補助対象事業】 

津波避難施設等整備事業 

【対象経費】 

市町の「国土強靭化地域計画」に位置付

けられた、津波に対する避難路・避難場

所の整備に要する経費 

北島町 

藍住町 

５分の３

以内 

・避難路 

 ２５０万円／箇所 

・避難場所 

 ５００万円／箇所 

 

 

 

徳島市 

鳴門市 

小松島市 

阿南市 

牟岐町 

美波町 

海陽町 

松茂町 

２分の１

以内 

【補助対象事業】 

豪雨・土砂災害対応の避難場所・避難所

緊急整備事業 

【対象経費】 

市町村の「国土強靭化地域計画」に位置

付けられた、土砂災害警戒区域外での土

砂災害対応の指定避難所や避難場所の

整備に要する経費 

全市町村 ２分の１

以内 

５００万円／箇所 

【補助対象事業】 

避難所非構造部材耐震化事業 

【対象経費】 

市町村の「国土強靭化地域計画」に位置

付けられた、避難所の天井・照明などの

非構造部材の耐震化に要する経費 

全市町村 ２分の１

以内 

２５０万円／箇所 

【補助対象事業】 

災害時快適トイレ対策促進事業 

【対象経費】 

避難所等における「快適なトイレ環境」

の整備に要する経費 

全市町村 ２分の１

以内 

２５０万円／箇所 

【補助対象事業】 

孤立可能性集落通信手段確保対策事業 

【対象経費】 

孤立化が想定される集落等において、通

信手段の確保を目的として、市町村が衛

星携帯電話、アマチュア無線機、衛星Wi-

Fi ルーターなど及び当該通信機器に使

用する非常用発電機等を購入する際の

初期費用に要する経費 

全市町村 ２分の１

以内 

１００万円／市町村 
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補助対象事業及び経費 対象団体 補助率 補助限度額 

【補助対象事業】 

孤立化対策「救護・救援体制」整備事業 

【対象経費】 

災害時に孤立化が想定される地域や津

波・洪水による長期湛水へ備えるため、

災害時の救援・救出や物資輸送体制の強

化に向けたヘリポートや救助用ボート

等の整備に要する経費 

全市町村 ２分の１

以内 

２００万円／箇所 

【補助対象事業】 

避難所停電対策促進事業 

【対象経費】 

長期避難に備えた非常用電源設備（発電

機、蓄電池、燃料タンク等）の整備にか

かる経費 

全市町村 ２分の１

以内 

２５０万円／箇所 

【補助対象事業】 

チャレンジ枠・先進防災事業 

【対象経費】 

防災減災対策の推進を目的とした先進

的な事業の実施に要する経費 

全市町村 ３分の２

以内 

２５０万円／市町村 

【補助対象事業】 

緊急コロナウイルス感染症対策事業 

【対象経費】 

避難所開設における新型コロナウイル

ス感染症対策の実施に要する経費 

①必要な物資・資機材（テント、パーテ

ィション、マスク、消毒液等）の整備 

②専用スペースを確保するために活用

する、学校の空き教室の改修 

全市町村 ２分の１

以内 

１００万円／市町村 

 

 

 

(2) 地域連携・快適避難所運営モデル事業補助金について 

地域連携・快適避難所運営モデル事業補助金は、南海トラフ巨大地震をはじめ

とする自然災害に備え、住民主体の避難所運営体制づくりを推進するため、市町

村が行う「地域連携・快適避難所運営モデル事業」に要する経費に対する補助金

であり、令和２年度の最終予算及び執行額は次のとおりである。 

        予算額 １,０００千円 

執行額   １５６千円 
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また「補助対象事業及び経費」、「対象団体」、「補助率」及び「補助限度額」は

以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金について 

徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金は、平時と災害時のつなぎ目

のないシームレスな医療提供体制を構築するため、戦略的災害医療プロジェクト

を推進する事業に要する経費に対する補助金であり、令和２年度の最終予算及び

執行額は次のとおりである。 

        予算額 ６６５千円 

        執行額 ４３９千円 

また「補助対象事業及び経費」、「対象団体」、「補助率」及び「基準額」は以下

のとおりである。 

 

 戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金メニュー 

補助対象事業及び経費 対象団体 補助率 基準額 

【補助対象事業】 

福祉避難所運営体制強化事業 

【対象経費】 

市町村が福祉避難所に指定した施設と連携

し実施する福祉避難所受入訓練に必要な報

償費、賃金、旅費、需用費（消耗品費、印刷

製本費等）、役務費（通信運搬費）、使用料及

び賃借料、災害時における福祉避難所運営

で、要配慮者の生活環境を整備するために必

要となる折りたたみベッド、パーティション

等の需用費、備品購入費  

市町村 １０分の１０ 予算の範囲

内で知事が

必要と認め

る額 

 

 

補助対象事業及び経費 対象団体 補助率 補助限度額 

【補助対象事業】 

モデルとなる個別の避難所において避難

所運営体制を構築する事業 

【対象経費】 

上記事業実施に要する経費 

市町村 ２分の１

以内 

事業１件当たり 

下限額１０万円 

上限額５０万円 
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補助対象事業及び経費 対象団体 補助率 基準額 
【補助対象事業】 

避難所における災害時要配慮者支援推進事

業 

【対象経費】 

市町村が災害時に医学的管理を要する要配

慮者を避難所に受入れ、安定的に運営する訓

練及び機能強化に必要な報償費、賃金、旅費、

需用費（消耗品費、印刷製本費等）、役務費

（通信運搬費）、使用料及び賃借料、備品購

入費  

市町村 １０分の１０ 予算の範囲

内で知事が

必要と認め

る額 

 

 

 

(4) 令和２年度近畿府県合同防災訓練実行委員会等補助金について 

令和２年度近畿府県合同防災訓練実行委員会等補助金は、災害時の広域応援体

制の確立と住民の防災意識の高揚を図るため開催される令和２年度近畿府県合同

防災訓練の実施に要する経費に対する補助金であり、令和２年度の最終予算及び

執行額は次のとおりである。 

        予算額 １,５００千円 

執行額 １,５００千円 

また「補助対象事業及び経費」、「対象団体」、「補助率」及び「補助限度額」は

以下のとおりである。 

補助対象事業及び経費 対象団体 補助率 補助限度額 

【補助対象事業】 

災害時の広域応援体制の確立と住民の防災

意識の高揚を図るために開催される令和２

年度近畿府県合同防災訓練の実施事業 

【対象経費】 

上記事業実施に要する経費 

緊急消防援助

隊近畿ブロッ

ク合同訓練実

行委員会 

１０分の１０ ２,９００万円

以内 

 

 

 

(5) 災害時避難者受入機能強化緊急対策事業補助金について 

災害時避難者受入機能強化緊急対策事業補助金は、南海トラフ巨大地震に対す

る総合的な避難体制を早急に確保するため、徳島県旅館ホテル生活衛生同業組合
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及び一般社団法人日本旅館協会徳島県支部に加盟する県内の宿泊事業者が行う避

難者を受入れるための改修等に要する経費に対する補助金であり、令和２年度の

最終予算及び執行額は次のとおりである。 

        予算額 １４４,５２６千円 

執行額 １４４,５２６千円 

また「補助対象事業及び経費」、「対象団体」、「補助率」及び「補助限度額」は

以下のとおりである。 

補助対象事業及び経費 対象団体 補助率 補助限度額 

【補助対象事業】 

市町村と新たに避難所として協定を締結し

ている施設について避難者を受入れるため

の改修等の事業 

但し、「徳島県宿泊施設リノベーション支援

事業」で福祉避難所としての助成対象施設は

除く。 

【対象経費】 

次の事業のうち、工事費、設計費等を対象と

する。 

・客室の新設又は改修を図る事業 

・入浴施設、トイレ等の新設又は改修を図る

事業 

・スロープ、手すり設置等のバリアフリー化

を図る事業 

徳島県旅館ホ

テル生活衛生

同業組合及び

（一社）日本旅

館協会徳島県

支部に加盟す

る県内の宿泊

事業者 

３ 分 の ２

以内 

２,０００万円 

 

 

 

(6) 県の補助金の定め 

県では徳島県補助金交付規則を定めた上で、上記１のとおり、補助金毎の要綱

を定めている。 

 地方公共団体のする補助金の支給（地方自治法第２３２条の２）は、本来私法

上の贈与の性質を有するものというべきであり、そもそも公権力の行使という性

格は希薄で、これを公権力の行使と認めるためには、補助金支給を申請すること

のできる地位に権利性を付与したと認めるに足りる法令の規定が必要（大阪高判

平１８.１１.８参照）とされており、県の上記各法令には当該規定が存在しないた

め、県の対象団体への補助金交付は行政処分ではなく、贈与契約と解される。 



 

151 

 

(7) 補助金メニューの策定について 

「「とくしまゼロ作戦」県土強靭化推進事業費補助金」は、県が南海トラフ巨大

地震に対する総合的な避難態勢を早急に確保するため、市町村が行う津波避難対

策等に対して「加速する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金」を実施し

ていたところ、更に対策を強化するために、「避難所停電対策促進事業」や「臨時

情報活用推進支援事業」などを新しく補助対象として、令和２年４月１日付で施

行されている。 

 なお、平成３１年度の「加速する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金」

の当初予算額は１億６,６００万円であったところ、令和２年度の「「とくしまゼ

ロ作戦」県土強靭化推進事業費補助金」の当初予算額は１億５,６５０万円、令和

３年度の当初予算額は１億４,８５０万円となっている。 

 県では、「加速する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金」も含め、補助

対象事業を策定する際には補助金交付先である市町村からの要望も踏まえた上で

策定しているとのことである。 
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（「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進事業補助金メニュー（担当課提供）） 
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令和２年度の「「とくしまゼロ作戦」県土強靭化推進事業費補助金」の対象事業

毎の「予算額（４月補正）」、「交付金額（１万円未満切り捨て）」及び「交付件数」

は以下のとおりである。 

 

令和２年度「とくしまゼロ作戦」県土強靭化推進事業費補助金 

事業名 予算額 

(単位:万円) 

交付金額 

(単位:万円) 

交付件数 

安全避難計画策定支援事業 ９００ １,３７８ ８件 

災害対応計画策定支援事業 ８００ ３５０ ２件 

住宅出火防止対策等推進体制整備事業 １００ ０ ０件 

臨時情報活用推進支援事業 ４００ ０ ０件 

「事前復興」推進事業 １,０５０ ２４ １件 

避難路・避難施設等機能強化事業 ４,２１０ ３,７９２ １８件 

津波避難施設等整備事業 ５００ １,５００ ３件 

豪雨・土砂災害対応の避難場所・避難所緊急整備

事業 

５００ ０ ０件 

避難所非構造部材耐震化事業 ２,０００ ８５９ ２件 

災害時快適トイレ対策促進事業 ２,２５０ ３,５８５ １９件 

孤立可能性集落通信手段確保対策事業 ２００ １１０ ２件 

孤立化対策「救護・救援体制」整備事業 ４００ ４００ ２件 

避難所停電対策促進事業 １,５００ １,１２７ １１件 

チャレンジ枠・先進防災事業 ５００ ０ ０件 

緊急コロナウイルス感染症対策事業 ２,４００ ２,２１３ ２４件 

 

 

 このうち、執行率が０パーセントの補助事業が４つ（住宅出火防止対策等推進

体制整備事業、臨時情報活用推進支援事業、豪雨・土砂災害対応の避難場所・避

難所緊急整備事業、チャレンジ枠・先進防災事業）存在し、執行率が０パーセン

トの補助事業の予算額は合計で１,５００万円である。 
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２ 監査の結果及び意見 

 

(1) 住宅出火防止対策等推進体制整備事業について 

住宅出火防止対策等推進体制整備事業は、市町村が行う、住宅の出火防止対策

及び耐震改修補助制度に係る普及啓発事業に要する経費の一部を支援する事業で

ある。具体的には、市町村が感震ブレーカー等の必要性を住民に対して啓発（巡

回指導、相談、普及啓発イベントの開催）する際に要する経費の補助である。 

 当該補助事業は、平成３０年度に開始し、開始の際の資料によれば、出火防止

対策を進めることが喫緊の課題であるとの認識の下で、平成３０年度から３２年

度までの３年間において取組を進める事業として位置付けられている。 

 当該補助事業の交付実績は、平成３０年度、令和元年度及び令和２年度の３年

間でいずれも０件である。そして、当初の事業予定のとおり令和２年度で当該事

業は廃止になっている。 

 県において、出火防止対策を喫緊の課題とし、感震ブレーカー等の設置を進め

る必要があるとの認識の下で、感震ブレーカー等の設置に関する普及啓発のため

の補助事業を制定したにも関わらず、交付実績が全くないことの原因として、「市

町村が既存媒体を活用して啓発を行っていること」、「住宅課と連携して一般家

庭向けの補助金を創設したこと」及び「市町村においても限られた予算の中で、

県補助金を活用し地域の実情を踏まえた防災・減災対策を推進していること」を

挙げている。他方で、県としては、感震ブレーカー等の設置に関する普及啓発に

ついて、引き続き推進する必要があると認識しているとのことである。 

 この点、県の説明によれば、県は補助対象事業の制定については市町村の要望

も踏まえて制定しているとの一方で、市町村に対して交付申請を行わなかった理

由等について特段ヒアリングを行った形跡は確認できなかった。少なくとも、補

助事業開始年度において、市町村からの交付申請が全くないのであれば、その理

由について市町村に対する調査を行わなければ、市町村からの要望を踏まえた補

助対象事業であるか否かの確認をすることはできない。 

 特に、「とくしまゼロ作戦」県土強靭化推進事業費補助金の趣旨が南海トラフ

巨大地震に対する総合的な避難体制を早急に確保することであり、その一部であ

る住宅出火防止対策等推進体制整備事業も、喫緊の課題として位置付けている出

火防止対策を背景として、普及啓発事業を緊急性の高い事業であることを理由に
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３年間の事業実施期間として設けている。いずれも「早急」、「喫緊」、「緊急

性の高い」といった表現を使用しながらも、実際には毎年度市町村が全く活用す

ることなく、当初の事業実施期間の満了によって補助対象事業が廃止される結果

になっている。 

 結局のところ、当該補助対象事業の目的である「感震ブレーカー等の設置に関

する普及啓発」については、少なくとも市町村による補助金の活用がなかった以

上、当該目的が達成されたと認めるのは困難であり、実際県としても依然として

「感震ブレーカー等の設置に関する普及啓発」の推進の必要性を認識している状

態である。なお、「平成３０年度 徳島県地震・津波県民意識調査（全件調査）」

において、問２１「お宅で行っている地震防災対策はどれですか。」の「１０ 地

震の時は自動的に電気のブレーカーが落ちる感震ブレーカーを設置している」へ

の回答状況は５.７％にとどまっている。 

 県としては、「感震ブレーカー等の設置に関する普及啓発」の推進のために、

今後の市町村等からの要望も踏まえ、必要に応じて代替措置を検討していくとの

ことであるものの、まずは住宅出火防止対策等推進体制整備事業が市町村におい

て全く活用されなかった原因及び理由を客観的に分析する必要があると考える。 

 その上で、本来の目的である「感震ブレーカー等の設置に関する普及啓発」の

達成のため当該補助事業の代替措置等の導入を積極的に検討すべきである。 

 

（意見５０） 

 住宅出火防止対策等推進体制整備事業が市町村において全く活用されなかった

原因及び理由を客観的に分析し、その上で、本来の目的である「感震ブレーカー

等の設置に関する普及啓発」の達成のため当該補助事業の代替措置等の導入を検

討すべきである。 

 

 

(2) 豪雨・土砂災害対応の避難場所・避難所緊急整備事業について 

豪雨・土砂災害対応の避難場所・避難所緊急整備事業は、市町村の「国土強靭

化地域計画」に位置付けられた、土砂災害警戒区域外での土砂災害対応の指定避

難場所や避難所の整備に要する経費を補助する事業である。 

 当該事業は平成２８年度から開始し、土砂災害を見据えた避難場所や避難所（以
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下「避難施設」という。）に対し、豪雨災害を踏まえた緊急対策としてのインセ

ンティブメニューとして、土砂災害警戒区域内の構造条件を満たさない避難施設

の移転等を想定した事業である。 

 当該補助事業の開始の際の資料によれば、平成２７年１月の土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の改正及び施行により、土砂災

害警戒区域外で避難場所を選定することが基本となったため、新たに設けられた

補助事業であり、補助対象となる施設は平成２６年度末の時点で３２２施設であ

った。 

 当該補助事業の交付実績は、平成２８年度から令和２年度の５年間でいずれも

０件である。そして、過去の申請数が０件であること、市町村においても対象施

設が少なく、既存施設の活用等により避難施設の確保を行っていることから今後

の補助事業の活用の見込みがないことを理由に令和２年度で当該事業は廃止にな

っている。 

 県としては、今後、仮に市町村において避難施設の整備が必要と判断した場合

には、社会資本整備総合交付金や緊急・減災防災事業債などの有利な財政措置の

制度の活用を助言、指導していくとのことである。 

 この点、県において、市町村に対して交付申請を行わなかった理由等について

特段ヒアリングを行った形跡は確認できなかった。また、補助事業開始時点の対

象施設３２２に対して、どの程度の既存施設が避難施設として活用されているか

についても県が把握している形跡は確認できなかった。 

 少なくとも、補助事業開始年度において、市町村からの交付申請が全くないの

であれば、その理由やそもそもの補助事業の目的である避難施設の確保状況につ

いて市町村に対する調査を行わなければ、補助対象事業の必要性を判断すること

はできない。 

 特に、豪雨・土砂災害対応の避難場所・避難所緊急整備事業は開始時点におい

て「最近の豪雨災害を踏まえた緊急対策」として位置付けられているにも関わら

ず、市町村からの交付申請がないのであれば「緊急対策」としての必要性を市町

村が把握していない可能性や補助金の交付のための要件や補助内容そのものが市

町村の要望と合致していない可能性もあり、県が「緊急対策」として位置付けて

いる行政目的が速やかに達成されないおそれが顕在化していると思われる。 

 結局のところ、当該補助対象事業の目的である「土砂災害を見据えた避難施設
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の整備」については、少なくとも市町村による補助金の活用がなく、また市町村

による既存施設の活用状況についても客観的に把握していない以上、当該目的が

達成されたと認めるのは困難である。 

 県としては、「土砂災害を見据えた避難施設の整備」が市町村で適切に行われ

ているか調査し、整備が不十分である場合には、県も想定している財政措置の活

用に加え、積極的な整備を市町村に求めるべきである。 

 

（意見５１） 

 市町村に対し、豪雨・土砂災害対応の避難場所・避難所緊急整備事業の目的で

ある「土砂災害を見据えた避難施設の整備」状況について調査を行い、整備が不

十分な場合には、積極的に市町村に対して整備を求めるべきである。 

 

 

(3) チャレンジ枠・先進防災事業について 

チャレンジ枠・先進防災事業は、防災減災対策の推進を目的とした先進的な事

業の実施に要する経費の補助である。当該補助事業は、「とくしまゼロ作戦」県

土強靭化推進事業費補助金の一つに位置付けられているところ、「とくしまゼロ

作戦」県土強靭化推進事業費補助金要綱に加えて、「とくしまゼロ作戦」県土強

靭化推進事業費補助金（チャレンジ枠・先進防災事業）取扱要領が定められてい

る。 

 当該事業は、平成３０年度から開始され、交付対象は平成３０年度が、①「活

断層の調査を推奨する区域」（徳島県公表）において、活断層調査を行う（阿波

市）、②土砂災害や浸水被害及びそれに伴い想定される集落の孤立化について、

ドローンを活用した事前調査やデータ解析、救援活動体制の構築など最新技術を

用いた複合的な減災システムを整備する（那賀町）であり、令和元年度が、美波

町の防災に特化したアプリの作成を行う（美波町）である。令和２年度は市町村

から交付申請がなく、さらに令和３年度以降も活用要望がなかったため、令和２

年度で事業を廃止している。 

 県としては、市町村からの交付申請がなくなり、今後も活用が見込めない背景

として、市町村のマンパワー不足や新型コロナウイルス感染症への対応などを理

由に挙げている。 
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 当該事業については、他の補助事業とは異なり、市町村独自の企画提案である

ため、審査の客観性を担保することを理由に、審査の視点等申請に当たって考慮

すべき事項が別途上記要領に定められている。 

 要領によれば、市町村は期限までに事業計画書等の必要な書類を県に提出し、

その後、外部の有識者を含む「選定委員会」による書面審査とプレゼンテーショ

ンを経て補助金の交付が決定する。 

 審査の項目は、①事業の趣旨に合致した内容であるか。②先進性が感じられる

か。また、新たな視点や独自の発想があるか。③他の地域への波及が期待できる

ような事業であるか。また、他の地域のモデルとなることが期待できるか。④継

続的・発展的な展開が期待できる事業であるか。⑤事業の計画が十分に練られて

おり、目的に対して妥当な手段が示されているか。とされている。 

 また、審査項目に合わせて、事業計画書の様式において（２）提案事業の詳細

説明の項目で①成果目標及び効果、②先進性、③波及性・モデル性、④継続性・

発展性、⑤特記事項の欄が設けられており、市町村が記載することになっている。 

 この点、当該補助事業の開始の際の資料によれば、当該事業の趣旨は「進化す

るとくしまゼロ作戦緊急対策事業の中に、市町村による事業提案が可能な「チャ

レンジ枠」を設けることにより、市町村による地域の実情を踏まえた先進的ある

いは積極的な取組を、より強力に推進するものとする。」とされている。 

 他方で、審査項目や事業計画書の記載欄には、先進性に加えて、波及性・モデ

ル性、継続性・発展性についても具体的な記載を求めており、市町村が事業計画

を作成するに当たって負担が増加している。特に、事業企画書で記載を要する波

及性・モデル性については、事業企画書の様式で「※事業の波及性のほか、この

事業の成果が、他の地域のモデルとして期待されることについて記載してくださ

い。」と指示されており、市町村による地域の実情を踏まえた先進的あるいは積

極的な取組とはやや趣旨が異なり、市町村が当該補助事業への申請を躊躇する要

因にもなり得る。 

 さらに、事業計画書で波及性・モデル性を要求している一方で、実際に補助金

の交付対象となった過去の３件の事業について、県は、他の市町村に対して相互

応援連絡協議会を通じて周知・広報を行ったのみで、他の市町村に対して事業の

導入を推進するような取組は行っておらず、敢えて審査項目や事業計画書で波及

性・モデル性を要求した意義が乏しく、事業計画書の要件を増やした結果として、
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マンパワー不足を理由に市町村が交付申請を断念したのであれば本末転倒と言わ

ざるを得ない。また、そもそも、県は、市町村が当該事業を十分活用できなかっ

た理由について、市町村に対するヒアリングも行っておらず、県において当該事

業を廃止せざるを得なかった理由について客観的な分析ができていない。 

 本来、先進的あるいは積極的な取組を推進するのであれば、市町村が広く交付

申請を行えるように要領を定めるべきであり、また、事業の趣旨からは中長期的

に事業を継続する必要があると考えられる。 

 県としては、廃止となった当該事業の代替措置については、市町村からの要望

があれば検討するとのことではあるものの、市町村の限られた財源を鑑みれば、

「チャレンジ枠」といった不確定要素の大きい事業については、ある程度県にお

いて積極的に推進する必要があると考える。一方で、市町村の要望を十分に把握

できなければ、当該事業と同様に十分な活用が見込まれない可能性が高く、市町

村による活用を大前提とする制度設計が必要不可欠である。 

 

（意見５２） 

 市町村に対するヒアリング等により、チャレンジ枠・先進防災事業が十分活用

されなかった理由を客観的に分析し、市町村による先進的あるいは積極的な取組

を推進する枠組みを検討すべきである。 

 

 

(4) 防災事業の補助金の在り方 

県は、防災事業に関する補助金メニューを様々制定し、年度毎に新規の補助金

メニューの制定や補助金の統合・廃止を行っており、「平成３１年度 加速する

「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業」と「令和２年度 「とくしまゼロ作戦」県

土強靭化推進事業」とを比較しても、複数の新規補助金メニューの制定や統合・

廃止が行われている。 

 この点、住宅出火防止対策等推進体制整備事業や豪雨・土砂災害対応の避難場

所・避難所緊急整備事業のように制定以来数年間一度も利用されることなく廃止

に至っている補助金も存在する。また、令和２年度「とくしまゼロ作戦」県土強

靭化推進事業費補助金の各補助事業の予算と交付額を比較すると、全く利用され

ていない補助金がある一方で、予算額を上回る交付額の補助金も存在している。 
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 防災事業に関する補助金については、刻々と変化する災害へ対応するため、速

やかに策定、活用される必要があるところ、補助金交付の対象団体の状況や要望

を適切に把握しなければ、県において速やかに補助金メニューを制定しても、対

象団体が全く活用しない事態が発生するおそれがあり、現に全く活用されること

なく廃止に至った補助金メニューも存在している。 

 県としては、補助金メニュー毎に達成すべき目的を設定している以上、当該補

助金が活用されなければ、原則として設定した目的を達成できないことになる。

特に、緊急性の高い事業については、対象団体に速やかに活用してもらう必要が

ある。また、県の想定以上に対象団体の要望の高い事業であれば、当初予算では

不足してしまうおそれもある。 

 この点、県において対象団体に対する要望調査を綿密に行った事実は確認でき

ず、対象団体への補助金メニューの活用を促す案内は行っているものの、当該補

助金の活用がなかった場合の原因調査も十分に行われているとは言い難い。 

 県の防災事業に関する補助金交付の対象団体の大部分は市町村であり、他の補

助金と比較しても、対象団体である市町村の状況や要望を綿密に調査することは

困難ではなく、制定した補助金メニューが全く活用されないような事態は容易に

回避できるものと考えられる。 

 この点、令和２年度に新規に策定された臨時情報活用推進支援事業についても、

予算説明の段階では「市町村が行う南海トラフ地震臨時情報を活用した防災対策

に係る普及啓発活動事業に要する経費の一部を支援する。緊急性の高い事業であ

ることから、事業実施は令和２年度から令和３年度の２年間とする。」と説明し

ている一方で、令和２年度に対象団体である市町村から一度も活用されることな

く、令和２年度限りで廃止に至っている。 

 補助金メニューについて随時見直しを行うこと自体は当然であるところ、他方

で「緊急性の高い事業」と位置付けながらも、対象団体が活用しなかったことで、

補助金メニュー策定時に設定した目標が達成されたか否かの検証は行われておら

ず、また、対象団体に対して当該補助金を活用しなかった理由について調査も行

っていない。 

 補助金はあくまで県が設定した目標を達成するための手段であり、仮に当該補

助金が活用されなかったとしても、例えば、豪雨・土砂災害対応の避難場所・避

難所緊急整備事業において、市町村が既存施設を活用することにより、指定避難
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場所や避難所の整備が行われるのであれば、県が設定した目標は達成されること

になる。しかしながら、上記のとおり、同事業に関し、県が、市町村においてど

の程度の既存施設を活用しているかの情報を有していないことは既に述べたとお

りである。 

 結論として、県が、防災事業で達成すべき目標を設定し、そのための補助金メ

ニューを策定し、対象団体が当該補助金を活用し、その結果当初の目標を達成す

るという一連の流れにおいて、補助金を活用する対象団体の要望及び状況や補助

金が活用されなかった理由を適時に検証する仕組みがないことが、本来緊急性の

高い防災事業の補助金の一部が活用されていない事態をもたらしているものと解

される。 

 

（意見５３） 

 防災事業の補助金メニューを策定する際には、対象団体からの要望や状況を確

認した上で策定し、対象団体の補助金の活用が不十分であった場合の理由の検証

を行う仕組みを構築すべきである。 
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第１１章 まとめ 

 

「災害時の自助・共助・公助は７：２：１である」などと言われることもあるが、

災害時における公助の役割が自助・共助よりも圧倒的に少ない、などということは、

それ自体が単なる俗説であり、端的に言えば誤りである。発災前から復興に至るまで、

自治体をはじめとする「公」ができること、しなければならないことは数多くあり、

そのいずれかが欠けても、被災者の命と生活を守り、地域の復興を実現することはで

きない。その意味においては、特に大規模災害時に自治体が果たすべき役割は決して

小さいものではない。 

 そこで、東日本大震災における教訓も参考に、①発災直後の被災者の命に直結する

災害用備蓄、学校防災、仮設住宅整備計画及び県自身の被災対応でもある事業継続計

画（ＢＣＰ）、②平時対策として一般向け及び職員向けの防災研修、補助金事業を取

り上げるとともに、③県の先進的な取組である徳島県復興指針についても一部監査の

対象として外部監査を実施した。 

 まずもって指摘すべきことは、今回の報告における調査・提言は、県が実施すべき

災害対応の一部にとどまり、災害対応施策を網羅した内容にはなっていない上に、既

に県において十分に検討がなされ、対応がなされている分野も多く（当然、そうした

分野については、この報告書の性質上、本文ではほとんど触れていない）あり、深い

感銘を受けたことである。また、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対応

を進める中での、監査人からの問い合わせや現地視察への対応は相当の負担であった

ことは想像に難くなく、その点からも各担当課に対しては深く敬意を表するものであ

る。 

 監査人による個々の事務事業に関する指摘ないし意見の概要については、報告書概

要版の「指摘及び意見の一覧」記載のとおりであり、特に想定南海トラフ地震のよう

な大規模災害において、全庁あげての災害対応を円滑に行うことができるよう、県庁

ＢＣＰや職員研修の改善、災害備蓄、応急仮設住宅、住民啓発・研修・情報発信、被

災者生活再建支援及び補助金に関し、各指摘ないし意見を行っている。これらの意見

の背景にあるのは、一言で言うならば「災害前にできることは極力災害前に行い、万

全の態勢を志向しつつ、なお想定外を想定する」ということである。特に、防災では

なく減災という概念が唱えられるようになってしばらく経っているが、この減災とい

う言葉は、災害を全て防ぐことは不可能であるとの一種の割り切りないし諦観が含意
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されていることは否めない。その中で、徳島県は、敢えて「とくしまゼロ作戦」とい

う高い理想を掲げており、その実現のためには従来よりも一歩進んだ施策が必要とな

っている。この点、本報告においても取り上げた徳島県復興指針をはじめ、徳島県の

防災の取組は、全国的にみても画期的なものも少なくなく、これまでの県の取組は大

いに評価されるべきものである。 

 また、紛争地や被災地において人道支援の最低基準を定めたスフィア基準（人道憲

章と人道対応に関する最低基準）について、県は熱心に研修を実施しているが、同基

準の根底にあるのは、被災者には支援を受ける権利があり、災害時等においても被災

者の尊厳を守らなければならないというものであり、日本国憲法第１３条及び第２５

条の精神にも通じるものであって、自治体の災害対応においてもこの考え方は重要で

あり、同基準に関する研修を実施していることも大いに評価できる。 

 もっとも、本報告でも指摘・提言したとおり、県職員もまた被災者の一人として確

実に生き残り、全庁をあげて災害対応を行う態勢を構築し、県も提唱する災害ケース

マネジメントの実現をはじめ、より充実した災害対応を行うために、日本国憲法やス

フィア基準の精神に則り、今後も一層の取組を期待したい。 

 末尾であるが、これまで包括外部監査の経験のなかった監査人が曲がりなりにも３

年間に渡ってその職責を果たすことができ、また、報告を受けて一定の改善がなされ

たのは、補助者及び事務局の献身的な支えがあればこそであり、監査人単独では到底

なし得なかったことである。記して感謝申し上げたい。 
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